
会 議 録（第６回妙高市総合計画審議会） 

 

１ 会議の名称：第６回妙高市総合計画審議会 

２ 開催日時：令和６年７月９日（火） １３時３０分から１７時２５分まで 

３ 開催場所：妙高市役所 ３０３会議室 

４ 出席した者の氏名（敬称略・傍聴者を除く） 

 （委員 １２人） 

吉田昌幸、池田和資、小川夕子、関原一義、逸見和樹、関貴史、上石康夫、望月卓裕、

桑山宗大、伊藤民子、佐藤久美子、野口佳代 

（事務局 １５人）※関係課職員含む 

岡田企画政策課長、宮川課長補佐、竹田政策調整グループ係長、 

道下主査、吉田主査 

保坂健康保険課長補佐、丸山福祉介護課長補佐、 

霜鳥建設課長補佐、宮下環境生活課長補佐、大沢農林課長補佐、池田観光商工課長補佐、 

長谷川総務課長、岡田総務課防災係長、大野地域共生課長補佐、 

余野こども教育課長補佐、小林生涯学習課長補佐、上田生涯学習課市史編さん室長 

５ 議題・発言の内容（要旨） 

(1) 開会 

(2) 委嘱状交付 

(3) 自己紹介 

委員名簿の順に委員、事務局自己紹介 

(4) 会長・副会長選出 

  会長に吉田教授、副会長に逸見副部長を選出 

 (5) 審議 

①総合計画審議会の概要・スケジュールについて 

資料１により事務局から説明。質疑・意見等なし 

②令和５年度施策評価（第３次総合計画）評価について 

資料２により事務局から説明。 

【令和５年度施策評価（第３次総合計画）評価】 

≪まちづくりの大綱 4 全ての人が元気に活躍できるまちづくり≫ 

＜基本施策１＞ 

○委 員→2.施策目標の達成状況の 3 番目の令和 4 年度の目標達成率が 0％なのはなぜか。 

○事務局→目標が 31％を維持するであるが、それに対して、令和 4年度は 31.7％に増えて、

目標の維持することができなかった、つまり目標を達成できなかったことから 0％になっ

ている。令和 5年度については、目標値より減少しており、達成できていることから 104％



としている。 

○委 員→目標が達成できていなくても目標に対して何パーセントの達成率なのかわかる

ようにしてもらいたい。その方が取り組みの成果がどれだけあったのか確認することが

できる。 

○委 員→3.施策を構成する主な事業の評価は、どのような基準で判断しているのか。また、

4.施策評価は、目標達成している項目が何割以上だからこの区分になるとか、5.今後の方

向性は、3.施策を構成する主な事業の評価から区分を判断するなどの基準は無いのか。 

○事務局→目標を達成した数や事業の評価などから区分を決める明確な基準を設けていな

い。今後、基準を設けるよう検討していく。 

○委 員→5.今後の方向性について、3.施策の構成する主な事業の評価がすべて「維持」と

なると「Ⅲ（継続）」という判断になるのでは。 

○事務局→3.施策を構成する主な事業の評価は、所管課の評価である。4.施策評価、5.今後

の方向性については、庁内評価委員会という内部で評価する組織を設けており、そこで評

価している。 

○委 員→評価の考え方について、3,4は令和 5年度にやったものに対しての評価、5は令

和 6 年度以降をどうするかという考え方を示すもので評価の軸が違うと考えるがそれで

よいか。 

○事務局→委員の認識通りである。 

○委 員→令和 5年度のやり方でいいのか、改善すべき点があるのかどうかという視点で 5

の区分を考えた方が良いと考える。まだまだやることがあることを踏まえると、現状維持

というよりも改善もしくは事業拡大という評価が妥当ではないか。 

○委 員→3,4の評価のところに検討する必要があるとか、マンパワー不足、見直しという

言葉が出てきているので改善という判断で良いと考える。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅱ．改善（事業内容見直し）」 

・コメント案は、修正なし。 

 

≪まちづくりの大綱 5 郷土を築く人と文化を育むまちづくり+≫ 

＜基本施策１＞ 

○委 員→3の 6.すくすく親子健康づくり事業の不用額が 70万だが要因は。 

○事務局→出産される予定の方と出産された方に、5 万円ずつ合計 10 万円を給付する事業

であるが見込みより給付数が少なく不用額になったもの。 

○委 員→2 の 5.虐待案件の解決数について、目標が現況値から 1％増加になっているが、

相談件数も増加しているのか。あわせて、単位が％になっているが件が正しいのか。 

○事務局→新規の発生件数としては、令和 3 年度 38 件、令和 5 年度 35 件と横ばいで推移

している。単位については、委員のご指摘の通り件が正しい。 



○委 員→3 の 3.みんなで子育て応援事業について、子育て広場はどこに開設されている

のか。また年齢制限など利用の基準はあるのか。 

○事務局→子育て広場は、新井、妙高高原、新井南そして妙高にＮＰＯ法人が運営する 4施

設を開設。その他にこども園の直営で 3 つ開設している。利用対象者は、未就学児であ

る。 

○委 員→5に結婚活動事業のスタッフの増員に努めるとあるが、相談件数が増えているの

か、ケアにかかる負担が増えているのか。 

○事務局→業務量及び相談件数が増えている。相談については、1回当たりの時間が長くな

っている。また、イベント業務が増えていることもあり、増員が必要と考えている。 

○委 員→3 の 2.子ども家庭総合支援拠点運営事業について、経常経費のため評価対象外

となっているが、施策目標や全体の評価に関わるのでしっかり評価すべきと考える。 

○事務局→委員のご指摘のとおり、経常経費も施策の評価に必要と思うので、経常経費につ

いても評価することで検討する。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅰ．事業拡大（追加・発展）」 

・コメント案は、園の環境整備について、和田地区に限らず市全体の将来を見据えた環境整

備とするよう文言を修正すること。 

 

≪まちづくりの大綱 1 快適で安全・安心に暮らせるまちづくり≫ 

＜基本施策１＞ 

○委 員→3の 1.優良宅地造成支援事業の決算額が無いのはなぜか。 

○事務局→予定していた事業の延期や国等の補助に該当しなかったことにより事業執行が

なかったもの。 

○委 員→3の 4.道路新設改良事業、5.橋梁長寿命化事業の不用額の理由は。 

○事務局→国の補助が満額受けられなかったことによる事業の縮小。 

○委 員→4の評価がＢとなっているが、目標達成率が 100％でなくても 2の 1.人口密度の

ように 90％であれば十分効果があったという理解で良いか。 

○事務局→100％ではないが 90％まで達成できたので十分効果があったと評価している。 

○委 員→2の 11.新たな事業運営手法の導入事業数は具体的に何か。 

○事務局→ガスと水道、簡易水道、下水道事業の 4事業である。新たな事業運営手法という

と、ガスは民間に譲渡。水道、簡易水道、下水道は、民間に包括委託した。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅱ．改善（事業内容見直し）」 

・コメント案は、修正なし。 

 

＜基本施策２＞ 



○委 員→2 の 1.自主防災組織の実践的防災訓練の実施率について、達成率が低いが自主

防災組織の組織率が低いのか。 

○事務局→市内において 127の自主防災組織が組織されており、組織率は 100％である。達

成率が低い理由としては、新型コロナウイルス感染症により防災訓練が自粛された。訓練

は役員が企画等するが自粛によりノウハウ等が途切れてしまい訓練の再開となっていな

い。 

○委 員→今ほどの話しを踏まえると、5の今後の方向性は、訓練の手段の継承が必要であ

るし、防災士の増員や能登半島地震の経験も踏まえてより実践的な防災訓練への見直し

も必要であると考えられることから、現状維持ではなく改善、拡大が妥当と考える。 

○委 員→有害鳥獣の関係で捕獲体制の強化、捕獲技術の向上とあるが、目標達成状況が低

く、低い理由でも難しいと記載されているが目標設定を変更することはできないのか。 

○事務局→この指標は、計画で定められている指標のため変更できない。ただ、施策の目標

はＰＤＣＡサイクルの効果を図れるような指標設定が必要と考えるので、第 4 次総合計

画では留意して設定するよう策定している。有害鳥獣の評価として、ここに示されていな

い数値として、例えば目撃数の数を把握しているので、それも踏まえて全体を評価してい

る。 

○委 員→5 の方向性で避難行動要支援者の避難計画を自主防災組織を支援して作成して

いくとあるが、福祉の高齢分野とも連携しているのか。 

○事務局→対象者の抽出等に当たっては、福祉から情報提供してもらっており、連携して取

り組んでいる。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅱ．改善（事業内容見直し）」 

・コメント案は、新型コロナウイルス感染症により途切れたノウハウを呼び起こし、再び訓

練が実施できるよう支援することを追加すること。 

 

≪まちづくりの大綱 2 美しい自然と共に生きるまちづくり≫ 

＜基本施策１＞ 

○委 員→2 の 5.妙高市温室効果ガス排出量の算出方法が変更になったためとあるが、そ

もそも変更になるようなものを目標として良いのか。ＳＤＧｓについては、多様な施策を

やっているので状況が変わると思うので目標も変わるべきと考える。 

○事務局→2030ゼロカーボンの取り組みで、温室効果ガスの算定方法が定められているが、

その算出方法が変わる過渡期であり、計画期間中に計算方法が変わったものと理解して

いただきたい。 

○事務局→算定方法が変わったのであれば、当初の目標値が新たな算定方法で算定した場

合にどれぐらいの数値になるか算定すべきだったと反省している。それにより現状がど

れぐらいの達成状況であるか出さなくてはいけないと思うので、今後検討していく。 



○委 員→3 の 2.2050 ゼロカーボン推進事業について、予算に比べ実績額が少ないが要因

は何か。 

○事務局→雪国型太陽光発電として、新井地区であれば通常の屋根置き型の太陽光で良い

が、妙高高原、妙高地域については、豪雪地帯であることから斜度の大きい雪に耐えられ

る太陽光の設置を制度化したが、実際の設置には至らなかったものである。 

○委 員→4.施策評価の脱炭素等のところで新たな補助制度を創設とあるが具体的にどの

ような制度を考えているのか。 

○事務局→雪国型太陽光発電が設置されるような制度を創設できればと考えている。 

○委 員→2の 4.入域料協力金額について、集まったお金は何に使われているのか。 

○事務局→火打山や妙高山の登山道整備などに活用している。 

○委 員→ただの金額目標でなく、入域料を増やして山々に活用していくということがわ

かるようにした方が良いと思うので検討をお願いする。 

○委 員→1点目、2の 1.ライチョウの確認数の目標値の根拠として過去最大の確認数に増

加させることを目標としているが、ここで言う過去最大の確認数とは、どういう値になる

のか。2点目、4.入域料協力金について、平成 30年を現況値として毎年 1％増を目標とし

ているが、平成 30 年度から毎年 1％を上げても目標値にならないがどのように考えてい

るのか。3点目、3の 5.ビジターセンター管理運営事業について、経常経費のため評価対

象外となっているが、国立公園妙高利用者数の目標が達成できていない状況で、ビジター

センターが情報発信基地となって利用者数を増やしていくとものと考えると、経常経費

であっても評価されるべきだと思う。実際にビジターセンターは、全国のビジターセンタ

ーの中で先進的にツアーデスクを設けて、年々売上も上がっていて、実際にこの利用者数

のところに大きく貢献してるというプラスの評価があると思う。4点目、2の 3.環境サポ

ーターズ登録者数について、目標に対して大幅に登録者数を確保できているので実際に

活動している人がどれぐらいいるのかを目標値にした方が良いと考える。第 4 次総合計

画策定時に検討をお願いしたい。 

○事務局→1 点目のライチョウの確認数については、過去最大で 20 羽確認されており、そ

こから設定したものである。2 点目の入域料については、平成 30 年度が数週間の徴収で

あったため、令和 2年度の金額から 1％増として設定したものである。3点目のビジター

センターが評価対象外となっていることについては、所管課としてビジターセンターの

状況を把握し、利用者が増加していることも承知した上で、所管課で評価している。4点

目については、検討していく。 

○委 員→ライチョウの確認数については、最大 30羽以上確認されていると思うので確認

をお願いしたい。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅰ．事業拡大（追加・発展）」 

・コメント案は、修正なし。 



 

≪まちづくりの大綱 3 にぎわいと交流を生み出すまちづくり≫ 

＜基本施策１＞ 

○委 員→3の 3.観光誘客促進事業について、決算額が少ない理由は。 

○事務局→ＩＣゲートシステムの導入経費が減少したこと、10 月に実施した得とくキャン

ペーンの市内宿泊施設の割引や地域クーポン券の費用が減少したもの。 

○委 員→5の方向性が改善になっているが、大規模な観光の開発があり、多くの注目が集

まっている。そういった中で事業拡大を選択しない、目指さないのはなぜか。 

○事務局→大規模開発の詳細が見えていないことから改善とした。 

○委 員→詳細が見えてからでは遅いと考える。今までもそれで失敗している。例えば、二

次交通の駅、バスまたライドシェアなど、計画が出来てからでは後手後手に回る。そうい

った意味でも事業拡大と考える。 

○委 員→3 の 1.観光地域づくり団体支援事業の地域で稼ぐ仕組みとは、観光だけに特化

した地域をいうのか、それとも妙高市の全地域で稼ぐ仕組みのことを言っているのか。ま

た、3.観光誘客促進事業でクアオルトが出てくるがこれは健康分野だと考えるがどのよ

うにかかわってくるのか。 

○事務局→1については、観光業だけではなく商工業者、交通事業者とか、多様な関係者を

巻き込みながら観光だけではなく全体の地域づくりに取り組むことを表している。3のク

アオルトについては、観光サイドとして誘客の 1つのツールとして活用していく形。健康

づくりや運動習慣の定着ということで関連する課との連携が必要と考えている。今年度

は、関係課と連携しながら、毎週土曜日にロッテ新井リゾートを 1つのコースとしてガイ

ドを付けて歩く取り組みを旅行商品としてエージェントに活用してもらっている。 

○委 員→今後の方向性の中でＤＭＯに専門知識を持って組織をマネジメントできる人材

を確保とあるが、市の働きかけで促進することは出来るのか。 

○事務局→ＤＭＯも将来的になりたい体制を描いており、市も先ほどの観光地域づくりと

して目指すものがあるので、足りないものが何かというのをお互いに共有しながら、支援

できるところは支援し、連携できる部分は連携するというような形になっている。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅰ．事業拡大（追加・発展）」 

・コメント案は、大規模リゾート開発について、二次交通も含めて追加すること。 

 

＜基本施策２＞ 

○委 員→2 の 6.市内での新規企業数について、実績値はこれまでの累積ということで良

いか。その年に何件あったかという表し方の方がわかりやすいと思う。 

○委 員→3の主な事業について、1点目、1.地域経済活性化支援事業の販路開拓や海外需

要の取り組みなど中小企業の新たな取組を支援したとは具体的にどのようなことか。2点



目、4.関係人口創出・拡大事業の地域と参加者のつながりを深めるまでには至っていない

のはなぜか。3点目、7.六次産業化推進事業で加工用ブドウの栽培とあるが、妙高市でブ

ドウを作って、それを岩の原葡萄園でワインにしていると認識しているが、それも六次産

業になるのか。六次産業は、作られた方が加工して売るまでやるのが六次産業になるので

はないのか。今後の方向性について、首都圏の官民共創施設とはどのような施設か。 

○事務局→地域経済活性化支援事については、日本酒を海外に展開していくことやキッチ

ンカー等を活用した営業活動を行っている。 

○事務局→六次産業化については、一次産業を農業者、二次産業が自分で作ったものを加工、

三次産業が販売ということで、六次産業というふうに言われている。坂口げんき農場でブ

ドウを作って、それを岩の原葡萄園で委託醸造して、それを販売するというのが、六次産

業化になるかということであるが、基本的には、一次産業が一緒になっていれば他で作っ

て、売るというのも六次産業ということで認められている。 

○事務局→関係人口について、これまでは市内で事業化支援や起業創業支援を通じて、外部

から参加者を募っていたが、なかなか結果に結びつかなかった。そういったことから我々

から外に出てＰＲしつつ、そこでいろいろな人から関心を持ってもらって、繋がる仕組み

が必要であると考え、1つの拠点として官民共創施設を活用しているところである。施設

は渋谷駅直結の渋谷スクランブルスクエアにある SHIBUYA QWSという、専門領域、年代、

国籍、そういうのを問わない多様な人材が集まる場所である。今年から会員になり、そこ

で我々の地域課題を発信して、その地域課題に対してどういう解決策を持ち寄るか、そう

いった取り組みをその場所で行っている。これらを通じて、いろんな人が妙高市を知って、

この地域のために力になるような人との繋がりを作るために取り組んでいるところであ

る。今月もイベントが行われるが、いろんな人との繋がりをここで深めて、その取り組み

を市内にフィードバックしていきたいと考えている。 

○委 員→3 の 5.水田農業経営安定対策事業について、前年から 1ha 減少とは具体的にど

ういうことか。 

○事務局→水稲の作付面積については、少し前は生産調整で、国からの面積制限があったが、

現在は作付計画ということで、国から県に降りてきて、県から県内の市町村の面積割合が

示されて、各市町村はその面積に応じるように取り組みを進めている。令和 5年度は主食

用米が 1526haある。このうち加工用米が 17ha、その他に新規需要米の米粉用米や飼料用

米、備蓄米を入れ 1526haとなっている。 

○委 員→六次産業ということで、米とかもできないのか。 

○事務局→米に関して言うと、例えばおかきや甘酒とか 6 次産業化ということでやってい

る。 

○委 員→今後の方向性について、農地の集約化を進めていたり、個人の耕作者が耕作でき

なかったときのことを考えて、その地域の誰に耕作してもらうかを市で話し合いを進め

ているかと思うので、耕作放棄地の対策を入れても良いと考える。 



○委 員→3の 4.関係人口創出・拡大事業について、予算、決算額が違うのではないか。 

○事務局→指摘のとおり、予算、決算額ともに千円単位でなく円単位の表示となっており、

誤りである。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅰ．事業拡大（追加・発展）」 

・コメント案は、耕作放棄地の取り組みを追加すること。 

 

≪まちづくりの大綱 4 全ての人が元気に活躍できるまちづくり≫ 

＜基本施策２＞ 

○委 員→2 の 8.就労支援による被保護者の就労支援者数の割合、9.就労支援による保護

廃止件数について、適切な就労先を探すのが難しいことが一番の原因か。 

○事務局→認識の通りである。仮に結びついても、数ヶ月で辞めてしまうことも多い。1度

保護になると、廃止するのは難しい状況であることから、生活保護に至らないよう生活困

窮の段階から支援している。 

○委 員→地域の茶の間が減少しているが、増やす意向はあるか。 

○事務局→平成 30 年には 32 地区の茶の間があったが、その後、中心的な方々の高齢化や

後継者がいないという理由で辞めたり、コロナの関係もあり、1度辞めたものを再開する

のは難しい、そういった地域の課題がある。ただ介護予防にとっては、必要な場であるの

で、公的な茶の間みたいなものも、今後検討が必要であると思っている。今後も高齢化が

進んでいくので下の世代にどう広げていくかが課題である。 

○委 員→今後の方向性について、生きがいがもてるような社会参加の場づくりとはどの

ようなものか。 

○事務局→高齢者が楽しく集まれる居場所というのが必要だと思っている。気軽に集まっ

て世間話をする中で、楽しみや生きがいを持つことによって介護予防に繋がるので、先ほ

ど言ったような公的な茶の間、そういった居場所を整備していきたいと考えている。 

○委 員→食推が関わってる元気茶屋がある。これも地域にあって、高齢者の拠り所となる

ような場所であればいいと思う。ただ、これも高齢化してると思う。主催してる方の年齢

も上がって負担になっていると思うので、元気茶屋と地域の茶の間の活動が連携しなが

ら、地域の中でうまく配分できると良いと思う。 

○事務局→地域の茶の間の実績には、食推の活動も含まれている。月 2回以上地域で活動し

ているものをカウントしている。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅲ．継続（現状維持）」 

・コメント案は、修正なし。 

 

＜基本施策３＞ 



○委 員→3 の 2.地域づくりのための小水力発電事業について、関連する指標№は何にな

るのか。 

○事務局→施策目標の 1.地域運営組織の設立・運営数に間接的に関わってくるという位置

付け。この小水力発電を地域主体でやることによって、地域運営のための財源を確保して

もらうので、そこに繋がってくる。 

○委 員→青田と菅沼は、地域運営組織を設立しているか。 

○事務局→設立はされていない。 

○委 員→施策の評価で新たな地域運営組織の設立までには至っていないが、実行組織を

立ち上げたとあるがどれぐらいの数があるのか。 

○事務局→支援しながら、話し合いを始めているところが 2地域あり、新井南部地域、それ

から水上地域。 

○委 員→今後の方向性について、現状維持になっているが、立ち上げの動きが出てきてい

るので見直し、発展になっていかないといけないと思う。今までと同じことをやっていて

も進まない事業である。アンケート等により課題も見えてきていて、どの地域もだいたい

同じだと思うので、先進的に取り組む地域を選出するなど動きを変えないとずっとこの

ままかと思う。 

○事務局→指摘のとおり、なかなか進んでいないところがある。今までの地域づくりは、行

政が主導でやってきて、地域はやらされ感があった。そういったことを踏まえ、地域の人

達が自ら話し合って、決定をし、進んでいくという形を取る必要があると思うので、自主

性を持ってもらって、そこに伴走支援という形で支援をしていきたいと考えている。 

○事務局→地域の方が考えて、どうしなければいけないかということを決めて、行動するこ

とは必要なことだと思う。ただ、これまで地域に話をしていたアプローチの仕方、対象を

変えることも 1 つの見直しだと思う。例えば、地域の役員である 60 代 70 代の方だけで

なく、次の世代の方も一緒に考えるようなアプローチをするのも 1つの方法かなと思う。

動き出しができるように、地域の方が自分ごととして考えて、方向性を出していけるよう

な、行政としてのアプローチの見直しが必要かなと思う。 

○委 員→施策評価が十分効果があったとあるが、達成率が低い、なかなか結果も出ていな

い中で、この区分はどうなのかなと思う。先ほども話しがあったが、今後の方向性が現状

維持、主な事業の評価も全て維持になっているが、実態に合わせた評価が必要かと思う。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅱ．改善（事業内容の見直し）」 

・コメント案は、地域づくりを主体的に考えてもらうために支援の方向性を検討すること、

小水力発電を通じたリーダーの育成を追加すること。 

 

＜基本施策４＞ 

○委 員→2の 1.人権講演会等の参加者数について、少なかった要因は。 



○事務局→R4は、小学校、中学校に加え一般の方も対象に実施したが、R5は小学校、中学

校での実施となったため。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅲ．継続（現状維持）」 

・コメント案は、修正なし。 

 

≪まちづくりの大綱 5 郷土を築く人と文化を育むまちづくり+≫ 

＜基本施策２＞ 

○委 員→2の 3,4,5.NRTの得点率が全国平均を超えた割合とはどういう意味か。 

○事務局→全国平均を上回った学校数になる。小中学校合わせて 10校あるが、10校すべて

上回れば 100％となる。 

○委 員→学年、学校格差があるとなっているが、大規模校、小規模校の関係もあると思う

が、そこを埋めないと年々下がっていくと思う。施策の評価であった、ＧＴＥＣの分析に

より作成した「授業づくりのポイント」はすでに取り組まれているのか。 

○事務局→学力の向上については、タブレットにデジタルドリルを入れ、全員が同じ問題を

やるのではなく、習熟度の度合いによって、問題が変わってくるようになっている。例え

ば、5年生でも 3年生の段階でつまずきがあれば 3年生の問題が出題される。英語の関係

では、今年から英語検定希望者の受験料を 1回分支援する。まずは英語検定を目標に頑張

ってもらう新たな取り組みを行う。基礎的な読解力も全体に共通して大事なものになる。

東京から講師を招いて、公開授業をやりながら、先生方から実際に指導の場面を見てもら

って、理想的な教え方、読解力を向上するような取り組みを複合的に行っている。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅲ．継続（現状維持）」 

・コメント案は、探求的な学びの必要性について追記すること。 

 

＜基本施策３＞ 

○委 員→新図書館等複合施設整備事業で 1億円の不用額があるが要因は。 

○事務局→工事費について、物価上昇等を見込んで予算計上したが、入札の結果、見込みを

下回ったもの。 

○委 員→2の 4.生涯学習講座「まなびの杜」の参加者数について、減少したのはテーマ設

定の問題か。 

○事務局→自然散策などは多くの申し込みがある一方、男女共同参画やＳＤＧｓ関連は参

加者が伸び悩んでいる。そういったことから、自然散策だけでなく自然散策＋男女共同参

画というように組み合わせて実施した。しかし、自然散策だけあれば申し込んだというよ

うな意見が多かった。 

【審議会評価】 



・今後の方向性の評価は、「Ⅲ．継続（現状維持）」 

・コメント案は、修正なし。 

 

＜基本施策４＞ 

○委 員→2の 4.美術展覧会の出品数について、1人で 2点出品する人もいるので出展者数

の増加をお願いしたい。 

○事務局→R4は 266人、R5は 273人から出品してもらった。 

【審議会評価】 

・今後の方向性の評価は、「Ⅲ．継続（現状維持）」 

・コメント案は、修正なし。 

 

６ その他 

  事務局より、次回の会議日程について連絡。 

７ 会議資料の名称 

 ・令和６年度 第６回妙高市総合計画審議会次第 

 ・資料１：総合計画審議会の概要・スケジュールについて 

 ・資料２：令和５年度施策評価（第３次総合計画）について 

 ・資料３：第４次総合計画の素案について 

 

 

上記に相違ないことを確認する。 

 

令和６年８月２６日 

 

妙高市総合計画審議会 

会 長  吉田 昌幸 



令和６年度 第６回妙高市総合計画審議会次第 

 

日 時： 令和６年７月９日（火）  

１３時３０分～１７時 

場 所： 妙高市役所３階 ３０３会議室 

 

 

１．開  会 

 

 

２．委嘱状交付 

 

 

３．自己紹介 

 

 

４．会長・副会長選出 

 

 

５．審  議 

（１）総合計画審議会の概要・スケジュールについて【資料１】 

（２）令和５年度施策評価（第３次総合計画）について【資料２】 

（３）第４次総合計画の素案について【資料３】 

 

 

６．そ の 他 

  次回会議：７月２９日（月） １４時～１７時 ３０３会議室 

       ７月３０日（火） １５時～１７時 ４０２会議室 

 

 

７．閉  会 



１．委員

氏　　　名 所　　　　　　属　　　　　　等

吉田　昌幸 上越教育大学　教授

池田　和資 新井商工会議所　副会頭

小川　夕子
認定新規就農者
元　わかもの会議　委員

関原　一義 (一社)妙高ツーリズムマネジメント

逸見　和樹 上越地域振興局　企画振興部　副部長

関　　貴史 環境省信越自然環境事務所　妙高高原自然保護官事務所　自然保護官

上石　康夫 第四北越銀行新井支店　支店長

伊藤　寿尚 連合新潟上越地域協議会　頸南支部　支部長

鶴見　幸恵 上越ケーブルビジョン(株)

望月　卓裕 ＮＰＯ法人　ふるさとづくり妙高　事務局長

桑山　宗大 国立青少年自然の家　次長

伊藤　民子 地域包括支援センター運営協議会・介護予防サポーター（元民生委員）

佐藤久美子 新潟県地球温暖化防止活動推進員

丸山　佳祐 (一社)妙高青年会議所　理事長

野口　佳代 アトリエ　ちくちく

２．事務局

氏　　　名 所　　　　　　属　　　　　　等

岡田　　豊 企画政策課　課長

宮川　尚史 企画政策課　課長補佐

竹田　敦子 企画政策課　政策調整グループ　係長

道下　　進 企画政策課　政策調整グループ　主査

吉田　　涼 企画政策課　政策調整グループ　主査

妙高市総合計画審議会　委員名簿



 

 

妙高市総合計画審議会について 

 

（１）設置根拠等 

 ・妙高市総合計画審議会条例により設置 

・市長の諮問に応じ、主に妙高市自治基本条例第１５条に規定する総合計画に関すること

について調査・審議 

 

（２）審議会の体制 

・市長の附属機関として、学識経験者や民間団体の代表者、市民代表など、産業界、官公

庁、大学、金融機関、労働団体、報道機関などが連携した構成となっている 

・委員の任期は２年間 

※ただし今回の任期は、令和６年７月１日～令和８年３月３１日までとする 

（理由）上半期に前年度評価、下半期に当該年度の対応状況と次年度予算への反映を確認す

るため、年度中の委員を同一にすることにより審議の充実度が高まることから令和

８年度末までの任期とし、次回から年度当初から年度末の任期とするため。 

 

（３）審議会の内容 

 ・総合計画に基づく施策の評価・検証を行う 

令和６年度は第３次総合計画に基づき、令和５年度に実施した施策の評価を、 

令和７年度は第３次総合計画に基づき、令和６年度に実施した施策の評価を行う 

※第３次総合計画の計画期間：令和２年度～令和６年度 

審議会開催年度 評価対象施策（前年度に実施した施策） 

令和６年度 第３次総合計画の４年目 

令和７年度 第３次総合計画の最終年度 

 

 ・第４次総合計画の策定に向けた審議を行う 

※第４次総合計画の計画期間：令和７年度～令和１１年度 

 

（４）会議のスケジュール 

７月９日：第３次総合計画の令和５年度に実施した施策の評価、第４次総合計画の素案に

ついて 

７月29日、30日、８月21日：第４次総合計画の素案の協議 

11月上旬：第４次総合計画素案について 

３月下旬：評価結果の次年度事業への反映状況の確認 

 

資料１ 



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

※指標３、４は目標達成率がマイナスとなるため、０％と表記しています。

【表の見方（第3次総合計画）】

指標の
説明

市道延長に対し整備した市
道の割合

実 績 値 2,078 3,486
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 138.5% 193.7%

実 績 値 57.3 57.5
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 99.8% 100.0%

7

ICTの導入による業務削
減時間数

時間

－ 1,800

2,000時間以上の
削減を目指す

指標の
説明

計画期間内に市役所でICTの
導入により削減された業務時
間数

8

市道整備率

％

57 57.5

(整備済延長：
401,800ｍ＋整備
計画延長800ｍ)÷
市道実延長：
705,300ｍ

実 績 値

6

ICTが活用された住民
サービス事業数

事業

指標の
説明

市が進める住民サービスで
ICTが活用された事業数

6 8
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 100.0%

－ 8

年間2事業の活用増
を目指す

－ 9.7
スマートシティに向け
た整備をしているとこ
ろであり、市民が実感
するまでに時間が要す
るため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 － 16.2%

5

スマートシティの推進によって生活の利便
性が高まったと感じる市民の割合

%

－ 60
60％以上を目標と
する

指標の
説明

市民意識調査における回答の
割合

実 績 値

4

市営バス・コミュニティバスの1日
あたりの平均乗車人員

人

指標の
説明

1日あたりの平均乗車人員（予
測される減少を抑制）

実 績 値

220 198 小学校が統合し専
用スクールバスの運
行となり、小学生の
利用が減少したた
め。

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 0.0% 0.0%

267 261 利用者数は減少が
見込まれるが、落ち
込みを抑制（26-
30：△6％→3％に
抑制）

1,271 1,303
人口減少や車社会
によるもの。

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 0.0% 0.0%

3

えちごトキめき鉄道市内4駅にお
ける1日あたりの平均乗車人員

人

1,654 1,610 利用者数は減少が
見込まれるが、落ち
込みを抑制（27-
30：△4.3％→3％
に抑制）

指標の
説明

1日あたりの平均乗車人員（予
測される減少を抑制）

実 績 値

2

都市機能施設の誘導件数

件

指標の
説明

都市機能施設（統合園、図書館、
子育て支援施設、商業施設等）
の誘導件数

実 績 値

→ 目標達成率 92.2% 90.9%

2 2
（H30） （R5）

↘ 目標達成率 100.0% 100.0%

ー 2
①統合園
②図書館
③子育て支援施設
④商業施設

1

都市機能・居住誘導区域内
の人口密度

人/ha

24.3 24.3 現況値以上を目標
とする
(現況値)9,734人
÷400.5ha
=24.3人/ha

指標の
説明

都市機能や居住の誘導を図
る区域の人口密度

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

実 績 値 22.4 22.1
（H30） （R5）

2

●要綱制定後、H30～R4の5箇年間で、延べ34,211㎡94区画の
宅地造成に結びつけ、市外への人口流出を防止するとともに、市外
からの流入人口の増加を図ることができた。
●居住誘導区域内で行う3,000㎡以上の宅地造成が可能な土地が
限られてきていることから、制度のあり方について検討を行う必要
がある。

（98972）

1

R5決算額(千円)

関 係 課 総務課、企画政策課、環境生活課、市民税務課、観光商工課、建設課、こども教育課、生涯学習課、地域共生課、上下水道局

R５予算額(千円) 1,793,917 R５決算額(千円) 1,583,034 

令和５年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 １ 快適で安全・安心に暮らせるまちづくり

基本施策 １ 生活しやすい都市環境づくり【生活基盤】

R5決算額(千円) 127,457 

5～7 維持

（103616）

スマート自治体推進事業

R5予算額(千円) 159,036 R5決算額(千円) 126,666 

●市道改良工事１路線について、早期発注・早期完了に努め、年度内
に全ての工事を完了することができた。また、８路線の測量、用地買
収等について、年度内に全て完了することができた。
●冬期間や災害時の安全な交通を確保するため、今後も降雪期前の
完了を目指し、早期発注・完了に努めるとともに、引き続き、国の交
付金を活用するなど、財源確保に努める必要がある。

（130370）

R5予算額(千円) 41,097 R5決算額(千円) 35,091 

３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.
R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

R5予算額(千円) 3,000 

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

- 

R5予算額(千円) 137,910 R5決算額(千円) 134,900 

優良宅地造成支援事業
1 拡大

●人口減少や車社会により利用者が減少する中でも市内の公共交通
を維持し、市民の移動手段の確保を図った。ＡＩデマンド乗合タクシー
（チョイソコみょうこう）の本格運行に移行すると共に、街なか市街地
の各町内に停留所を増設し、街なかエリアの住民の利便性向上を
図った。
●人口減少や車社会による公共交通機関の利用が減少している中
で、費用対効果や利便性を考慮した新たな公共交通サービスの整備
を進める必要がある。

（92102）

生活交通確保対策事業
4 維持

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

５　今後の方向性

区　分 選択区分

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

B

●居住誘導区域内に延べ94区画の宅地造成を誘導したことで、市外への人口流
出の抑制と市外からの人口流入を促進し、区域内の人口密度の低下を緩やかにす
ることができた。
●市営バス・コミュニティバス乗車人数は減少傾向にあるが、ＡＩデマンド乗合タク
シーの本格運行と街なか市街地の停留所を増設したことにより、街なかエリアの移
動手段の充実と利便性の向上を図ることができた。
●人口減少や車社会による公共交通機関の利用が減少している中で、費用対効果
や利便性を考慮した新たな公共交通サービスの整備を進める必要がある。
●県内自治体とともにオンライン申請システムを導入して、オンライン手続き受付
を開始したことで住民の利便性の向上を図った。
●地域、除雪受託業者、市が連携し、一体となって雪処理に取り組んだ結果、冬期
間の安全・安心な道路交通を確保することができた。

主要施策

１　コンパクトなまちづくりの推進
2　スマートシティ妙高の推進
３　道路ネットワークの強化
４　雪に強いまちづくりの推進
５　安全で安定したガス上下水道の維持

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅱ

●コンパクトなまちづくりを推進するため、居住誘導区域周辺での魅力的な宅地
造成が進むよう、支援制度のあり方を検討すること。
●鉄道を含めた地域公共交通のあり方を再整理し、持続可能な公共交通の再編を
計画的に進めていくとともに、新技術開発の進展や費用対効果等を考慮しつつ、
自動運転やライドシェアなどの新たなサービスの導入についても検討を行うこと。
●ＡＩデマンド乗合タクシーの実態を踏まえ、効率的な運行方法と適正な運賃に見
直すこと。
●市民がオンライン手続きの利便性を実感できるよう、積極的な周知やデジタル
格差の解消を行うとともに、さらなる行政手続きのオンライン化を進めること。
●雪処理に対する地域の負担軽減や安全確保のため、流雪溝クラウド監視制御シ
ステムなど、高齢化等に対応した対策を進めるとともに、冬期間の安全・安心な道
路交通の確保のため、関係者間の連携強化を図ること。

4 道路新設改良事業
（繰越分を含む）

8 維持

●市道橋289橋の定期点検の結果を踏まえた橋梁長寿命化修繕計
画を策定し、今後の橋梁の修繕計画の見直しを実施した。
●国の交付金など財源確保を図りながら、計画的に維持修繕を進め
るとともに、今後の維持管理を考慮し、通行量が少なく老朽化が著し
い橋梁の集約化や撤去を検討する必要がある。

5

（130480）

橋梁長寿命化事業
9 維持

今後の方向性

●DX施策の推進、セキュリティポリシーの改正委託による情報セ
キュリティ体制の維持を図るとともに、自治体情報システムの標準
化、共通化に向け、導入システム仕様の確定、移行計画の策定を行っ
た。オンライン申請システムを県内自治体とともに導入し、オンライン
手続き受付を開始した。第2回となるドローン空撮動画の審査会を開
催し普及啓発を行った。
●オンライン申請システムなどを活用し行政のDX化を進めていく必
要がある。標準化、共通化、ガバメントクラウドに対応したシステム構
築を進めていく必要がある。無人航空機操縦資格取得支援補助金に
ついて、市内講習機関の開設に向け、継続して取り組む必要がある。

3

R5予算額(千円) 168,011 

・１3の基本施策ごとに施策の達成状況や成果と課題などを整理し、評価したもの

です。

・庁内評価委員会での評価を踏まえ、審議会として、施策の「今後の方向性」について

議論・決定し、コメントを入れていきます。

①基本施策を構成する主要施

策を記載しています

②施策の目標値として設定され

ている指標を記載しています

③現況値と目標値の関係

↗：現況値の上昇を目指すもの

→：現況値の維持を目指すもの

↘：現況値の下降を目指すもの

④目標値に対する達成率を記載

⑤達成率が70%未満の場合、

考えられる要因を記載していま

す

⑥上記２に記載の指標の番号を

⑦庁内における評価とその理由

⑧令和５年度の目標値の達成状

況を中心に、施策の総合的な評

価を記載しています

⑨施策の成果等を踏まえて、庁

内評価委員会で示した今後の方

向性について記載しています

【審議会で議論】
上記の庁内評価委員会の評価

を参考に、審議会として今後の

方向性について協議、決定しま

す

資料1-1



 

 

 

妙高市総合計画審議会 

評価結果（令和５年度） 

 

 

 

 



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

※指標３、４は目標達成率がマイナスとなるため、０％と表記しています。

－ 48.2
（H30） （R5）

指標の
説明

市民意識調査における
回答の割合 ↗ 目標達成率 － 96.4%

スマートシティに向け
た整備をしているとこ
ろであり、市民が実感
するまでに時間が要す
るため。

（H30） （R5）

指標の
説明

市民意識調査における
回答の割合 ↗ 目標達成率 － 16.2%

5

スマートシティの推進によって生活
の利便性が高まったと感じる市民の
割合

%

－ 60

60％以上を目標と
する

実 績 値 － 9.7

関 係 課 総務課、企画政策課、環境生活課、市民税務課、観光商工課、建設課、こども教育課、生涯学習課、地域共生課、上下水道局

主要施策

１　コンパクトなまちづくりの推進
2　スマートシティ妙高の推進
３　道路ネットワークの強化
４　雪に強いまちづくりの推進
５　安全で安定したガス上下水道の維持

R5予算額(千円) 1,793,917 R5決算額(千円) 1,583,034 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 １ 快適で安全・安心に暮らせるまちづくり

基本施策 １ 生活しやすい都市環境づくり【生活基盤】

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

22.4 22.1
（H30） （R5）

→ 目標達成率 92.2% 90.9%

24.3 24.3 現況値以上を目標
とする
(現況値)9,734人
÷400.5ha
=24.3人/ha

2

都市機能施設の誘導
件数

件

ー 2
①統合園
②図書館
③子育て支援施設
④商業施設

指標の
説明

都市機能施設（統合園、図
書館、子育て支援施設、商
業施設等）の誘導件数

実 績 値

1

都市機能・居住誘導区
域内の人口密度

人/ha
指標の
説明

都市機能や居住の誘
導を図る区域の人口
密度

実 績 値 2 2
（H30） （R5）

↘ 目標達成率 100.0% 100.0%

1,271 1,303
人口減少や車社会
によるもの。

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 0.0% 0.0%

1,654 1,610 利用者数は減少が
見込まれるが、落ち
込みを抑制（27-
30：△4.3％→3％
に抑制）

4

市営バス・コミュニティバスの
1日あたりの平均乗車人員

人

267 261 利用者数は減少が
見込まれるが、落ち
込みを抑制（26-
30：△6％→3％に
抑制）

指標の
説明

1日あたりの平均乗車人
員（予測される減少を抑
制）

実 績 値

3

えちごトキめき鉄道市内4駅
における1日あたりの平均乗
車人員 人
指標の
説明

1日あたりの平均乗車人
員（予測される減少を抑
制）

実 績 値 220 198 小学校が統合し専用
スクールバスの運行
となり、小学生の利
用が減少したため。

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 0.0% 0.0%

6 8
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 100.0%

－ 8

年間2事業の活用増
を目指す

7

ICTの導入による業務
削減時間数

時間

－ 1,800

2,000時間以上の
削減を目指す

指標の
説明

計画期間内に市役所で
ICTの導入により削減
された業務時間数

実 績 値

6

ICTが活用された住民
サービス事業数

事業
指標の
説明

市が進める住民サービ
スでICTが活用された
事業数

実 績 値 2,078 3,486
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 138.5% 193.7%

57.3 57.5
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 99.8% 100.0%

57 57.5 (整備済延長：
401,800ｍ＋整備
計画延長800ｍ)÷
市道実延長：
705,300ｍ

実 績 値

8
市道整備率

％
指標の
説明

市道延長に対し整備し
た市道の割合

21.9 22.5
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 87.6% 85.6%

19.4 26.3
修繕計画橋梁数：
44橋÷修繕必要橋
梁:160橋

実 績 値

9
橋梁修繕率

％
指標の
説明

修繕必要橋梁数に対し
修繕した橋梁の割合

10

克雪対策に関する施策
の満足度

％

39.1 50
満足度が「どちらと
も言えない」と回答
している市民層の満
足度向上を目指す

実 績 値

指標の
説明

官民連携手法等を導入し
た事業（ガス、水道、簡易
水道、下水道）の数

実 績 値 4 4
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 100.0%

11

新たな事業運営手法
の導入事業数

事業

ー 4
ガス、水道、簡易水
道、下水道の4事業
における導入を目指
す



３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

1

（98972）

1 拡大

●要綱制定後、H30～R4の5箇年間で、延べ34,211㎡94区画の
宅地造成に結びつけ、市外への人口流出を防止するとともに、市外か
らの流入人口の増加を図ることができた。
●居住誘導区域内で行う3,000㎡以上の宅地造成が可能な土地が
限られてきていることから、制度のあり方について検討を行う必要が
ある。

優良宅地造成支援事業

R5予算額(千円) 3,000 R5決算額(千円) - 

2

（92102）

4 維持

●人口減少や車社会により利用者が減少する中でも市内の公共交通
を維持し、市民の移動手段の確保を図った。ＡＩデマンド乗合タクシー
（チョイソコみょうこう）の本格運行に移行すると共に、街なか市街地
の各町内に停留所を増設し、街なかエリアの住民の利便性向上を
図った。
●人口減少や車社会による公共交通機関の利用が減少している中
で、費用対効果や利便性を考慮した新たな公共交通サービスの整備
を進める必要がある。

生活交通確保対策事業

R5予算額(千円) 137,910 R5決算額(千円) 134,900 

3

（103616）

5～7 維持

●DX施策の推進、セキュリティポリシーの改正委託による情報セキュ
リティ体制の維持を図るとともに、自治体情報システムの標準化、共
通化に向け、導入システム仕様の確定、移行計画の策定を行った。オ
ンライン申請システムを県内自治体とともに導入し、オンライン手続
き受付を開始した。第2回となるドローン空撮動画の審査会を開催し
普及啓発を行った。
●オンライン申請システムなどを活用し行政のDX化を進めていく必
要がある。標準化、共通化、ガバメントクラウドに対応したシステム構
築を進めていく必要がある。無人航空機操縦資格取得支援補助金に
ついて、市内講習機関の開設に向け、継続して取り組む必要がある。

スマート自治体推進事業

R5予算額(千円) 41,097 R5決算額(千円) 35,091 

4

（130370）

8 維持

●市道改良工事１路線について、早期発注・早期完了に努め、年度内
に全ての工事を完了することができた。また、８路線の測量、用地買
収等について、年度内に全て完了することができた。
●冬期間や災害時の安全な交通を確保するため、今後も降雪期前の
完了を目指し、早期発注・完了に努めるとともに、引き続き、国の交付
金を活用するなど、財源確保に努める必要がある。

道路新設改良事業
（繰越分を含む）

R5予算額(千円) 159,036 R5決算額(千円) 126,666 

5

（130480）

9 維持

●市道橋289橋の定期点検の結果を踏まえた橋梁長寿命化修繕計
画を策定し、今後の橋梁の修繕計画の見直しを実施した。
●国の交付金など財源確保を図りながら、計画的に維持修繕を進め
るとともに、今後の維持管理を考慮し、通行量が少なく老朽化が著し
い橋梁の集約化や撤去を検討する必要がある。橋梁長寿命化事業

R5予算額(千円) 168,011 R5決算額(千円) 127,457 

6

（130190）

10 維持

●除雪計画に基づき、地域と除雪受託業者、市が連携し、一体となっ
て雪処理に取り組んだ結果、大雪時の影響も比較的少なく、冬期間の
安全・安心な道路交通を確保することができた。
●高齢化や核家族化などにより雪処理に対する地域力の低下や、市
街地周辺での宅地造成等により雪押場や堆雪場の確保が難しくなる
など、年々、除雪条件が厳しいものとなっている。

除雪対策事業

R5予算額(千円) 1,250,116 R5決算額(千円) 1,131,983 

7

（30070）

3 －
（経常経費のため事後評価対象外）

企画費
R5予算額(千円) 34,747 R5決算額(千円) 26,938 

8

（107884）

11 －
（経常経費のため事後評価対象外）

ガス事業清算費
R5予算額(千円) - R5決算額(千円) - 



４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

B

●居住誘導区域内に延べ94区画の宅地造成を誘導したことで、市外への人口流
出の抑制と市外からの人口流入を促進し、区域内の人口密度の低下を緩やかにす
ることができた。
●市営バス・コミュニティバス乗車人数は減少傾向にあるが、ＡＩデマンド乗合タク
シーの本格運行と街なか市街地の停留所を増設したことにより、街なかエリアの移
動手段の充実と利便性の向上を図ることができた。
●人口減少や車社会による公共交通機関の利用が減少している中で、費用対効果
や利便性を考慮した新たな公共交通サービスの整備を進める必要がある。
●県内自治体とともにオンライン申請システムを導入して、オンライン手続き受付
を開始したことで住民の利便性の向上を図った。
●地域、除雪受託業者、市が連携し、一体となって雪処理に取り組んだ結果、冬期
間の安全・安心な道路交通を確保することができた。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅱ

●コンパクトなまちづくりを推進するため、居住誘導区域周辺での魅力的な宅地造
成が進むよう、支援制度のあり方を検討すること。
●鉄道を含めた地域公共交通のあり方を再整理し、持続可能な公共交通の再編を
計画的に進めていくとともに、新技術開発の進展や費用対効果等を考慮しつつ、自
動運転やライドシェアなどの新たなサービスの導入についても検討を行うこと。
●ＡＩデマンド乗合タクシーの実態を踏まえ、効率的な運行方法と適正な運賃に見
直すこと。
●市民がオンライン手続きの利便性を実感できるよう、積極的な周知やデジタル格
差の解消を行うとともに、さらなる行政手続きのオンライン化を進めること。
●雪処理に対する地域の負担軽減や安全確保のため、流雪溝クラウド監視制御シ
ステムなど、高齢化等に対応した対策を進めるとともに、冬期間の安全・安心な道
路交通の確保のため、関係者間の連携強化を図ること。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

（H30） （R5）

指標の
説明

市民意識調査における
回答の割合 ↗ 目標達成率 － 89.8%

5

安全な市民生活の確保
に関する施策の満足度

％

40.3 60 H30アンケートで
「どちらでもない」と
回答した市民54％
のうち20％を「満
足」に押し上げる

実 績 値 － 53.9

実 績 値 120 116 市町村をまたいで
移動することから生
息状況の把握が難
しいため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 54.5% 50.4%

9

イノシシ、ニホンジカの
捕獲数

頭

150 230 鳥獣被害防止計画
においてR2に200
頭の捕獲を目標と
しており、R3以降
は10頭/年増を目
標とする

指標の
説明

イノシシ、ニホンジカの年間捕
獲数

実 績 値

8

管理不全な特定空き家
等の解体・改修数

戸

指標の
説明

解体・改修された特定
空き家等の実数（年
間）

10 6
（H30） （R5）

→ 目標達成率 250.0% 150.0%

4 4

現況値ベースの堅
持を目標とする

19 23
（H30） （R5）

↘ 目標達成率 110.5% 78.3%

7
交通事故発生件数

件

31 18

前年比△3件を目指
す

指標の
説明

人身事故の年間発生
件数

実 績 値

6
刑法犯罪発生件数

件
指標の
説明

刑法犯罪の年間発生
件数

実 績 値

107 114
（H30） （R5）

↘ 目標達成率 126.2% 114.0%

152 130

前年比△5件を目指
す

97.2 86.7
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.2% 88.5%

4
消防団員の充足率

％

94.3 98 自警消防団の消防
団への編入や特別
消防団員を充足す
ることで定員確保を
目指す

指標の
説明

定数に対する団員数の
割合

実 績 値

3

地域（共助）の防災力の
向上

％
指標の
説明

災害対応力診断チェック
表による災害対応力が向
上した組織の割合

実 績 値

37.6 40.9
前年と同じ内容の
訓練を実施している
自主防災組織が47
団体あり、訓練内容
の見直しがなされ
ていないため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 75.2% 68.1%

ー 60 現況値より災害対
応力ポイントが向上
した自主防災組織÷
自主防災組織(126
団体)

2,133 2,849
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 142.2% 158.3%

2

個人・家庭（自助）の防
災力の向上

人

300 1,800

現況値から年300
人増を目標とする

指標の
説明

防災研修会等に参加し
た延べ人数

実 績 値

1

自主防災組織の実践的
防災訓練の実施率

％
指標の
説明

自主防災組織において防
災訓練を実施した割合

実 績 値

50.4 58.3 訓練実施方法等が
継承されておらず、
訓練実施率が低く
なったため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 56.0% 61.4%

76.2 95

全組織での訓練実
施を目標とする

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

関 係 課 総務課、地域共生課、環境生活課、農林課

主要施策
１　防災体制の確立
２　安全な市民生活の確保

R5予算額(千円) 81,856 R5決算額(千円) 67,172 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 １ 快適で安全・安心に暮らせるまちづくり

基本施策 ２ 安全・安心な地域社会づくり【安全・安心】



6

（90440）

9 維持

●国交付金を活用し、くくりわなやわなセンサーなどの新しい猟具や
技術を導入したことにより、効果的な有害鳥獣捕獲に繋がった。
●地域と市（専門員、実施隊）の更なる協力・連携を図るため、地区か
らの情報提供に基づく被害状況の把握や現地確認、迅速な捕獲活動
を実施する必要がある。また、捕獲体制の強化や捕獲技術の向上が
必要である。

鳥獣対策事業

R5予算額(千円) 13,156 R5決算額(千円) 8,660 

5

（90802）

8 －
（経常経費のため事後評価対象外）

空き家等適正管理事業
R5予算額(千円) 2,663 R5決算額(千円) 1,091 

4

（90030）

7 －
（経常経費のため事後評価対象外）

交通安全対策事業
R5予算額(千円) 3,019 R5決算額(千円) 2,624 

3

（80020）

5,6 －
（経常経費のため事後評価対象外）

犯罪のないまちづくり推進事業
R5予算額(千円) 3,462 R5決算額(千円) 2,874 

2

（21130）

4 維持

●消防車両の配備、消火栓の新設・改良を行い消火体制の強化が図
られた。視認性の高い消防団員用雨衣を整備することにより、雨天
時の活動でも消防団員の安全性を確保することができた。
●老朽化している資機材や消防器具置場の更新、団員の安全性を高
めるための装備品の更新、迅速な消火活動を行うための消火栓等の
消防水利の整備を計画的に実施していく必要がある。

消防施設・資機材整備維持管理
事業

R5予算額(千円) 57,031 R5決算額(千円) 50,068 

1

（21070）

1～3 拡大

●避難所を会場とした開設運営訓練を７回実施し、延べ４２５人の自
主防災会の役員や住民が参加した。また、新型コロナウイルス感染症
の影響で自粛していた自主防災組織による防災訓練についても、新
型コロナウイルス感染症前の水準まで戻った。
●災害時マイタイムラインの策定等の支援を行うほか、訓練実施の呼
びかけやより実践的な訓練を実施していく必要がある。また、避難所
を円滑に開設運営するためには、自主防災組織や市防災士会、施設
管理者、市開設担当者の連携が不可欠であり、継続した訓練と顔の
見える関係づくりを構築していく必要がある。

コミュニティ防災組織育成推進
事業

R5予算額(千円) 2,525 R5決算額(千円) 1,856 

３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由



審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅲ

●避難所の円滑な開設運営のために自主防災組織や市防災士会、施設管理者、市
開設担当者が顔の見える関係を構築するとともに、実践的な訓練を継続し、地域
防災力を高めること。
●能登半島地震で見えてきた課題を踏まえ、指定避難所の環境整備など災害への
備えに対応していくこと。
●避難行動要支援者の個別避難計画の作成が進むよう自主防災組織を支援して
いくこと。
●専門員や実施隊員の確保による捕獲体制の強化や捕獲技術の向上を図るとと
もに、迅速な捕獲活動の実施のため地域と市（専門員、実施隊）の更なる連携強化
を図ること。

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●災害を想定したより実践的な訓練として避難所を会場とした開設運営訓練を実
施し、避難、開設、運営の手順を確認し緊急事態へ備えることができた。
●消防車両の配備や消火栓の新設・改良、団員の安全を守る装備品の整備など消
火体制の強化や消防団員の安全性を確保することで、消火活動体制の充実を図っ
た。
●地域と市（専門員、実施隊）の連携のもと、新しい猟具や技術を導入したことで、
効果的な有害鳥獣捕獲につながった。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

※指標７、８は目標達成率がマイナスとなるため、０％と表記しています。

関 係 課 環境生活課

主要施策
１　自然環境の保全と活用
２　地球温暖化対策の推進
３　資源循環のまちづくりの推進

R5予算額(千円) 221,025 R5決算額(千円) 189,977 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ２ 美しい自然と共に生きるまちづくり

基本施策 １ 豊かな生活環境づくり【環境保全】

1
ライチョウの確認数

羽

12 20
過去最大の確認数
に増加させることを
目標とする指標の

説明
頸城山麓に生息するラ
イチョウの確認数

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

実 績 値 27 27
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 150.0% 135.0%

1,276 1,551
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 74.7% 89.9%

1,660 1,725

現況値から5％増加
を目標とする

3

環境サポーターズ登録
者数

人

67 147

20人/年の増加を
目標とする

指標の
説明

環境会議で募集している
環境ボランティア登録者
数

実 績 値

2
国立公園妙高利用者数

千人
指標の
説明

自然公園等利用者調べによる
妙高市域の利用者数

実 績 値 329 361
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 259.1% 245.6%

4,125 4,855
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 93.8% 109.1%

1,460 4,450

毎年約1％増を目標
とする

5

妙高市温室効果ガス排
出量

千t

313 286 第2次妙高市地球温
暖化対策地域推進
計画により、約6千
t/年削減を目標と
する

指標の
説明

妙高市の温室効果ガスの約
98％を占める二酸化炭素の
量(当該年度に把握できる数
値)※3年前年度の実績

実 績 値

4
入域料協力金額

千円
指標の
説明

入域料に協力いただい
た金額

実 績 値 246 299
算定方法が変更となっ
たため。（従前の算定方
法では前年度並み）

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 319.0% 51.8%

28 29
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 280.0% 263.6%

8 11

4件増を目標とする

7

ごみ排出総量

t/年

14,761 13,170 

（家庭系排出予測値
×人口予測値×年間
日数）＋（事業系排
出予測値×年間日
数）指標の

説明
市内から発生する廃棄
物の総量

実 績 値

6

公共施設における再生
可能エネルギー導入件
数 施設
指標の
説明

市内公共施設における導
入件数

実 績 値 14,552 13,205 
コロナ禍を経て人の
流れが戻ったことに
よる事業系廃棄物
の排出が増加した
ため

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 0.0% 0.0%

489 445
生ごみの減量がす
すまないため。

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 0.0% 0.0%

467 418

Ｈ２６年度比40ｇ減
量を目標とする

9

事業系可燃ごみ1日あ
たり排出量

㎏

11,893 11,100 

H26年度比0.4ｔ減
量を目標とする

指標の
説明

事業所から発生した燃え
るごみの1日あたり排出量

実 績 値

8

家庭系可燃ごみ1人1
日あたり排出量

ｇ

指標の
説明

家庭から発生した燃える
ごみの1人1日あたり排出
量

指標の
説明

一般廃棄物の総量の内
資源化された量の割合

実 績 値 10,715 10,265 

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 148.5% 108.1%

実 績 値 32.7 32.7 
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 104.1% 103.5%

10
資源化率

％

30.7 31.6

Ｒ7年度32.0%を
目標とする



３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

1

（97574）

1～4 維持

●環境サポーターズの登録者数の増加や、クラウドファンディングの
寄附金額や入域料の収受額の確保、ライチョウ生育地保護事業や外
来植物の駆除をはじめとする生物多様性の保全などについて計画
どおり実施できた。
●自然環境保全への関心や意識を高めるため、入域料などの寄付者
に対して報告（周知）を行うほか、サポーターズ活動の充実を図る必
要である。

生命地域妙高環境会議事業

R5予算額(千円) 13,737 R5決算額(千円) 13,103 

2

（97248）

5 拡大

●脱炭素の意識付けやゼロカーボンの推進を図るため、補助制度を
創設した。また、市内全小学生を対象に森林学習など環境学習の場
を提供し、自然環境保護に向けた意識啓発を図ることができた。
●市民や事業者への周知方法の多様化など実践につながる工夫や
補助金を活用した増加対策が必要である。また、環境学習について、
小学校低学年から大人まで幅広く活用できるよう提供メニューの充
実を図る必要がある。

２０５０ゼロカーボン推進事業

R5予算額(千円) 19,814 R5決算額(千円) 1,923 

3

（90510）

７～10 拡大

●ごみの減量と資源化を促進するために、一般廃棄物処理手数料の
改定を行い、令和５年からの指定ごみ袋の変更、可燃ごみの収集回
数の統一を行った。
●ごみ減量と資源化の促進のため、可燃ごみ一人１日当たりの排出
量の削減と資源化率の拡大を図る必要がある。ごみ減量・リサイクル推進事業

R5予算額(千円) 142,366 R5決算額(千円) 135,020 

4

（100537）

1～10 拡大

●地域・事業所・学校などでの出前講座等を開催したほか、未来都市
妙高フェスタ、各種イベント、出前講座、ウェビナー等を通じて、市民
への普及啓発と行動変容につなげることができた。また、SDGs未
来都市として、芝浦工業大学との連携協定の締結につなげることが
できた。
●SDGsに対する基本的な考え方の周知浸透のほか、ごみ減量・リ
サイクル等の推進につながる啓発等により、市民の意識変革につな
がっているところであるが、さらなる市民への浸透と行動変容を促
す取組を進めていく必要がある。

総合計画・ＳＤＧｓ推進事業

R5予算額(千円) 10,014 R5決算額(千円) 8,026 

5

（106074）

1～4 －
（経常経費のため事後評価対象外）

妙高高原ビジターセンター管理
運営事業 R5予算額(千円) 35,094 R5決算額(千円) 31,905 



４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●環境サポーターズ登録者数の増加及び入域料やクラウドファンディングによる
環境保全活動資金の確保により、多様な関係者による生物多様性保全活動が計画
的に進んでいる。
●脱炭素の意識付けやゼロカーボンの推進を図るため、新たな補助制度を創設す
ることで、再エネの促進に努めた。
●一般廃棄物処理手数料の改定や可燃ごみ収集回数の統一などを行ったが、可
燃ごみ一人１日当たり排出量の目標に達していないため、ごみ減量と資源化の取
り組み強化が必要である。
●ＳＤＧｓに対する基本的な考え方の周知浸透を図るため、未来都市妙高フェスタ
や出前講座、ウェビナー等を実施した。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅰ

●国立公園の保全と活用に向け、人材育成や財源確保に努めるとともに、入域料
などの寄付者に対して取組を発信し、関係性の維持・拡大を図ること。
●脱炭素型地域の実現に向け、市民や事業者に脱炭素の具体的な取組方法やそ
の効果、支援策を効果的に周知し、市民の主体的な行動を促すとともに、「ゼロ
カーボンチャレンジ事業所」の増加に繋げていくこと。
●ごみ減量と資源化の促進のため、ＨＰやＳＮＳ、地域説明会など市民の意識・行動
変容の普及啓発を強化すること。
●市民、事業所、市の連携・協働によるＳＤＧｓの推進と実践の輪の拡大を図って
いくため、引き続き普及啓発に努めること。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

関 係 課 観光商工課

主要施策
１　観光地域づくりの実践
２　国際観光都市としての基盤整備

R5予算額(千円) 327,673 R5決算額(千円) 207,169 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ３ にぎわいと交流を生みだすまちづくり

基本施策 １ 世界に誇れる観光地域づくり【交流促進】

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

18,038 17,310
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 136.5% 127.2%

11,643 13,607

現況値から20％増
を目標とする

2
観光入込客数

万人

578 596

現況値から4％の増
を目標とする

指標の
説明

年間観光入込客数

実 績 値

1
観光売上額

百万円

指標の
説明

年間観光消費額

実 績 値 463 511
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 78.2% 85.7%

2 2 新型コロナウイルス
感染症の影響によ
り、人員の確保が難
しかったため

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 66.7% 66.7%

1 3
総合、マーケティン
グ、旅行商品のそれ
ぞれのコーディネー
ター数を目標とする

4
域内循環額

百万円

1,979 2,800 

現況値から50％の
増を目標とする

指標の
説明

観光産業による域内循
環額

実 績 値

3

観光コーディネーター
数

人
指標の
説明

観光コーディネーター
数

実 績 値 3,066 2,943 
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 117.9% 105.1%

2,695 125,682 

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 4.0% 179.5%

59,721 70,000 

現況値から20％の
増を目標とする

6
二次交通路線数

路線

10 13

新たに3路線の運行
を目標とする

指標の
説明

妙高への来訪や市内を周
遊する二次交通路線数

実 績 値

5
外国人観光宿泊客数

人
指標の
説明

外国人観光客の年間延
べ宿泊数

実 績 値 8 8 コロナ禍による乗車
人数の減少により路
線数が回復していな
いもの

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 61.5% 61.5%

188,623 331,076 

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 102.0% 173.3%

165,130 191,000 

現況値から20％の
増を目標とする

8
観光施設整備数

個所

ー 5

5箇所増を目標とす
る

指標の
説明

計画期間内に整備した
施設の数

実 績 値

7

主要な観光施設の利用
者数

人
指標の
説明

国立公園施設年間施設利用者
数（苗名滝、高谷池ヒュッテ、妙
高高原ビジターセンター）

実 績 値 4 4
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 80.0%



３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

1

（100584）

1～5 維持

●物価高騰や新型コロナウイルス感染症拡大により、落ち込んだ観光
需要の回復の動きを確実に取り込むため、市内での宿泊や買い物な
どで利用できる地域クーポン券を発行する観光誘客キャンペーン事
業を実施し、地域経済の活性化を図ることができた。
●妙高ツーリズムマネジメントの組織体制強化や観光客のニーズを
捉えたサービスの企画開発、マーケティングデータに基づいた誘客促
進、妙高ならでは魅力発信など、地域で稼ぐ仕組みを作る活動が必
要である。

観光地域づくり団体支援事業

R5予算額(千円) 31,173 R5決算額(千円) 28,577 

2

（180330）

7，8 維持

●高谷池ヒュッテのトイレや手洗いなどに雨水を活用する工事が完
了したことから、水源の維持や保護をはじめ、水不足を一部補完する
ことができた。
●高谷池の水源の維持や保護に努めていく必要がある。また、いもり
池修繕工事においては、観光客が集中する時期などを考慮した工事
を実施していく必要がある。

観光施設整備事業
（繰越分を含む）

R5予算額(千円) 24,760 R5決算額(千円) 8,922 

3

（100587）

1,2,5,6 維持

●市内スキー場にＩＣゲートシステムを導入し、MYOKOスノーリゾー
トの形成に向け基盤を整備した。また、クアオルト健康ウォーキングを
実施するクアの道として、市内2か所のコースを認定し、案内看板や
コースマップを整備するとともに、専門ガイド４名を育成することが
できた。
●MYOKOスノーリゾートの誘客促進やクアオルトウォーキングの普
及と関係・交流人口の拡大を図る必要がある。

観光誘客推進事業

R5予算額(千円) 271,740 R5決算額(千円) 169,669 

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●市内で利用できる地域クーポン券の発行や観光DXを推進することで、地域経
済の活性化を図ることができた。
●高谷池ヒュッテのトイレや手洗いなどに雨水を活用する工事が完了したことか
ら、水源の維持や保護をはじめ、施設利用者の利便性向上が図られた。
●インバウンド需要や健康意識の高い企業を確実に取り込むため、MYOKOス
ノーリゾートの形成に向けた市内スキー場にＩＣゲートシステムを導入やクアオルト
健康ウォーキングを実施するクアの道を市内2か所認定を受けるなどの整備を進
めることが出来た。
●観光需要の回復やインバウンド効果の高まりにより観光売上額等が増加してい
る。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅱ

●妙高ツーリズムマネジメントの組織体制強化のため、観光戦略の企画立案など、
実際に事業を推進できる人材の確保や育成を図るとともに、専門知識を持って組
織をマネジメントできる人材を確保し、多様な関係者が連携して地域で稼ぐ仕組み
を早急につくること。
●いもり池遊歩道修繕工事は、観光客が安心・安全に利用できるよう、観光客が集
中する時期などを考慮した工事を実施すること。
●MYOKOスノーリゾートとしてエリア全体の顧客情報を取得・活用し、市内スキー
場共通リフト券を造成することによる利便性の向上、域内周遊を図るとともに、ス
キー場間等を移動する二次交通の環境を整備すること。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

－ 9.6
魅力のある働きの場が
少ないため

（H30） （R5）

指標の
説明

市民意識調査における
回答の割合 ↗ 目標達成率 － 52.7%

関 係 課 観光商工課、農林課、企画政策課

主要施策
１　商工業の振興と中心市街地の賑わいの創出
２　安定して働きやすい雇用の創出
３　持続可能な農業の振興

R5予算額(千円) 39,909,225 R5決算額(千円) 33,657,867 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）
１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ３ にぎわいと交流を生みだすまちづくり

基本施策 ２ 活力ある地域経済づくり【産業振興】

1
市内事業所数

事業所

957 873
予測される減少の
抑制を目標とする
（△12％→△10％）指標の

説明
市内の事業所数（予想
される減少を抑制）

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

実 績 値 960 958
（H30） （R5）

↘ 目標達成率 108.2% 109.7%

47 48
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 82.5% 77.4%

42 62

年間5件の増を目標
とする

3

賑わいづくりのイベン
ト・朝市入込数

人

169,459 176,400 

毎年約1％（1,600
人）の増を目標とす
る指標の

説明

商工会議所・各商工会等が
主体となるイベントと朝市
の入込数

実 績 値

2

企業の立地・業務拡張
等数

件
指標の
説明

企業振興奨励条例等に基
づく固定資産税免除・賃借
料補助金指定件数（平成
27年度からの累計）

実 績 値 130,200 157,300 

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 74.5% 89.2%

147 147
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 156.4% 147.0%

75 100

年間6人の増を目標
とする

5
地元就職率

％

73.9 80

80％以上を目標と
する

指標の
説明

就職した高校生のうち妙
高市、上越市の事業所に就
職した割合

実 績 値

4
企業の雇用創出数

人
指標の
説明

企業振興奨励条例等にお
ける新規雇用創出数（平成
27年度からの累計）

実 績 値 83.8 78.8
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 104.8% 98.5%

45 47
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 132.4% 127.0%

25 37

年間3件の増を目標
とする

8

コーディネート組織を通じた
市内企業と都市部のビジネ
スマッチング件数 件

0 18

計画期間内に20件
を目標とする

指標の
説明

コーディネート組織を通じ
たビジネスマッチングの件
数

実 績 値

6
市内での新規起業数

件
指標の
説明

市の補助制度を活用し、新たに
起業した事業所の数（平成27
年度からの累計）

実 績 値

7

雇用・労働環境の充実
の満足度

％

5.4 18.2
市民意識調査の満
足度の平均値以上
を目標とする

実 績 値

12 13
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 80.0% 72.2%

9
主食用米の作付面積

ha

1,591 1,570 R2年以降は全国的
な需要の減少を勘
案して、面積増加の
抑制（維持）を目標
とする

指標の
説明

水田フル活用ビジョンにお
ける主食用米の作付面積

指標の
説明

農地所有適格法人に占め
る経営耕地面積が20ha
以上の法人の割合

実 績 値 1,527 1,526
（H30） （R5）

↘ 目標達成率 304.8% 309.5%

実 績 値 62.5 62.5
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 111.6% 107.8%

10

経営耕地面積が20ｈａ
以上の法人の割合

％

52.9 58 法人の新設、統合等
により20ha以上の
法人数を9、全数を
15と想定し目標値
を設定し、経過値は
規模拡大傾向を表
すものとする



３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

1

（94195）

1,3 拡大

●事業所の規模や業種、成長段階にあわせた「がんばる企業応援補助
金」等により、販路開拓や海外需要の取り込みなど中小企業の新たな
取組を支援した。
●地域経済の活性化に向け、商工業者の経営基盤の強化や魅力向上
支援のほか、地域内消費の促進・喚起につながる取組を継続が必要
である。

地域経済活性化支援事業
（繰越分を含む）

R5予算額(千円) 135,150 R5決算額(千円) 125,553 

2

（120935）

２,4,6 拡大

●企業振興奨励条例に基づく課税免除17件、中小企業向けの支援策
である夢をかなえる企業応援補助金22件の利用があり、新規創業と
空き店舗の有効活用等に繋がった。
●企業誘致や既存企業の業務拡張を促進するために必要な優遇措置
を講じ、産業振興や雇用機会の拡充を図る必要がある。企業立地促進事業

R5予算額(千円) 85,722 R5決算額(千円) 28,285 

3

（120240）

5,7 拡大

●地域人材育成支援助成金の拡充により、限度額引き上げ対象資格
の取得が図られ、事業所からの申請も一定数あった。新井高校との連
携により、例年のジョブ・ウォッチングに加えて、地元企業による生徒
向け講演会も実施することができた。
●進学後のU・Iターンに結び付ける働きかけや市内における労働力
不足を解消するため支援策の検討が必要。

就労支援事業

R5予算額(千円) 1,469 R5決算額(千円) 960 

4

（102545）

8 維持

●企業とのつながりができたことで継続的な取り組みの機会となっ
たことや企業向けのニーズや課題の把握ができたことで、より企業が
求めるプログラムにブラッシュアップするきっかけとなった。補助金
を活用した民間事業者が、首都圏企業２社のサテライトオフィスを
ロッテアライリゾート内に誘致した。
●地域と参加者（外部人材）のつながりを深めるまでには至っておら
ず、継続的な来訪による関係人口化には至っていない。テレワークは
普及したものの、企業側のワーケーションに対する課題（労務管理、経
費計上等）を克服する必要がある。

関係人口創出・拡大事業

R5予算額(千円) 39,587,000 R5決算額(千円) 33,421,405 

5

（110030）

9 維持

●全国的に米の消費量が減少する中、妙高市農業再生協議会を主体
として、需要に応じた米生産に向けた取組みを進めた結果、令和５年
産の主食用米作付面積は、前年から1ha減少し1,526haとなった。
●水田活用の交付金の減少が見込まれることから、従来の非主食用
米に加え、生産物収入が見込める園芸作物等への転換を農業者が検
討できるよう、引き続き米の需給情報や交付金等について、情報提
供する必要がある。

水田農業経営安定対策事業

R5予算額(千円) 82,562 R5決算額(千円) 71,069 

6

（110050）

10 維持

●農業次世代人材投資事業の経営開始資金により、新規就農者へ資
金面の支援を実施した。また、新たに農業を始める2名の青年等就農
計画を認定した。
●高齢により担い手が減少傾向にあることから、新たな担い手の確
保に努める必要がある。担い手確保支援事業

R5予算額(千円) 8,940 R5決算額(千円) 3,786 

7

（91581）

－ 維持

●加工用ブドウの栽培について、約5.6tの収量を確保でき、出荷し
たブドウを活用し2,400本のワインを醸造することができた。
●加工用ブドウの品質向上と収量確保のため、栽培技術の向上が必
要である。六次産業化推進事業

R5予算額(千円) 8,382 R5決算額(千円) 6,809 



４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●中小企業の新しい取組や新規創業など事業所の規模や業種、成長段階に合わせ
た支援をしたことにより、市内事業所数が目標値より高い件数となっており、一定
の成果を上げている。
●例年のジョブ・ウォッチングに加えて、地元企業による生徒向け講演会も実施す
ることで、高校卒業後、就職を選択する生徒が減少していく中でも地元への就職を
考えるきっかけを提供できた。
●ワーケーションプログラムの効果検証を継続的に実施してきたことで企業が求め
るプログに近づいたことや首都圏企業が2社サテライトオフィスを誘致したことで、
関係人口創出・拡大の一定の成果が得られた。
●非主食用米への作付転換を行う取組を支援をしたことで、主食用米作付面積を
前年から1ha減らし、1,526haになった。
●約5.6の加工用ブドウの収量を確保し、出荷したブドウを活用して2,400本のワ
インを醸造することができた、今後も収穫量が増加する見込みであることから、地
域のこし協力隊を1名雇用し、持続可能な体制づくりを行った。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅰ

●商工業者の経営基盤の強化や企業誘致など魅力向上支援のほか、必要な優遇措
置を講じることで地域産業の振興や雇用機会の拡充を図ること。
●短時間勤務等業務の掘り起こしや新たに構築する求人・求職ポータルサイトの紹
介を行うなど、労働力確保に向けた市内事業所への支援をすること。
●首都圏の官民共創施設を活用して、外部人材とつながりを深める機会を増やし、
継続的な関係人口化を図ること。
●水田活用の交付金の減少が見込まれることから、従来の非主食用米に加え、生
産物収入が見込める園芸作物等への転換を検討できるよう、米の需給情報や交付
金等など、農業者が経営判断できる情報提供に努めること。
●加工用ブドウの品質向上と収量確保のため、引き続き栽培技術の向上と生産拡
大を図ること。また、ワイナリー整備に向け、醸造家の確保や整備箇所の選定等の
準備を進めること。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

※指標3は目標達成率がマイナスとなるため、０％と表記しています。

実 績 値 7 7
（H30） （R5）

→ 目標達成率 100.0% 100.0%

9

救急医療を担う病院の数(第二
次救急医療体制)

病院

7 7 医師の負担増大を
防ぎ、安定して体制
継続させるため現
状維持を目標とす
る

指標の
説明

妙高市・上越市において救
急医療を輪番制で担う病院
の数

実 績 値 14 16
（H30） （R5）

→ 目標達成率 107.7% 123.1%

8

市内病院の診療科目数

科目

13 13

現況値以上を目標
とする

指標の
説明

けいなん総合病院・県立妙高病
院で開設されている外来診療
科目とリハビリテーション科の
合計

実 績 値

7

市内病院の常勤医師数

人
指標の
説明

安定した診療体制維持のため
のけいなん総合病院及び県立
妙高病院における常勤医師数
（研修医除く）

12 12
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 75.0% 75.0%

15 16

過去5年間の増減数
をもとに目標値を
設定

2 2
（H30） （R5）

→ 目標達成率 100.0% 100.0%

6
市内病院数

病院

2 2

現状を維持すること
を目標とする

指標の
説明

市内における病院数（けい
なん総合病院、県立妙高
病院）

実 績 値

5
特定保健指導実施率

％

指標の
説明

特定保健指導該当者のう
ち保健指導終了者の割合

実 績 値

50.8 56.0
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 79.4% 86.2%

61.4 65
H29年度以前に国
の目標値である
60%を達成してい
る実績があることか
ら、年1ポイント程度
の伸びを目標とす
る

56.3 57.4
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 93.8% 95.7%

4
特定健診受診率

％

58.3 60

国の市町村国保の
目標値に準ずる

指標の
説明

国保加入者のうち特定健
診を受診した者の割合

実 績 値

3

肥満者の割合(20～
69歳の男性)

％
指標の
説明

国保特定健診及び市民健診を
受診した20～69歳の男性の
うちBMI25以上の者の割合

実 績 値

31.7 29.6
（H30） （R5）

→ 目標達成率 0.0% 104.7%

31 31

現況値よりも差を
減少させる

44.9 44
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 86.3% 80.0%

2

生活習慣病予防のための運動習
慣の定着率(65歳以上の男性)

％

43.3 55

年平均3％増を目指
す

指標の
説明

国保特定健診及び市民健診を
受診した65歳以上の男性のう
ち、1日30分以上の運動を週
2回以上実施し1年以上持続し
ている人の割合

実 績 値

1

健康寿命と平均寿命の
差

歳
指標の
説明

市民の健康寿命(Ａ)と
平均寿命(Ｂ)の差

実 績 値

男性1.０歳
女性3.4歳

男性1.5歳
女性3.1歳

【参考】
〇男性(A)79.3歳
　　　　 (B)81.1歳
〇女性(A)84.1歳
　　　　 (B)87.8歳

（H30） （R5）

→ 目標達成率 100.0% 100.0%

男性1.8歳
女性3.7歳

男性1.8歳
女性3.7歳

現況値よりも差を
減少させる

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

関 係 課 健康保険課

主要施策
１　健康づくりの推進
２　地域医療体制の確保

R5予算額(千円) 377,194 R5決算額(千円) 352,508 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）
１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ４ 全ての人が元気に活躍できるまちづくり

基本施策 １ 市民主体の健康づくり【健康・医療】



5

（71930）

ー ー
（経常経費のため事後評価対象外）

感染症予防対策事業
R5予算額(千円) 94,651 R5決算額(千円) 81,049 

4

（71730）

ー ー
（経常経費のため事後評価対象外）

歯科保健対策事業
R5予算額(千円) 2,528 R5決算額(千円) 2,296 

3

（71770）

6,7,8,9 維持

●労災病院閉院に伴う周辺病院への機能移行の議論について具体
的な方向性が決定した。県立妙高病院における冬季休日整形外科外
来の開設に向け、市が冬季の観光振興を含む地域医療の確保策とし
て運営支援の体制を整えた。
●妙高病院の医療提供体制の適正な維持に向けて、要望活動を展開
していく必要がある。また、救急告示病院に運営支援を行うことで安
定的な救急医療体制を確保しているが、R7年度中の労災病院閉院
に伴う対応が必要となる。

地域医療体制確保事業

R5予算額(千円) 202,703 R5決算額(千円) 202,473 

2

（71850）

4,5 維持

●死亡率の高い大腸がんの受診勧奨の取組により受診率が向上し、
コロナ禍前を上回った。また、継続した保健指導により、Ⅱ度高血圧
以上の割合はH30年度5.4%からR4年度3.0%と減少傾向にあ
る。
●マンパワー不足により、人間ドック受診者及び診療情報提供者へ
の保健指導が十分に行えない状況となっている。それにより、介護
保険の２号被保険者や人工透析導入者が発生していることから、保
健指導の優先順位を見直し、重症化予防を徹底する必要がある。

生活習慣病予防健診・重症化予
防事業

R5予算額(千円) 71,267 R5決算額(千円) 61,371 

1

（91415）

１,2,3 維持

●食生活改善推進委員の育成を計画通り実施し、会員自身が必要な
知識を習得することができた。また、新型コロナウイルス感染症が5
類へ移行したことに伴い、地域活動を拡大することができた。
●健康づくり推進協議会等で意見を聴取し、健康課題改善に向けた
次期プランを策定することができた。
●ウォーキングの推進に向け、ICTを活用したイベントを企画し情報
発信を行ったが、参加者は非常に少ない状況であり、重点とする対
象者と施策の内容、働きかける方法等について検討する必要があ
る。

体と心の健康づくり事業

R5予算額(千円) 6,045 R5決算額(千円) 5,319 

３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由



審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅱ

●運動習慣の定着に向けては民間企業と連携し、市民と行政双方が目的を明確に
し達成感をもてる施策を検討すること。
●データヘルス計画にそって優先順位をつけた保健指導を実施するとともに、積
極的な受診勧奨を行うこと。
●地域医療を維持するため、引き続き医師確保の取組を進めること。また、妙高
病院の存続に関しては、県構想に関する地域住民の理解促進に努めるとともに、
住民ニーズ等を把握し、関係者等と協議すること。

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●地域の人材不足を踏まえ、食生活改善推進委員の育成や、健康づくりリーダー
の実態把握を行った結果、市民の健康意識を高める施策の方向性を検討すること
ができ、運動習慣の定着に向けては民間企業の伴走型支援の導入につなげること
ができた。また、健康づくり推進協議会を開催し、意見を聴取することで、次期プ
ランの策定が完了した。
●死亡率の高い大腸がんの検診受診率はコロナ禍前を上回り、精密検査について
は訪問による受診勧奨に切り替え重要性を伝えることができた。また、継続的な
保健指導により、Ⅱ度高血圧以上の割合はH30年度の5.4％からR4年度3.0％
と減少傾向となっている。
●短期の課題である上越地域の主要病院閉院に伴う周辺病院への機能移行につ
いて具体的な方向性が決定した。また、妙高病院での冬季休日の整形外科外来の
継続的な開設支援の実施を行うこととなった。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

実 績 値 34.6 29.4 相談者の希望に沿
う就労先を見つける
ことが難しいため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 51.6% 39.7%

10

支援プラン作成件数に
対する就労者数の割合

％

50 74
前年度比2名程度増
を目標とする（就労
者数）指標の

説明

生活困窮者等自立支援事業に
おける支援プラン作成件数に
対する就労者数の割合

実 績 値 0 0
就労自体が厳しく、
就労したとしても廃
止に至る収入を得
ることは難しいた
め。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 0.0% 0.0%

9

就労支援による保護廃
止件数

件

1 3

現況値よりも1～2
件増を目標とする

指標の
説明

就労支援による就労を
きっかけとした保護廃止
件数

実 績 値

8

就労支援による被保護
者の就労者数の割合

％
指標の
説明

支援対象者に対する就労
者数の割合（年度末現在）

38.9 24
就労経験が少ない
ことや希望に合わな
いなどのことから長
続きしないケースが
多いため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 54.0% 31.6%

56 76
就労者を前年度比1
名増とすることを目
標とする

15,940 18,539
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 88.2% 100.0%

7

市内就労支援施設利用
者の工賃月額

円

16,245 18,540

年間約460円増を
目標とする
※新潟県工賃向上
計画に示す目標値指標の

説明
就労継続支援B型利用
者の作業工賃月額平均

実 績 値

6
手話奉仕員の人数

人
指標の
説明

妙高市手話奉仕員認定
者数

実 績 値

4 4
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 100.0%

3 4

現況値から2人増を
目標とする

23.2 24
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 92.8% 96.0%

5

障がい者のサービス利
用割合

％

21.5 25 手帳保持者数は人口ビ
ジョンの将来推定人口を
基に1,805に設定
サービス等利用計画作成
件数は障がい福祉計画に
定めた目標値472を上回
る480に設定

指標の
説明

手帳保持者のうちサービ
ス等利用計画を作成した
人数の割合

実 績 値

4

生活支援ボランティア
の登録支援者数

人
指標の
説明

社会福祉協議会において
生活支援サービスを提供
する有償ボランティア数

実 績 値

70 71
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 94.7%

55 75

毎年5人ずつの増加
を目指す

22 21 コロナ流行による茶
の間の自粛及び参
加者が高齢化してい
るため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 61.1% 56.8%

3
地域の茶の間実施数

地区

32 37

毎年度1地区ずつの
増加を目指す

指標の
説明

月2回以上開催している
地域の茶の間の実施箇所
数

実 績 値

2

訪問型サービス・通所型サー
ビス利用者の改善・維持率

％
指標の
説明

訪問型サービス・通所型サービ
ス利用者のうち状態が改善・維
持している人の割合

実 績 値

↗ 目標達成率 112.1% 113.1%

93.2 95.5
（H30） （R5）

→ 目標達成率 95.6% 97.9%

97.5 97.5

現況値以上を目標
とする

1
要介護認定率

％

20.1 21.6
R7年度22.8％の
将来推計であるた
め、これを下回るこ
とを目指す指標の

説明

65歳以上人口における要
介護認定者数の割合（予
測される増加を抑制）

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

実 績 値 19.5 19.1
（H30） （R5）

関 係 課 福祉介護課

主要施策
１　介護予防・高齢者福祉の充実
２　障がい者福祉の充実
３　生活困窮者等の自立支援

R5予算額(千円) 183,177 R5決算額(千円) 154,046 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）
１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ４ 全ての人が元気に活躍できるまちづくり

基本施策 ２ 全てを支える地域福祉づくり【福祉介護】



6

（93801）

8，9,10 維持

●新規で２0人の相談を受け付けたほか、必要な方には支援プランの
作成を行った。生活保護受給者における就労支援対象者18人のう
ち、6人が就労につながった。
●生活困窮者、生活保護受給者は複合的な問題を抱えており、働くこ
とに慣れていないことが多いため、個々の状況に応じた就労支援が
必要である。

生活困窮者自立支援事業

R5予算額(千円) 6,612 R5決算額(千円) 6,286 

5

（71060）

6,7 維持

●手話奉仕員養成講座を実施し、手話言語への理解と普及に取り組
んだ。また、障がい者就労事業所等の受注機会の拡大や、ハローワー
クなどの関係機関と連携し、一般企業等への就労・雇用への促進を図
るなど、多様な形態の就労の場の確保に努めた。
●聴覚障がい者の日常生活や社会生活を営むうえで、手話により安
心して意思の疎通が図られるよう手話奉仕員の継続的な確保と育成
と、障がいへの理解の推進を図る必要がある。

障がい者日常生活支援事業

R5予算額(千円) 17,431 R5決算額(千円) 13,970 

4

（71062）

5 維持

●障がい者の相談体制整備や新規の障がい者手帳取得者に対する
支援を行った。また、地域活動支援センターにおいて、自立活動や創
作活動等の機会を提供し、障がい者の自立促進と居場所づくりに努
めた。
●「こころのままのアート展」を開催し、作品の展示だけでなく、新井
高校社会科クラブと連携した取組を実施する中で、障がい者への理
解促進が図られた。
●障がいが多様化してきており、継続して関わりを持ち続ける必要
のあるケースが増えている。障がい者本人だけでなく、その家族自体
に課題があり、支援が必要である。

障がい者相談支援事業

R5予算額(千円) 16,206 R5決算額(千円) 16,133 

3

（70090）

4 維持

●高齢者や障がい者への見守り支援、災害ボランティアの研修、生活
支援ボランティアや相談支援等、社会福祉協議会への助成を通じ、地
域福祉の向上に繋げることができた。
●定年後の働き方の変化、趣味活動の充実等高齢者の生活様式や考
え方が多様化しており、見守り支援の新規利用者やボランティア支援
者の確保について検討していく必要がある。

社会福祉協議会助成事業

R5予算額(千円) 40,922 R5決算額(千円) 32,607 

2

（96483）

1,3 維持

●虚弱高齢者や閉じこもり高齢者、栄養該当者を訪問するほか、前年
度までの対象者で継続支援が必要な高齢者も訪問し、個々の生活状
況や身体状況を把握しながら、教室勧奨につなげることができた。ま
た、介護予防サポーターの養成育成研修を実施し、地域で介護予防
普及啓発活動を行うための知識や技術の向上に努めるほか、サポー
ター座談会を行い、サポーター間の横のつながりを強化することがで
きた。
●地域の茶の間が行きたいと思える通いの場になっておらず、介護
予防活動の選択肢が限定されている。

一般介護予防事業

R5予算額(千円) 7,146 R5決算額(千円) 6,303 

1

（96480）

1,2 維持

●一般介護予防事業の介護予防把握事業・郵送調査により虚弱高齢
者の洗い出しを行い、対象者には筋力向上を目的とした短期集中型
通所サービスの実利用者は238名とほぼ目標値を達成できた。ま
た、第1号被保険者の介護認定率も令和5年12月末で19.1と目標値
を達成することができ、介護予防につなげることができた。
●社会構造の変化に伴い生活習慣や価値観が多様化する中、社会参
加を含む高齢者の身体活動の活性化を図るとともに、従来の介護保
険制度にとらわれず、状態に合わせた多様なサービスが利用できる
ようにしていく必要がある。

介護予防・生活支援サービス事
業

R5予算額(千円) 94,860 R5決算額(千円) 78,747 

３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由



審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅲ

●地域特性を踏まえつつ、地域団体や企業、行政など多様な主体が連携し、高齢者
を支える体制を整備すること。
●介護における人材不足が懸念されていることから、外国人材を含め、各事業所
が行う人材確保に向けた取組を支援すること。
●元気高齢者を増やすため、生きがいがもてるような社会参加の場づくりの検討
をおこなうこと。
●障がい者本人のみではなく、その家族に対しても多様な関わりをもち関係機関
と連携した支援をしていくこと。
●生活困窮者の個々の状況に応じた支援プランを作成し、寄り添った支援を継続
していくこと。また、ひきこもりの把握に努め、民間団体と連携した支援を継続して
いくこと。

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●虚弱高齢者の洗い出しを行い、短期集中型通所サービスの利用促進することで
筋力向上を行うことができた。また、介護予防サポーターの養成育成研修を実施
し、サポーター間の横のつながりを強化することができた。
●地域活動支援センターにおいて、障がい者の自立活動や創作活動等の機会を提
供し、障がい者の自立促進と居場所づくりに努めるとともに、新井高校社会科クラ
ブと連携した取組を行うことで障がいへの理解促進が図られた。
●妙高市手話言語条例に基づき手話奉仕員養成講座を実施し、手話言語への理解
と普及に取り組んだ。
●必要な方へはプランを作成することで、生活保護受給者における就労支援対象
者18人のうち、6人が就労につながった。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 105.4% 113.7%

7

移住・定住を目的とし
た空き家等の活用数

件

116 270

毎年30件の空き家
活用を目標とする

指標の
説明

空き家登録制度に登録された
空き家が利用（売却）された件
数（H21年度からの累計）

実 績 値 253 307

実 績 値

6

移住支援窓口を通じた
移住者数

人
指標の
説明

住宅取得等の支援により
移住した人数（H26年度
からの累計）

959 1118
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 110.2% 114.1%

437 980

毎年110人の移住
を目標とする

25 24
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 96.2% 85.7%

5

市内で活動する市民活
動団体の数

法人

23 28
認可された組織化
を目指し、継続的な
活動につなげる指標の

説明
市内で活動するNPO
法人数

実 績 値

4

地域づくりコーディ
ネーターの数

人

指標の
説明

地域活動のリーダーであ
るコーディネーターの数

実 績 値

7 7 地域づくりのリー
ダーとなる人材育成
には養成期間が必
要であるため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 46.7% 35.0%

3 20
53の地域づくり協
議会の半数以上に
リーダーがいる状態
を目指す

1 1

アンケート調査は、
地域の将来を考え
るきかっかけであ
り、結果を踏まえ
て、将来の地域づく
りの方向性を共有す
る必要があるが、ビ
ジョン策定までは
至っていないため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 10.0% 8.3%

3

課題解決のための将来ビ
ジョンを策定した地区数

地区

1 12

毎年2地区の増を目
標とする

指標の
説明

課題解決に向け、今後の
方向性を明確にした地区
数

実 績 値

2

全住民アンケート等、地域の課
題把握を行った地区数

地区

指標の
説明

地域課題を把握するた
めに活動した地区数

実 績 値

↗ 目標達成率 40.0% 33.3%

7 7

アンケート調査を周
知しているが、地域
で実施しようとする
機運は、まだ高まっ
てきていないため
実施に至っていない
ため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 70.0% 58.3%

3 12

毎年2地区の増を目
標とする

1

地域運営組織の設立・
運営数

組織

4 12

毎年2組織の設立を
目標とする

指標の
説明

地域住民が中心となって
地域の課題解決に向けた
取組を始めた組織数

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

実 績 値 4 4
地域づくりの専門家
などを入れながら
組織化を進めてい
るが、地域が主体と
なった組織化には時
間を要すため。

（H30） （R5）

関 係 課 地域共生課

主要施策
１　地域コミュニティの維持・再生
２　移住・定住による地域の維持

R5予算額(千円) 174,641 R5決算額(千円) 137,892 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ４ 全ての人が元気に活躍できるまちづくり

基本施策 ３ 住民主体の地域づくり【地域づくり】



5

（50406）

7 維持

●市公式のＨＰやＳＮＳのほか、移住専門HPを活用し、情報発信の強
化を図ったことにより、利用者登録、成約数が増加傾向である。
●外国人による空き家バンクなどへの問い合わせについては、翻訳
アプリや外国人支援協力員を活用し対応してきたが、英語が話せる
職員の配置が必要となっている。妙高ふるさと暮らし応援事業

R5予算額(千円) 14,160 R5決算額(千円) 8,963 

4

（94044・96210）

6 維持

●住宅取得支援の転入者加算を県外から市外に拡大と中古住宅の
取得補助を増額したころにより、転入件数が前年度より増加した。
●UIターン促進住宅支援事業が定着してきたことにより、申請件数
が２０件を超えた。
●制度における市の負担が大きいことや転出するケースもあること
から対応を検討する必要がある。

家族と環境にやさしい住宅取得
等支援事業
ＵＩターン促進住宅支援事業

R5予算額(千円) 113,224 R5決算額(千円) 86,889 

3

（11029）

－ 維持

●組合の設立及び運営支援を行うことで、市内の中小企業（組合員
事業所）の人材不足の解消につながるととともに、安定的な雇用環境
の確保により、都市部等に住む若い世代の移住定住に結びついてい
る。
●健全な組合運営を行う上で、市補助金以外の自主財源の確保が必
要である。

特定地域づくり事業協同組合支
援事業

R5予算額(千円) 9,231 R5決算額(千円) 8,023 

2

（108210）

－ 維持

●市内全域３１か所の初期診断調査を行い、可能性の高い２か所(青
田、菅沼)の絞込みを行った。
●可能性の高い地点を持つ２集落の発電事業への取組意識の醸成が
必要である。地域づくりのための小水力発電

事業

R5予算額(千円) 5,678 R5決算額(千円) 4,061 

1

（101201）

1～5 維持

●地域づくり協働センターに地域支援員を配置し、相談対応や情報
発信、講座の開催など地域や団体の支援を行った。
●地域づくりの専門家と地域運営組織づくりについての勉強会や座
談会を実施し、新たな実行組織の立ち上げにつながっている。
●新たに地域のこし協力隊を寸分道集落に配置し、集落の生活支援
や地域活動の維持・活性化を図った。
●地域づくりに対する意識改革や話し合いの場等の土台づくりを行
うための勉強会が一部の地域での開催となっていることから拡大が
必要である。

地域づくり応援事業

R5予算額(千円) 32,348 R5決算額(千円) 29,956 

３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由



審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅲ

●地域運営組織の設立に向け、地域課題の解決について地域住民が主体的に考え
る場づくりを強化すること。
●２集落の小水力発電が成功事例となるよう、地域住民への意識啓発や機運醸成
を図ること。
●特定地域づくり事業協同組合の健全な組合運営のため、組合員事業所の拡大や
自主財源の確保に向けて伴走支援を行うこと。
●さらなる移住・定住を促進するため、妙高市の魅力発信を強化すること。また、
住宅取得等への支援の拡充を検討するとともに、市の財政負担を縮小させるため
国庫補助金など財源確保に努めること。

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●地域支援員や地域のこし協力隊の配置、地域運営組織づくりについての勉強会
や座談会の開催など、地域活動の維持・活性化を図るため地域や団体への支援を
行った。
●地域づくりには住民の意識改革や課題の把握など継続した取り組みが必要とな
るため、新たな地域運営組織の設立までには至っていないが、実行組織を立ち上
げる動きが出てきている。
●地域が自らの地域資源を活用して安定的な地域運営を確保するための小水力
発電について、市内全域の31か所で初期診断調査を行い、可能性の高い２か所
（青田、菅沼）を絞り込んだ。
●特定地域づくり事業協同組合の設立により、市内中小企業（組合員事業所）の人
材不足解消や安定的な雇用環境の確保が図られ、都市部等に住む若い世代の移住
定住につながった。
●転入者やUIターンに向けた住宅取得支援や補助を充実させたことで、転入者は
159人増加し、UIターン促進住宅支援事業は20件を超える申請があった。また、
空き家に関する情報発信の強化を図ったことで54件の空き家が活用された。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

（H30） （R5）

指標の
説明

市民意識調査における
回答の割合 ↗ 目標達成率 － 145.8%

3

社会通念・習慣しきたりの
中で男女平等なまちである
と感じている市民の割合 ％

17.8 24.0
市民意識調査の満
足度の平均値以上
を目標とする

実 績 値 － 35.0

（H30） （R5）

→ 目標達成率 72.3% 89.0%

4

いじめが解消された
割合

%

100.0 100.0

発生したいじめの
完全解消、発生抑制
を目指す指標の

説明

学校調査によるいじめ発生件
数に対する3カ月以上観察後
の解消件数の割合

実 績 値 72.3 89.0

2

審議会等への女性登
用率

%
指標の
説明

審議会等への女性登
用率

↗ 目標達成率 70.6%

1

人権講演会等の参加
者数

人

830 970

指標の
説明

人権講演会等の参加
者数 44.6%

31.0 30.0
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 80.9% 75.4%

31.1 39.8
現況値から毎年度
約1.5%増を目標と
する

現況値から毎年度
約35人増を目標と
する

実 績 値 660 433 
少子化やコロナによ
り、集合しての講演
会の開催参加は制
約があった関係で
減少傾向となった
ため。

（H30） （R5）

実 績 値

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

関 係 課 市民税務課、生涯学習課、総務課、こども教育課

主要施策 １　人権意識の向上

R5予算額(千円) 8,360 R5決算額(千円) 7,874 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ４ 全ての人が元気に活躍できるまちづくり

基本施策 ４ 全ての人が平等な地域社会づくり【人権】



審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅲ

●人権問題が複雑・多様化していることから、第4次妙高市人権教育・啓発基本計
画では、LGBTQIA＋等の新たな課題に関しても計画に位置づけていくこと。
●妙高市独自のパートナーシップ制度（事実婚含む）についての必要性を検討す
ること。
●男女共同参画計画（男女が共にあゆむパートナープラン）の見直しを踏まえ、こ
れまでの取組を検証し、効果的な取組を検討すること。
●人権尊重、男女共同参画の重要性に対する理解を深めてもらうため、引き続き
市民への意識啓発に努めること。
●不登校の要因が複雑・多様化していることから、個々に寄り添った支援を行う
こと。
●ＩＣＴを適切に利用するため、児童生徒、教員だけでなく、保護者の情報モラル
を高めること。

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●県事業を活用した講演会や子どもへの暴力防止プログラムの実施など教育現
場とのタイアップによる人権教育事業に取り組み、小・中学校において児童生徒の
人権に対する意識を高めた。
●男女共同フォトコンテストの開催などを通じて男女共同参画を身近なものとし
て感じてもらうことができた。
●まなびの杜において人権教育、男女共同参画の講座を設定し、市民が学ぶ機会
を作った。
●2～3ヵ月毎に把握していたいじめの発生状況を随時把握にしたことにより、早
期解決につながった。
●不登校生徒が増加している新井中学校の不登校教室に教育支援センター指導
員を配置し、不登校対策が図られた。

3

（150090）

4 維持

●いじめ・不登校対策に関する取組内容や取組状況についての確
認、意見集約の場を設定することにより、取組に関する評価・改善策
を明確にすることができた。また、教育支援センターの開設、スクー
ルソーシャルワーカーの配置により、不登校児童生徒へのきめ細や
かな直接的支援を実現させることができた。
●不登校児童生徒への対応や情報モラルやマナーの重要性に関す
る意識向上については、継続的な取組が必要である。

いじめ・不登校対策推進事業

R5予算額(千円) 6,969 R5決算額(千円) 6,736 

2

（30311）

2,3 ー
（経常経費のため事後評価対象外）

男女共同参画推進事業
R5予算額(千円) 429 R5決算額(千円) 352 

1

（90082）

1 ー
（経常経費のため事後評価対象外）

人権啓発活動事業
R5予算額(千円) 962 R5決算額(千円) 786 

３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

※指標9は目標達成率がマイナスとなるため、０％と表記しています。

（H30） （R5）

指標の
説明

子ども・子育て支援に関
するアンケートにおける
回答の割合

↗ 目標達成率 － 103.9%

1

出産や子育て支援サービ
スの満足度

％

75.5 80.0

5年間で5％増を目
標とする

実 績 値 － 83.1

主要施策
１　結婚・出産・子育て支援の充実
２　幼児の教育・保育環境の充実

R5予算額(千円) 746,663 R5決算額(千円) 683,957 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ５ 郷土を築く人と文化を育むまちづくり

基本施策 １ 安心して子どもを育てられる環境づくり【子育て】

関 係 課 地域共生課、健康保険課、こども教育課

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

13 16
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 108.3% 100.0%

ー
実 績 値

2

市の事業を通じての成
婚数

組
指標の
説明

マッチング支援等の市の
事業を利用したかたの成
婚数

16

年間4組の成婚数を
目標とする

3

安心して妊娠・出産を
迎えられる妊婦の割合

％

ー 100
出産した妊婦全員
が安心したという結
果を目指す指標の

説明
出生届出時のアンケー
トによる回答の割合

実 績 値 86.4 88.1
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 86.4% 88.1%

186 191
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 98.9% 98.5%

165
実 績 値

4

ファミリー・サポート・セ
ンターのサービス提供会
員数 人
指標の
説明

ファミリー・サポート・セン
ターのサービスを提供で
きる会員数

194

毎年度約4％の増加
を目指す

5
虐待案件の解決数

％

13 18
現況値から毎年度
約1％増を目標とす
る指標の

説明
要保護児童対策地域協議
会の虐待案件の解決数

実 績 値 32 27
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 188.2% 150.0%

95.7 97
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 95.7% 97.0%

96.8
実 績 値

6

園運営に満足している
保護者の割合

％
指標の
説明

保護者アンケートにお
ける回答の割合

100

保護者全員の満足
を目指す

7
園舎整備率

％

70 100 R6までの幼稚園・
保育園整備構想に
基づく新設の統合
園を3園とすること
を目標とする

指標の
説明

幼稚園・保育園整備構
想に基づく園舎整備率

実 績 値 100 100
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 100.0%

8
待機児童の発生人数

人
指標の
説明

待機児童の発生人数

0
待機児童を発生さ
せないことを目指す
（0人を維持する）

9

標準的な体格の園児
の割合

％

94.9 96.5
現況値から毎年度
約0.5％増を目標と
する指標の

説明
肥満度-15％～
+15％の園児の割合

（H30） （R5）

→

0
実 績 値 0 0

目標達成率 100.0% 100.0%

97.0% 97.7%

1.8 2.4

実 績 値 93.1 94.3
（H30） （R5）

↗ 目標達成率

指標の
説明

3～5歳児の朝食の欠
食率

「用意しても食べな
い」や「家族が食べ
ない家庭が多いこ
と」という児童が多
いため。

（H30） （R5）

→ 目標達成率 0.0% 0.0%

10
朝食の欠食率

％

1 1

現況値以下を目標
とする

実 績 値



1

（90084）

2 維持

●テーマ型イベントや少人数パーティーなど各種婚活イベントを実施
し、年間の成婚は2組であった。
●結婚新生活支援事業は、29歳以下の新婚夫婦5組から申請があっ
た。
●相談業務や会員登録の面談などの負担が増加していることからス
タッフの増員が必要である。

妙高出会いサポート事業

R5予算額(千円) 1,691 R5決算額(千円) 1,670 

３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

2

（71271）

4 ー
（経常経費のため事後評価対象外）

子ども家庭総合支援拠点運営
事業 R5予算額(千円) 29,394 R5決算額(千円) 27,888 

3

（71282）

1,3,5 維持

●妙高子育て広場の開設時間以外を一般開放し、新井地域以外にも
子どもと保護者が天候に左右されることなく安全に過ごすことがで
きる居場所の確保に努めた。
●子育て広場の利用条件の見直しなど、利用者のニーズに合わせた
柔軟な対応を検討する必要がある。みんなで子育て応援事業

R5予算額(千円) 12,510 R5決算額(千円) 11,855 

R5決算額(千円)

4

（96865）

6，8,
９,10

維持

●増加する乳児や支援児への細やかな対応や自然体験活動、特色あ
る園活動などを通した、豊かな人間性と生きる力の育成を図った。
●保育職員の人材不足による精神的なゆとりのなさによる療養休暇
や急な離職をする者も発生していることから、求人の方法を工夫し
て通年で実施するとともに、ICTの活用など、保育職員の負担軽減
の取組も継続する必要がある。

認定こども園・保育園運営事業

R5予算額(千円) 647,240 R5決算額(千円) 594,850 

5

（96868）

7 拡大

●施設機能の確保や延命化、園児等が快適かつ安全に活動を行える
環境の充実を図った。
●和田地区で進む宅地開発の影響により、和田にじいろこども園の
3歳未満児の入園数が増加し、定員超過していることから、同地区の
入園希望者全員を受け入れられるようにする必要がある。

認定こども園・保育園園舎等整
備事業

R5予算額(千円) 15,591 R5決算額(千円) 15,424 

6

（71970）

3 拡大

●子育て・出産応援給付金と伴走型相談支援の一体的な実施によ
り、全ての妊産婦に面談を行うことができ、早期支援につながった。
●新たに導入した3歳児の屈折検査では、要精密検査が増加
（0.62％→6.6％）し疾病の早期発見につながった。
●生数は減少しているが、支援を必要とする児や保護者が増加して
いる。基本となる生活リズムの確立や子育て方法など、引続ききめ細
やかな支援が必要である。

すくすく親子健康づくり事業
（繰越分を含む）

R5予算額(千円) 40,237 32,268 



Ⅰ

●結婚活動事業を充実させるためスタッフの増員に努めること。
●こども家庭センター設置による妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的で切れ目な
い支援を行うこと。
●保育職員の人材不足を解消するため、ＩＣＴの活用、事務職員の配置などによる
職場環境の改善を図ること。また、SNSや動画配信などを活用した求人活動を検
討すること。
●和田地区における３歳未満児の入園希望者をすべて受け入れられるよう、環境
整備を進めること。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

B

●多彩な出会いの機会を提供したことにより、２組の成婚につながった。
●女性限定イベントにより、みょうこう出会いサポートセンターの女性会員数が増
加した。
●低所得の子育て世帯や高校生・大学生等の保護者に対する経済的支援を行っ
た。
●特色ある園活動の実施や、保護者に寄り添ったきめ細かい子育て支援を行うと
ともに、ＩＣＴの活用による保育士の負担軽減と効率的な園運営が図られた。
●給食費の無料化により保護者の負担軽減が図られた。
●安心して出産を迎え、子どもの健やかな成長・発達を支えられるよう、適切な時
期での面談や切れ目のない伴走型相談支援を行った。
●妊産婦の経済的支援を充実し、子どもを産み育てやすい環境を整備した。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

※指標2は目標達成率がマイナスとなるため、０％と表記しています。

関 係 課 こども教育課

主要施策
１　健やかな心と体の育成
２　確かな学力の定着に向けた支援
３　学習環境の整備

R5予算額(千円) 588,516 R5決算額(千円) 552,300 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ５ 郷土を築く人と文化を育むまちづくり

基本施策 ２ 質の高い教育環境づくり【教育】

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

72.3 89
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 72.3% 89.0%

97.3 100
発生したいじめの
完全解消、発生抑制
を目指す

2

肥満度が20％以上の
児童生徒の割合

％

7.4 7.1

現況値から0.4％
減を目標とする

指標の
説明

学校健診による肥満度
20％以上の児童生徒の
割合

実 績 値

1

いじめが解消された
割合

％
指標の
説明

学校調査によるいじめ発生件
数に対する3カ月以上観察後
の解消件数の割合

実 績 値 9.0 8.6 肥満児の増加・活動
量の低下してるた
め

（H30） （R5）

↘ 目標達成率 0.0% 0.0%

90.9 80
（H30） （R5）

→ 目標達成率 90.9% 80.0%

100 100

100％の維持を目
指す

4

全国標準学力検査（NRT）の得点率
が全国平均を超えた割合（算数・数
学）

％

100 100

100％の維持を目
指す

指標の
説明

全国標準学力検査の観点別集
計で全国平均を上回った割合
（算数・数学）

実 績 値

3

全国標準学力検査(NRT)の得点率
が全国平均を超えた割合（国語）

％
指標の
説明

全国標準学力検査の観点別集
計で全国平均を上回った割合
（国語）

実 績 値 54.5 60 学校・学年間の差が
大きく、児童生徒が
苦手な領域が克服
されていないため。

（H30） （R5）

→ 目標達成率 54.5% 60.0%

67 33
学校・学年間の差が
大きく、学習指導要
領に即した授業改
善が十分進んでい
ないため。

（H30） （R5）

→ 目標達成率 66.7% 33.3%

100 100

100％の維持を目
指す

6

外国人と関わる活動に参加し
た児童生徒の割合

％

13 21

年2％の増を目標と
する

指標の
説明

外国人と関わる活動に参加し
た児童生徒数が全児童生徒数
に占める割合

実 績 値

5

全国標準学力検査（NRT）の得点率
が全国平均を超えた割合（英語）

％
指標の
説明

全国標準学力検査の観点別集
計で全国平均を上回った割合
（英語）

実 績 値 3 38.1
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 15.8% 181.4%

実 績 値

7

長寿命化改修・大規模
改造工事の実施校数

校
指標の
説明

学校施設長寿命化計画に
基づく改修・改造工事延べ
実施校数

4 5
他に優先する工事
があったことや、計
画していた施設の
経年劣化の状況を
見極め、工事を先送
りしたため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 36.4% 41.7%

ー 12

学校施設長寿命化
計画より

8

特別教室への冷房設備
設置工事の実施校数

校

ー 11

学校施設長寿命化
計画より

指標の
説明

整備計画に基づく設
置工事の実施校数

実 績 値 11 11
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 100.0%



３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

1

（150090）

1 維持

●いじめ・不登校対策に関する取組内容や取組状況についての確
認、意見集約の場を設定することにより、取組に関する評価・改善策
を明確にすることができた。また、教育支援センターの開設、スクー
ルソーシャルワーカーの配置により、不登校児童生徒へのきめ細や
かな直接的支援を実現させることができた。
●不登校児童生徒への対応や情報モラルやマナーの重要性に関す
る意識向上については、継続的な取組が必要である。

いじめ・不登校対策推進事業

R5予算額(千円) 6,969 R5決算額(千円) 6,736 

2

（150360・150780）

3,4 維持

●放課後等学習支援事業や教育補助員の補充等により、子どもの学
びを支援・補充する体制を構築することができた。また、読解力向上
やＩＣＴ利活用、主体的・対話的で深い学びに関する授業、自由進度
学習等々、教職員の指導力向上を目指した研修や校内研究支援を
充実させることができた。
●指標としたＮＲＴ全国検査の数値は年々低下傾向にあり、各教科・
領域で身に付けるべき知識・技能を着実に身に付けさせる必要があ
る。

基礎学力向上支援事業

R5予算額(千円) 31,799 R5決算額(千円) 28,675 

3

（150890）

5,6 維持

●授業改善を支援し、楽しみながら英語で友達と関わろうとする児
童生徒が増えてきた。また、GTECの実施により英語の学力実態が
明らかとなり、それ踏まえて「授業づくりのポイント」を作成し、市内
の全小中学校に配付し、その活用を促した。
●中学生における英語学習に対する肯定的な評価が低く、ALTの活
用度も低い。「授業づくりのポイント」を生かした授業改善が必要で
ある。

英語教育支援事業

R5予算額(千円) 52,859 R5決算額(千円) 48,993 

4

（150340・150760）

7,8 維持

●関係者と定期的な打合せを行い、計画的な実施により、安全・安
心で快適な教育環境を整備することができた。
●点検を踏まえ、施設の経年劣化等の進行状況を的確に把握し、計
画的に改修工事や設備の更新を行い、長寿命化を図る必要がある。小学校大規模改修事業・中学校

大規模改修事業

R5予算額(千円) 208,300 R5決算額(千円) 186,039 

5

（150209）

2 ー
（経常経費のため事後評価対象外）

学校給食運営・食育推進事業
R5予算額(千円) 288,589 R5決算額(千円) 281,859 



４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

B

●基礎学力が年々低下傾向にあることから、放課後等学習支援事業や教育補助
員の補充等により、子どもの学びを支援・補充した。
●デジタルドリルや民間企業によるプログラミング教育を活用することにより、個
別最適な学びと協働的な学びが一体的に充実し、授業改善につながった。
●GTECにより市内小中学生の英語力を分析し、効果的な授業を実施するため
の「授業づくりのポイント」を作成することができた。
●給食費の無料化により、保護者の負担軽減が図られた。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅲ

●ＮＲＴ全国検査の数値が低下していることから、各教科・領域で身に付けるべき
知識・技能を着実に身に付けさせること。
●「令和の日本型学校教育」の構築が提唱される中で、妙高市の子どもに身に付
けさせたい学力が何かを市として明らかにすること。
●今後の児童生徒数を見据え、老朽化している校舎の改修等の計画を明らかに
すること。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

関 係 課 生涯学習課

主要施策
１　人生100年時代の生涯学習の推進
２　生涯を通じたスポーツ活動の推進

R5予算額(千円) 1,196,431 R5決算額(千円) 1,080,106 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ５ 郷土を築く人と文化を育むまちづくり

基本施策 ３ 豊かな心身をつくる環境づくり【生涯学習・スポーツ】

1
社会教育施設利用者数

人

165,812 169,153 

現況値から毎年約
0.5％増とし、
170,000人を目標
とする指標の

説明
社会教育施設の年間
延べ利用者数

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

実 績 値 165,541 154,546 

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 98.4% 91.4%

525 588
少子化や通学がス
クールバス化したこ
とにより、運動への
参加を見送る地域
が増加傾向にある
ため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 61.8% 67.2%

777 875
毎年25人増とし、
900人を目標とす
る

3

「妙高市民の心」推進応
援事業所の登録件数

件

121 161
毎年10件増とし、
170件を目標とす
る指標の

説明
事業所の登録件数

実 績 値

2

「オール妙高あいさつ
運動」の参加者数

人
指標の
説明

あいさつ運動の１日あ
たりの参加者数

実 績 値 145 144
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 96.0% 89.4%

681 294
コロナや社会的課題
（男女共同参画、
SDGsなど）を加え
たことにより受講者
離れが生じたため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 46.6% 18.4%

1,001 1,600 

毎年概ね1割増と
し、1,800人を目標
とする

5
地域活動人材登録者数

人

326 385

毎年15人増を目標
とする

指標の
説明

地域活動人材の登録
者数

実 績 値
4

生涯学習講座「まなび
の杜」の参加者数 人
指標の
説明

生涯学習講座の年間
延べ受講者数

実 績 値 300 402
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 81.1% 104.4%

23,368 22,996 

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 84.1% 82.4%

27,477 27,900 

現況値の概ね1.5倍
の利用者数を目標
とする

7

成人における週1回以上の
スポーツや運動の実施率

％

27.4 50
市民の2人に1人が
実施することを目標
とする指標の

説明
市民意識調査におけ
る回答の割合

実 績 値

6
図書館の貸出利用者数

人
指標の
説明

図書館の年間延べ貸
出利用者数

実 績 値 － －
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 － －

2,443 2,353 
コロナ禍による施設
の休館などによる
利用者の減少から、
施設再開後も利用
者が完全には戻ら
ないため。

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 54.2% 51.6%

4,342 4,560 
市民の運動習慣の
定着やスポーツ実施
率の向上により、毎
年約1.0％の増を目
標とする

9

ジュニア競技者の大会
出場率

％

10 10.9
現況の県大会以上
の出場者数(219
人)を維持していく
ことを目標とする指標の

説明

市内小中学生のうち県大
会以上の大会に出場した
者の割合

実 績 値

8

総合型地域スポーツク
ラブの利用者数

人
指標の
説明

総合型地域スポーツクラ
ブの年間延べ利用者数

指標の
説明

スポーツ施設の年間延
べ利用者数

実 績 値 5.97 8.2
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 55.3% 75.2%

実 績 値 235,765 254,783 

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 70.4% 75.6%

10

スポーツ施設の利用者
数

人

326,712 337,000 施設の市民利用を
現行0.4％/年から
0.5％/年に増加さ
せるほか、合宿利用
を計画期間内で
3,000人程度の増
を目標とする



３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

1

（160130）

6 維持

●用地買収、物件補償、施設整備工事発注を計画どおりに進めるこ
とができた。また、管理運営方針を定め、議会への説明、市民への周
知を行うことができた。
●図書館及びカフェ運営予定者決定や市民とのワークショップ開催、
愛称募集、図書館協議会設置に向けた準備など、供用開始に向け多
くの準備が必要である。

新図書館等複合施設整備事業

R5予算額(千円) 981,809 R5決算額(千円) 888,126 

2

（93567）

1,4，5 維持

●学びの杜を実施し、生涯学習の推進及び、SDGｓや人権など社会
的課題の理解拡大を図ることができた。
●コロナ禍の影響などにより、まなびの杜の参加者が伸び悩んでい
る。地域活動人材制度を活用する町内会が少ない状況にある。生涯学習推進事業

R5予算額(千円) 5,653 R5決算額(千円) 5,042 

3

（170070）

７，８,10 維持

●総合型地域スポーツクラブにおける各種スポーツ教室やジュニア
スポーツクラブの活動実施を通じて、子供から高齢者まで様々な世
代に対し多種多様な運動機会を提供することができた。
●生涯スポーツ大会やイベントの開催、ウォーキング教室等の実施に
より、スポーツや運動の実施人口の回復につながった。
●スポーツ離れや人口減少による、各種スポーツイベント等への参加
者減少の解決に向けた取り組みが必要である。また、健康ウォーキン
グについて、市民への啓発を積極的に行うとともに、市全体の機運
醸成を図る必要がある。

スポーツタウンづくり推進事業

R5予算額(千円) 14,452 R5決算額(千円) 12,908 

4

（170090）

９，１０ ー
（経常経費のため事後評価対象外）

競技スポーツ推進事業
R5予算額(千円) 1,992 R5決算額(千円) 1,840 

5

（170150）

9,10 維持

●強化指定選手36人中17人が全国大会に出場するなど、スキー競
技の競技力向上に寄与することができた。妙高サマージャンプ大会
も４年ぶりに開催するなど、実施された各種スキー大会対して適切に
支援を行い、競技スキーの振興を図ることができた。
●少子化等の影響により、競技スキー人口の減少に歯止めをかける
ため、選手の発掘・育成・強化を図る必要がある。また、スキー関係団
体の高齢化等による指導者不足が進行しており、安定した指導体制
の整備に向け支援する必要がある。

スキーのまち妙高推進事業

R5予算額(千円) 12,050 R5決算額(千円) 12,049 

6

（170212）

10 維持

●妙高高原スポーツ公園野球場と新井グリーンスポーツセンターの
計画的な改修の実施や妙高ふれあいパークと新井総合公園の設備を
更新し、利用者が安心・安全に活動ができる環境の確保を図った。
●スポーツ施設の老朽化が進んでおり、適切な維持管理のほか、計
画的な修繕や改修等を行い、利用者が安心・安全で快適に活動でき
る環境づくりと施設の長寿命化を検討していく必要がある。

スポーツ施設整備事業

R5予算額(千円) 180,475 R5決算額(千円) 160,141 



４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C

●新図書館図等複合施設の整備に向けて、用地買収、物件補償、施設整備工事発
注を実施した。
●「まなびの杜」を現地とオンラインでの受講と組み合わせて実施した。人権や男
女共同参画、SDGs等の社会問題を新たなテーマにした講座を行った。
●ボッチャ大会や車いすバスケットボール体験会の実施による障がい者スポーツ
に対する理解促進を図るとともに、新たな生涯スポーツの普及・定着に向けてス
ケートボード体験会を実施した。
●妙高サマージャンプ大会を４年ぶりに開催するなど、各種スキー大会に対し支援
を行った。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅲ

●新図書館等複合施設については、設置目的の達成に向け、機能を最大限に活か
すための管理運営体制とするとともに、中心市街地の活性化につながるよう、地
域の住民や団体等と連携した取組を検討すること。
●「まなびの社」については、生涯学習や学び直しのほか、住民主体の地域課題解
決につながるような内容とするとともに、参加者の増加に向けた環境づくりと情
報発信に努めること。
●ウォーキングの日の設定による啓発やイベントの開催などを通じ、ウォーキング
の推進による市民の健康と運動習慣の定着を図ること。
●休日における部活動の地域移行に向け、受け皿となる組織の強化・創出と指導
者の確保・指導力の向上に努めること。



※矢印は、目標値に対する方向性を示しています。

関 係 課 生涯学習課

主要施策 １　歴史文化資源の保存と活用

R5予算額(千円) 12,593 R5決算額(千円) 11,701 

令和5年度施策評価（第3次総合計画）

１　施策の概要
まちづくりの

大綱 ５ 郷土を築く人と文化を育むまちづくり

基本施策 ４ 郷土愛を育む文化のまちづくり【文化】

２　施策目標の達成状況

指　　標　　名 単位 現況値 目標値 目標値の根拠 区分 R4年度 R5年度
目標達成率が

70％未満の要因等

47,716 41,029 

（H30） （R5）

↗ 目標達成率 133.3% 112.7%

33,886 36,400 

現況値から概ね
10％増を目標とす
る

2

歴史文化保存活用計画を策定し、地
域活性化事業に取り組む地区数

地区

ー 3 R3年までに重点3
地区の計画を策定
し、R6年までに新
たに1地区の計画を
策定する

指標の
説明

歴史文化保存活用計画を策定
し地域活性化事業に取り組む
地区数

実 績 値

1

歴史・芸術文化拠点の
来場者数

人
指標の
説明

道の歴史館、斐太歴史の
里、妙高芸術祭における
来場者数

実 績 値 3 4
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 100.0% 100.0%

実 績 値

3
指定・登録文化財数

件
指標の
説明

国・県・市指定文化財数と国
登録有形文化財数

89 89
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 101.1% 100.0%

85 89

毎年1物件増を目標
とする

4
美術展覧会の出品数

点

272 295 

現況値から概ね
10％増を目標とす
る指標の

説明
四季彩展・市展の出品
数

実 績 値 329 344 
（H30） （R5）

↗ 目標達成率 113.4% 116.6%



３　施策を構成する主な事業

No.
（事業通番） 関連する

指標No.

R5年度事務事業の事後評価

事業名 評価 評価理由

1

（160355）

1～3 維持

●天神社の大スギを対象とした保存活用計画を策定し、地域総がか
りで文化財の保存と活用に取り組むための全体方針や今後の具体
的な措置を明確にした。また、斐太歴史の里の文化史の児童普及絵
本の発行に向けて40点の挿絵を制作した。
●市内３地区において策定している保存活用計画のさらなる推進に
向けて、地元住民による主体的な活動を引き出すために人材の育成
に力を注いでいく必要がある。

妙高歴史遺産活用推進事業

R5予算額(千円) 2,878 R5決算額(千円) 2,731 

2

（160336）

1,4 維持

●芸術祭の開催等を通して、市民に芸術の鑑賞や発表の機会を提供
することができた。また、文化ホール開館40周年記念音楽祭、東京
藝大吹奏楽クリニック等を開催し、市民に対して質の高い音楽鑑賞
の機会を提供した。
●芸術祭全体で見ると、来場者数は16,460人（-4,666人）、出品
数は1,920点（-84点）といずれも前年度から減少しており、特に減
少が著しい部門に対しては、これまでとは異なるアプローチが必要
である。

アートステージ妙高推進事業

R5予算額(千円) 9,715 R5決算額(千円) 8,970 

４　施策評価

区　分 選択区分 評　価　理　由

A：非常に効果があった
B：十分効果があった
C：効果があった
D：あまり効果がなかった
E：効果がなかった

C
●天神社の大スギの保存活用計画を策定し、地域での文化財の保存と地域活性
化の意識向上と今後の取り組みについて共有することができた。
●芸術祭の来場者数は昨年度より減少したものの例年の並みの来場者があった。
妙高市展においては、出品数が6部門全体で計250点と過去最高となり、実行委
員会の働きかけやこれまで継続してきた努力が成果に現れている。

審
議
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

５　今後の方向性

区　分 選択区分 今後の方向性

庁
内
評
価
委
員
会

Ⅰ：事業拡大（追加・発展）
Ⅱ：改善（事業内容の見直し）
Ⅲ：継続（現状維持）
Ⅳ：中止・廃止
Ⅴ：予定通り事業終了

Ⅲ
●関川関所道の歴史館が旅の目的地に選ばれる新たな施設へと転換するように
リニューアル基本計画を策定すること。
●四季彩芸術展において妙高戸隠連山国立公園も題材となっていることから、長
野へのＰＲ活動を強化し、来場客の増加に取り組むこと。
●文化芸術基本計画の策定に向け、準備を進めること。
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第１節 計画策定の趣旨 

私たちは今、「変革の時代」を迎えています。  

日本全体で人口減少と少子・高齢化が加速する中、本市では、労働力人口の減

少や地域産業の活力低下、地域コミュニティの希薄化などの問題が深刻化してき

ています。また、地球温暖化の影響による自然災害の頻発・激甚化、デジタル技

術の急速な進展、脱炭素社会への転換など、本市を取り巻く社会経済環境が急速

に変化しています。加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、人々のラ

イフスタイルや価値観のほか、経済活動に大きな変化をもたらしました。  

このように目まぐるしく社会経済環境が変化する時代においては、これまでに

ない視点から柔軟に発想し、持続可能な地域経営を進めていくことが求められて

います。また、人口減少が続く中にあっては、市民、地域、事業者、行政が想い

を一つにし、これまで以上に協働のまちづくりを進めていかなければなりません。 

このため、時代の変化を敏感に捉えながら、将来を見据えた中期的視点から新

しい発想のもと、市民、地域、事業者、行政が力を結集して人口減少に挑戦し、

未来の世代につなげるためのまちづくりの道標として、妙高市自治基本条例に基

づき、第 4 次総合計画（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 総合戦略との関係性 

国では、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタ

ル田園都市国家構想」の実現に向け、デジタル技術の活用によって、地域の個性

を生かしながら地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化するとして

おり、2023 年度を初年度とする５か年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

を策定しています。 

市町村は、まち・ひと・しごと創生法において、国等の総合戦略を勘案し、「地

方版総合戦略」を策定するよう努めなければならないとされています。  

本市においても、デジタルの力を活用し、人口減少・少子高齢化に的確に対応

し、住みよい環境を整え、活力ある地域社会を維持していくことが必要であり、

このことは本計画の最重要課題と一致するものです。  

そこで、まち・ひと・しごと創生法に基づく「妙高市版デジタル田園都市国家

第１章 計画の概要 

第４次総合計画は 

“みんなで力を合わせ、人口減少に挑戦するための計画” 
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構想総合戦略」（以下「妙高市版総合戦略」という。）を本計画と一体化して策定

し、施策の推進と評価等を一体的に実施します。  

なお、本計画では網羅的・体系的に施策と目標値を整理していますが、その中

から国の総合戦略を踏まえて「地方に仕事をつくる」「人の流れをつくる」「結婚・

出産・子育ての希望をかなえる」「魅力的な地域をつくる」という４つの柱に特

に関連する施策と目標値を抽出し、妙高市版総合戦略の施策と重要要業績評価指

標（ＫＰＩ）として位置づけます。 

 

第３節 ＳＤＧｓとの関係性  

 ＳＤＧｓは、持続可能でよりよい世界を実現するための国際目標で、１７の目

標と１６９のターゲットから構成されています。「誰一人取り残さない」という

考えのもと、将来世代のために地球環境や資源を守り、全ての人が安心して自分

の能力を十分に発揮しながら暮らせるよう、国際社会全体で経済・社会・環境の

３側面から統合的に諸課題を解決しようというものです。  

令和３年に本市は、人と自然が共生する持続可能なまちを目指す「ＳＤＧｓ未

来都市」に選定されました。このＳＤＧｓの理念は今後のまちづくりにおいても

必要不可欠であるため、本計画に盛り込む施策とＳＤＧｓとの関係を明確にし、

持続可能なまちづくりを推進していきます。また、ＳＤＧｓの達成には一人ひと

りの行動が重要なことから、「妙高市ＳＤＧｓ普及啓発実行委員会」を中心に、

さらなる普及啓発を図り、市民等の行動変容につなげていきます。  

 

第４節 計画の構成と期間 

本計画は、将来像やまちづくりの基本理念、政策分野ごとの目指すまち姿のほ

か、その実現に向けた基本施策と主要施策を体系的に示すものです。また、妙高

市版デジタル田園都市国家構想総合戦略を一体化し、関連する施策を位置づけて

います。  

本計画の期間は、社会経済情勢の変化や多様なニーズに適切に対応していくた

め、令和 7 年度から令和 11 年度までの 5 年間とします。  

なお、各施策に基づく事業の実施計画は、毎年度の予算編成作業にあわせて別

途作成するものとし、事業実施後は各施策の目標値の達成度を評価し、必要な見

直しを行っていきます。  
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ゴール（目標）  自治体行政の果たし得る役割  

 1.貧困をなくそう  

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自

治体において、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細や

かな支援策が求められています。  

 2.飢餓をゼロに  

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支援を行う

ことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市

農業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。  

 3.すべての人に健康と福祉を  

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維

持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であ

るという研究も報告されています。  

 4.質の高い教育をみんなに  

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に大き

いといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面に

おける自治体行政の取組は重要です。  

 5.ジェンダー平等を実現しよう  

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社

会システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の

割合を増やすのも重要な取組といえます。  

 6.安全な水とトイレを世界中に  

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政

サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも

自治体の大事な責務です。  

 7.エネルギーをみんなに  そしてクリーンに  

公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進するほか、住民が省・再エネ対策を

推進するのを支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のア

クセスを増やすことも自治体の大きな役割といえます。  

 8.働きがいも経済成長も  

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与する

ことができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を

改善することも可能な立場にあります。  

 9.産業と技術革新の基盤をつくろう  

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化

戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業や新しい価値を創出すること

にも貢献することができます。  

◆SDGｓの 17 のゴールと自治体行政の関係  
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ゴール（目標）  自治体行政の果たし得る役割  

 10.人や国の不平等をなくそう  

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見

を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。  

 11.住み続けられるまちづくりを  

誰一人取り残されることなく、安全・安心に暮らすことができる強靭で持続可能なまちづく

りを進めることは首長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのもので

す。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。  

 12.つくる責任  つかう責任  

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進す

るためには市民一人ひとりの意識や行動を見直す必要があります。省エネや 3R の徹底など、

市民対象の環境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。  

 13.気候変動に具体的な対策を  

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効

果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で

行うことが求められています。  

 14.海の豊かさを守ろう  

海洋汚染の原因の 8 割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中で発生した

汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治

体で汚染対策を講じることが重要です。  

 15.陸の豊かさも守ろう  

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有するといえ

ます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周

辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。  

 16.平和と公正をすべての人に  

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの市民の

参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。 

 17.パートナーシップで目標を達成しよう  

自治体は公的／民間セクター、市民、NGO／ NPO などの多くの関係者を結び付け、パートナー

シップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な

主体の協力関係を築くことは極めて重要です。  

※「私たちのまちにとっての SDGs（持続可能な開発目標） -導入のためのガイドライン - 2018 年 3 月版（第 2 版）」  

（自治体 SDGs ガイドライン検討委員会編集）を参考に作成   
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第１節 妙高市を取り巻く社会経済情勢 

 

（１）加速する人口減少、少子・高齢化  

日本の総人口は、平成 20(2008)年をピークに減少が続き、令和２(2020)年国

勢調査では１億 2622 万７千人となっています。国立社会保障・人口問題研究

所（以下「社人研」という。）の将来推計（令和５(2023)年推計）によると、こ

れから長期の人口減少過程に入り、2056 年には１億人を割って 9,965 万人に

なり、2070 年には 8,700 万人になると推計されています。 

また、人口構造も変化しており、０～14 歳人口は、これまで出生数の減少が

続いてきた結果、1980 年代初めの 2,700 万人規模から令和２(2020)年国勢調

査の 1,503 万人まで減少しており、総人口に占める割合は 11.9％まで低下し

ています。 

一方で、65 歳以上人口は、令和２(2020)年国勢調査で 3,603 万人、総人口に

占める割合は 28.6％となっています。社人研の将来推計（令和５ (2023)年推

計）によると、今後も高齢化が進むとされており、高齢化率は 2038 年には

33.9％、2070 年には 38.7％になると推計されています。 

本市においても自然減、社会減の傾向が継続しており、令和２ (2020)年国勢

調査における人口（30,383 人）は、30 年前（平成２（1990）年国勢調査で 41,072

人）の 74.0％の規模まで縮小しています。また、少子・高齢化が年々進んでお

り、令和２(2020)年国勢調査の高齢化率は 37.4％となっています。社人研の将

来推計（令和５(2023)年推計）によると、人口減少と高齢化の傾向は今後も続

き、2050 年の高齢者人口は 16,190 人（令和２(2020)年国勢調査の 53.3％）、

高齢化率は 51.6％になると推計されています。 

このような人口減少と少子・高齢化が加速する中においては、子育て・教育

支援や移住定住の促進に関する取組の拡充などにより、人口減少スピードを緩

やかにするとともに、支え合いの体制づくりや多様な関係者との連携・協働な

どにより、誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちにしていくことが重要とな

っています。 

 

（２）持続可能性（サステナブル）の追求  

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、平成２７年（2015 年）に国連サミット

で採択された令和１２年（2030 年）までの国際目標です。ＳＤＧｓは、１７の

目標を掲げ、貧困の解決、健康と福祉、教育、ジェンダー平等などの社会目標、

エネルギー、気候変動、海・陸の豊かさを守るなどの環境目標、雇用、産業、

消費などの経済目標が体系的に整理されています。 

本市は「ＳＤＧｓ未来都市」として、引き続き、自然との共生を基本としな

がら、環境・社会・経済の３側面のバランスがとれた持続可能なまちを目指す

第２章 計画策定の背景 
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ことが重要となっています。 

 

（３）２０５０カーボンニュートラルの実現  

気候変動は世界的な社会課題であり、気候変動の緩和策として、脱炭素社会

の実現に向けた取組が必要不可欠となっています。  

2020 年 10 月、日本政府は「2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を

目指す」ことを宣言しました。 

本市においても、2020 年 6 月にゼロカーボンの推進を宣言し、2021 年 4 月

に「生命地域妙高ゼロカーボン推進条例」を施行しました。  

カーボンニュートラルの達成に向けては、温室効果ガスの排出量を削減する

とともに、排出せざるを得なかった温室効果ガスの排出量を相殺する吸収源の

強化にも取り組んでいかなければなりません。  

本市においても、市役所や学校等の公共施設の省エネ化と再エネ導入を推進

するとともに、市民や市内事業所の低炭素化の取組を促進することが必要とな

っています。 

また、気候変動への対応を経済成長の機会ととらえ、住宅・建築物の省エネ

ルギー対策、産業・運輸部門のイノベーション支援などの対策を積極的に行う

ことにより、豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまちをつくっていく

ことが重要となっています。 

 

（４）気候変動・温暖化等による災害の激甚化  

2011 年～2020 年の世界の平均気温は、工業化以前（1850 年～1900 年）と比

べ 1.09℃高くなっています。1850 年～2020 年の期間における温暖化は、紀元

後（直近 2000 年以上）前例のないものとなっており、人為的な要因による温

暖化の進行が指摘されています。 

また、近年、世界中で災害をもたらす異常気象が毎年のように発生し、我が

国でも、「平成 30 年７月豪雨」「令和元年東日本台風」「令和２年７月豪雨」な

ど、毎年のように豪雨災害が生じています。さらに各地での大型地震も相次い

で発生しており、令和６年能登半島沖地震は記憶に新しいところです。  

本市では、このような気候変動による災害の激甚化・頻発化に対応していく

ために、関係者が連携・協力し、自助・共助・公助体制や要配慮者、外国人に

むけた支援を強化することが必要となってきます。また、ハード・ソフト一体

となった防災・減災対策を強化していくことにより、自ら備え、みんなで助け

合い、安全に安心して暮らせるまちをつくっていくことが重要となっています。 

   

 

（５）新型コロナウイルス感染症による社会の変化  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、社会の様々な面で変化

が生じています。 

働き方の面では、多くの企業や組織がリモートワークを導入したことから、
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好きな場所で生活することが容易になった結果、住む場所にとらわれない働き

方が広まりました。また、都市部における感染リスクや密集を避けるため、よ

り良い住環境や自然に近い生活を求める動きが増え、地方移住への関心が高ま

りました。さらに、リフレッシュやリラックスを求める人々が増え、リゾート

地や自然豊かな地域への移動が増えた結果、週末や休暇に利用する第２の住居

に対する需要が増えました。 

このような社会の変化は、一部で感染拡大前の状態に戻る動きが見られるも

のの、地方圏への関心は続いていることから、本市では、妙高山麓にある豊富

な地域資源や多様な暮らしを発信し、交流人口・関係人口の拡大と移住促進を

図ることにより、活力と魅力ある産業が育ち、にぎわいと交流、つながりが生

まれるまちをつくっていくことが重要となっています。  

 

（６）デジタル化の加速  

近年、デジタル化が急速に進展しており、国際社会や企業活動、そして人々

の生活に至るまで、ありようを変化させています。  

デジタル技術は、その特性を踏まえ、効果的に取り入れることにより、私た

ちの日々の暮らしを支え、新たな付加価値を創出することが期待できるもので

す。デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネス

モデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組

（ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション））は、人々の生活や産業など

に広く活用される段階に移行しつつあります。  

人口減少が進み、様々な課題が深刻化する中、本市においても、行政サービ

スや教育のほか、地域公共交通、観光、商工業など、あらゆる分野でＤＸを推

進し、持続可能で豊かな暮らしを実現していくことが重要となっています。  

 

（７）外国人との共生社会の実現  

我が国の在留外国人は、人数が増加しているとともに、多国籍化しています。

また、在留資格「特定技能」の創設、多様性･包摂性のある社会実現の動き、デ

ジタル化の進展など、多文化共生を取り巻く環境は大きく変化しています。  

地域において多文化共生を推進することは、「外国人住民の受け入れ主体と

しての地域」「外国人住民の人権保障」「地域の活性化」「住民の異文化理解力

の向上」などの意義を有しており、重要性が増しています。また、近年では、

地域が持つ新たな魅力の創出や、地域特産品のグローバルな販路開拓をはじめ

とする海外との積極的なつながりによる地域活力の創出など、地域の活性化や

グローバル化に貢献する取組が見られます。  

本市においては、外国人の観光客や移住者が増加傾向にあることから、多様

性と包摂性のある社会の実現に向けて、地域社会やコミュニティなどにおいて

必要となる人の交流やつながり、助け合いを充実するための環境を整備し、外

国人との共生社会の実現を目指していくことが重要となっています。  
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（８）多様性を認め合う社会づくりの推進  

グローバル化の進展や社会の成熟に伴う人々のライフスタイルや価値観の

多様性を背景に、年齢、性別、国籍、文化、習慣、障がいの有無などにかかわ

らず、個人が尊重され、それぞれが活躍できる環境づくりの要請が高まってい

ます。また、就労、政策・方針決定、地域活動など様々な場面において女性の

視点や能力等を活かすことが求められており、女性が希望に応じて社会に参画

し、個性と能力を発揮できる環境を整えることが必要となっています。 

互いを認め合い、多様性をいかして、支え合うことができるよう、ライフサ

イクルに応じたきめ細かな支援や地域ぐるみの支援を展開することにより、み

んなが個性と能力を発揮し、つながりを深めながら、生きがいを感じられる共

生社会を目指していくことが重要となっています。  
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第２節 第３次妙高市総合計画の評価 

第３次総合計画では、まちづくりの基本理念の実現を目指し、５つのまちづく

りの大綱を設定し、１３の基本施策と３１の主要施策を推進してきました。また、

重点的・分野横断的に取り組む施策として「Ⅰ 人口減少時代に即した地域経営

の推進」「Ⅱ 未来を担う子ども・若者の育成」「Ⅲ 生涯現役で健康長寿のまちづ

くりの推進」「Ⅳ 地域産業の高付加価値化」を重点プロジェクトに位置づけ、一

体的に推進してきました。 

計画期間においては、人口減少、少子・高齢化の進行に加え、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大による人々の行動・意識・価値観の多様化など、社会経済環境

が大きく変化しましたが、それらに柔軟に対応しながら着実な成果を目指してき

ました。 

第３次総合計画の計画期間における取組を１３の基本施策ごとに関連する 

重点プロジェクトも含めて次のとおり評価します。残された課題については、本

計画において引き続き対応していきます。  

 

（１）快適で安全・安心に暮らせるまちづくり  

市民生活に必要不可欠な都市基盤を安定的・効率的に維持するとともに、災害

や雪に強く安全・安心に暮らせる生活しやすい都市環境づくりに取り組みました。 

また、防災・防犯に対する市民意識の向上と地域や関係機関等との連携・協力を

図り、真に安全・安心な地域社会の構築に取り組みました。  

 

【生活しやすい都市環境づくり（生活基盤）】  

コンパクトなまちづくりでは、立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域に

「新井あおぞら保育園」を整備し、新図書館等複合施設の整備に着手するなど

都市機能の集約化を図るとともに、宅地造成事業者が行う道路整備への支援を

通じて居住を誘導したことで市外への人口流出の抑制と市外からの人口流入

の促進が図られました。また、斐太地区及び水上地区、新井地域市街地などに

おいてＡＩを活用したデマンド乗合タクシーを導入しました。今後も市街地の

中心拠点における都市機能の維持・確保、効率的で利便性の高い公共交通サー

ビスの導入に取り組み、コンパクトで住みやすいまちづくりを進める必要があ

ります。 

スマートシティ妙高の推進では、マイナンバーカードの取得を積極的に促進

するとともに、オンライン申請システムの導入により、市民サービスの向上を

図りました。引き続き、市民がデジタル技術の利便性を実感できるよう積極的

な周知やデジタル格差の解消に努めるとともに、さらなる行政手続きのオンラ

イン化を推進していく必要があります。  

道路ネットワークの強化においては、緊急性や優先度、必要性などを見極め、

弾力的な道路づくりや計画的な修繕を行うことで、安全・安心な道路ネット  

ワークの構築を図られました。幹線道路は、災害時における地域の孤立を防ぎ、
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救助・救援活動や生活復興の基盤となる「命の道」として役割は非常に重要で

あることから、今後も整備の促進を図る必要があります。  

雪に強いまちづくりでは、除雪機械の更新や除雪出動の適正な管理などを行

うとともに、克雪施設の適切な維持管理などに努めました。引き続き、豪雪地

域でも安全・安心に暮らし続けられるよう、道路除雪のあり方を検証しながら、

持続可能な除雪体制を維持していく必要があります。  

ガス上下水道においては、ガス事業の民間譲渡や上下水道事業の包括的民間

委託などの新たな事業運営方法を導入しました。今後も、老朽化が進む施設の

計画的な更新を進めるほか、持続的な経営のため、民間の人材や知見を活かし

た効率的、効果的な事業運営に取り組む必要があります。  

 

【安全・安心な地域社会づくり（安全・安心）】  

防災については、災害時に自主防災組織が主体となって避難所運営ができる

よう関係者による役割分担等の情報共有を図るとともに、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大を受けて、地域防災計画について感染症対策等を踏まえた見

直しを行いました。引き続き、「自分の命は自分で守る」という意識を醸成す

るため、より実践的な訓練を継続するとともに、一人ひとりの防災行動計画で

ある災害時マイタイムラインの作成や適時・的確な避難情報の発令など、災害

に強いまちづくりに取り組む必要があります。  

安全な市民生活の確保では、犯罪・交通事故や有害鳥獣による農作物被害の

防止に努めたほか、特定空き家に対する除却費用の助成を行うなど、空き家の

適正管理を促進しました。引き続き、市民一人ひとりの意識を高めるとともに、

地域と各種関係機関の連携・協力のもと、地域ぐるみで安全・安心なまちづく

りに取り組む必要があります。 

 

（２）美しい自然と共に生きるまちづくり  

祖先より受け継がれてきた妙高山麓の魅力ある自然環境を後世に引き継いで

いくため、官民一体となって環境保全に取り組み、豊かな生活環境を持続させる

とともに、地域資源としてさらに磨き上げ、多くの人たちに親しまれ愛されるよ

う取り組みました。 

 

【豊かな生活環境づくり（環境保全）】  

自然環境の保全と活用では、希少野生動植物保護条例を制定し、希少な自然

資源の保護に努めたほか、環境省が整備した妙高高原ビジターセンターを拠点

として国立公園の魅力や自然資源の大切さを伝えるとともに、各種アクティビ

ティを提供しました。また、国立公園の保護と利用の両立に向けて、登山者か

ら協力金を寄附いただく入域料を導入し、利用者自身が自然環境を守るという

意識を醸成しました。今後も、国立公園をはじめとした自然環境を官民共創で

保全していくとともに、自然環境を活用し交流を拡大していく必要があります。 

地球温暖化対策では、生命地域妙高ゼロカーボン推進宣言をはじめ、ゼロカ
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ーボン推進条例やゼロカーボン実行計画に基づき、２０５０年までにＣＯ２  

排出量実質ゼロを目指し、市役所をはじめ公共施設に再生可能エネルギー由来

の電力を導入するとともに、省エネ性能評価を受けたＺＥＨ（ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス）水準の高性能住宅や住宅向け太陽光発電設備に対する補

助金のほか、「ゼロカーボンチャレンジ事業所」登録・補助制度により、住宅

や事業所の省エネ化、再エネ設備の導入を促進しました。引き続き、市民・事

業所・行政が一体となり、脱炭素化を推進する必要があります。  

資源循環のまちづくりでは、燃えるごみの減量と分別徹底、生ごみの自家処

理に よる減量化を推進するとともに、脱プラスチックに向けて新たな資源物

の収集を開始するなど資源循環のまちづくりの取組を強化しましたが、家庭系

可燃ごみの１人１日あたり排出量は依然として多いことから、より一層のごみ

の減量と３Ｒの促進を図る必要があります。  

 

（３）にぎわいと交流を生み出すまちづくり  

本市の強みである地域資源を活かした国内外からの観光誘客と受入体制を  

強化し、世界から選ばれる国際観光都市としての磨き上げを進めるとともに、観

光業によって生み出されたにぎわいと交流を、商工業や農業など地域産業の活力

へとつなげることにより、市内経済の活性化に取り組みました。  

 

【世界に誇れる観光地域づくり（交流促進）】  

感染症対策と経済活動を両立する「妙高モデル」の確立を目指し、観光地域

づくり法人と連携して観光誘客や旅行商品づくりに取り組むとともに、スキー

場の共通リフト券化やＩＣゲート化によるスノーリゾート形成に向けた受入

体制の強化を図りました。また、青山学院大学陸上競技部と連携し、本市の認

知度向上を図りました。  

コロナ禍を経て、訪日外国人観光客の入り込みが回復してきていますが、  

グリーンシーズンの来訪は依然として少ない状況が続いていることから、引き

続き、多様な事業者や観光地域づくり法人との連携を強化し、観光客のニーズ

を捉えたコンテンツ開発、さらなるキャッシュレス化の推進や観光施設の整備

など、受入体制の充実を図りながら、観光誘客の拡大と地域経済の活性化に繋

げていく必要があります。 

 

【活力ある地域経済づくり（産業振興）】  

商工業の振興と中心市街地の賑わい創出では、中小・小規模事業者の事業継

続や新規事業展開等への支援を行いました。また、市内学校の六十朝市出店に

より朝市の魅力向上を図るとともに、コロナ禍で落ち込んだ地域経済を下支え

するため、商品券の発行等による地域内消費の促進に向けた取組を進めました。

今後、後継者不足等による事業者の減少が懸念されるため、関係機関と連携し、

円滑な事業承継や事業者の活動ステージに沿った支援メニューの充実を図る

とともに、商工団体等をはじめ小・中学校や高校等と連携しながら、市街地の

賑わい創出に向けた取組を強化する必要があります。  
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安定して働きやすい雇用の創出においては、企業誘致等の促進と起業支援に

より、事業拡張や移転等による新工場建設や新規創業などの成果があったもの

の、活発な企業進出や創業までには結びついていないことから、新たな企業進

出や新規創業につながる支援策を体系的に講じていく必要があります。また、

働き方改革の補助制度をメニュー化していますが、活用実績は低く、雇用環境

改善までには至っていないことから、引き続き、若者や女性、高齢者など多様

な人材が安心して働くことができる魅力ある雇用環境づくりに取り組む必要

があります。  

労働力の確保に向けては、高校との連携による職場体験に加えて、地元企業

が中学生向けに講演会を実施することで、高校卒業後、就職を選択する生徒が

減少していく中でも地元への就職を考えるきっかけを提供することができま

した。引き続き、若者のＵＩＪターンの促進を図るとともに、今後の生産年齢

人口の減少を視野にさらなる外国人材の受入れについても検討を進めること

で労働力を確保していく必要があります。  

農業の振興では、需要に応じた米生産とあわせ、非主食用米及び園芸をはじ

めとした転作作物への転換を進めるとともに、加工用ブドウの栽培を拡大し、

妙高市産ブドウによるワイン醸造、販売により新たな特産品の創出を図りまし

た。今後も農業者の高齢化や後継者不足により、農業経営の継続が懸念されて

いることから、担い手の確保と育成、多様な人材の活用にあわせて、農作業の

効率化に取り組むとともに、市内産農産物を活用した新たな特産品づくりに向

けて、消費者ニーズをとらえた商品開発に取り組む必要があります。  

 

（４）全ての人が元気に活躍できるまちづくり  

 

全ての市民がいつまでも健康に暮らすことができるよう、健康寿命の延伸の取

組や地域における保健・医療・福祉の体制の構築を進めるとともに、障がい者や

生活困窮者など自立した社会生活への支援が必要なかたのほか、移住者や外国人

定住者など、全ての人がいきいきと元気に活躍できる地域共生社会の実現に取り

組みました。 

 

【市民主体の健康づくり（健康・医療）】  

コロナ禍を経て新たな生活様式に対応した健康づくりを推進するため、安心

して検診を受けることができるよう、非接触や３密回避の環境を整備しました。

また、運動習慣の定着に向けて地域におけるウォーキングの普及に取り組むと

ともに、生活習慣病の発症を予防するため、ハイリスク者への保健指導と未治

療者への受診勧奨を推進しました。今後も、健康寿命と平均寿命の差を縮小さ

せるため、市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守り、つくる」という意識

を持ち、主体的な健康づくりを促進していく必要があります。  

地域医療体制の確保と維持においては、医師確保が課題となる中、市内２病

院では、新潟大学医学部や上越市、関係機関との連携により、医療提供体制を

維持することができました。今後も、人口減少や少子高齢化の影響により変化
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していく医療ニーズを見極め、二次医療圏での機能分担や関係機関との連携を

図りながら、中長期的な視点により、これまでの病院完結型から地域完結型へ

の転換を図り、持続可能な医療提供体制づくりに取り組む必要があります。  

 

【全てを支える地域福祉づくり（福祉介護）】  

介護予防における筋力向上・短期集中型サービスや通いの場への移動支援を  

開始したほか、高齢者を地域全体で見守り、支え合う体制として、新たに妙高   

地域をモデルとして生活支援コーディネーターによる生活支援体制を整備し

ました。引き続き、介護予防と元気づくりの取組を進めるとともに、高齢者の

活動・活躍の場づくりを通じ、社会参加を促進する必要があります。また、今

後は、団塊の世代が後期高齢者になり介護需要が高まることが予測される一方

で、介護人材の確保が難しくなっていることから、地域が主体となった支え合

いや助け合いの生活支援体制を拡充していくとともに、持続可能な介護サービ

スの提供体制を構築していく必要があります。 

  障がい者福祉では、障がい者やその家族等の不安や悩み等の解消に向けて、

相談窓口の体制整備と充実に取り組むとともに、身体障がい者手帳の交付対象

とならない、軽・中等度難聴者に補聴器購入費の一部支援を開始しました。引

き続き、多様化するニーズに対応したきめ細やかな福祉サービスを提供すると

ともに、障がい者やその家族等の高齢化などを見据え、生活の場の確保や就労

支援など、障がいに対する理解を深めながら地域全体で支える体制を構築して

いく必要があります。 

生活保護受給者や生活困窮者、ひきこもり等の経済的・社会的自立支援では、

引き続き、個々の状況に応じた伴走的な支援を行っていくとともに、経済的な

自立を促すため、就労につなげ、定着させるための支援を行っていく必要があ

ります。 

 

【住民主体の地域づくり（地域づくり）】  

持続可能な地域を目指し、コミュニティ機能が低下している地域へ職員を  

派遣し伴走型支援を行うとともに、市役所から離れた地域にオンライン通信  

機能を整備した「市役所移動窓口号」を運行し、地域に寄り添った行政サービ

スを提供しました。一部の地域においては、地域課題解決に向けた活性化ビジ

ョンの策定や組織体制、行事内容の見直しなど主体的な取組が始まっています

が、市内全域に浸透するまでには至っていません。引き続き、「自分達の地域

は自分たちで守る」という住民の意識醸成を図る必要があります。  

移住定住の促進や市内の空き家の有効活用を図るため、移住支援員を１名 

増員し、移住に関する制度や空き家バンクによる物件紹介など情報発信を行い

ました。引き続き、国内外の移住検討者から選んでもらえるよう妙高の魅力を

発信するとともに、充実した支援体制や施策をＰＲし、移住しやすい環境づく

りを進めていく必要があります。  

【全てが平等な地域社会づくり】 

コロナ禍におけるインターネット上の人権侵害、外国人移住者の増加、また、
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ジェンダー平等や性的マイノリティに関する世論の高まりなど、新たな人権課

題が増加する中、人権懇話会や男女共同参画審議会での検証を踏まえ、第３次

人権教育・啓発推進基本指針、実施計画などに基づく幅広い人権啓発活動を着

実に実施しましたが、人々のつながりの希薄化による人権問題に対する意識の

低下が伺えます。今後も複雑化、多様化する人権課題の解決に向け、市民に対

する人権教育、啓発のための施策を一層推進していく必要があります。  

 

（５）郷土を築く人と文化を育むまちづくり  

子どもたちを安心して育てることができる生活環境づくりと、心身ともに健康

で、たくましく生きていくための教育環境づくりを推進し、次の時代を築いてい

く子どもたちを育てる取組を進めました。また、生涯学習・生涯スポーツなどを

通じて豊かな心身をつくるとともに、郷土愛の育成に取り組みました。  

 

【安心して子どもを育てられる環境づくり】  

結婚活動への支援として実施した、妙高出会いサポート実行委員会が主催す

る各種イベント等が成婚に結びついています。今後も、若者の結婚に関する意

識を育むとともに、出会いの場の提供や結婚活動につながる情報発信、独身者

が気軽に相談できるサポートセンターの運営を継続していく必要があります。 

妊娠・出産・子育て支援では、妊婦に対して保健師が出産前後に面談を行い、

妊娠期から出産、子育て期まで継続して伴走支援する仕組みを構築しました。

また、全妊産婦や出生から満１８歳までの子どもに係る医療費と、３歳以上の

園児から小・中学生の給食費の無償化、出産時の宿泊費やタクシー費用、第三

子以降の出産費用の助成など、経済的支援の充実を図るとともに、放課後児童

クラブや子育て広場、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事

業などを通じて安心して子どもを育てられる環境づくりに取り組みました。今

後も、市内で安心して妊娠や出産を迎えられるとともに、支援が必要な方の早

期発見や、関係機関の連携によって適切な支援につながるよう、「こども家庭

センター」を設置しましたが、より一層、支援体制の連携・強化を図る必要が

あります。 

幼児の教育・保育環境では、地域の特色を活かした自然体験活動などに取り

組むとともに、園の統合や改修などを実施し、子どもたちが安心して活動でき

る環境を整備しました。今後も、持続可能な園運営と教育・保育環境の整備に

取り組む必要があります。 

 

【質の高い教育環境づくり（教育）】 

職場体験学習やキャリア教育フオーラムを通じて、働くことの意義、望まし

い職業観を育むとともに、新井南小学校において「妙高型イエナプラン教育」

導入に向けた取組を行いました。今後も、事業者や地域との連携を図りながら、

豊かな人間性を育むための教育環境づくりを推進する必要があります。  

健やかな体を育むための支援の充実に向けては、自らの生活・運動習慣や  
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食習慣を振り返ることができるよう学習を行い、継続的な取組を行うことの  

大切さを学んでいますが、肥満傾向の児童生徒が増加しているため、栄養に  

関する知識の習得が必要です。 

学力の向上・定着では、教育補助員やＡＬＴの配置、放課後等の学習支援、

学習支援アプリやデジタルドリル等の導入と活用など様々な支援体制が整っ

てきています。しかし、指標とした学力テストの結果は伸び悩んでいることか

ら、「主体的・対話的で深い学び」の授業づくり・実践が確実に実施される体

制づくりに引き続き取り組む必要があります。 

学習環境の充実では、学校施設の大規模改修や設備等の更新を行い、安全安

心で快適な学習環境を整備するとともに、通学時の見守りや通学手段の確保な

ど、安心して学習ができる就学環境を整えることができました。引き続き、学

校施設の長寿命化を図るとともに、通学環境に応じた通学体制の整備や地域全

体での見守り活動を充実させ、児童生徒の安全を確保する必要があります。ま

た、高等教育等への就学機会を確保するとともに、若者の地元定着やＵターン

を促進するため、現行の奨学金制度の課題や効果を検証し、制度の見直し・充

実を図る必要があります。 

 

【豊かな心身をつくる環境づくり（生涯学習・スポーツ）】  

生涯学習の推進では、市民が気軽に参加できる学習機会として「まなびの杜」

が認知され、定着してきていますが、参加者の固定化や年代などに偏りがある

ことから、生涯活躍できる社会づくり、市民を主体とした学び合いによる人材

の育成に向けて、取組みを発展、強化する必要があります。令和５年度から工

事に着手した新図書館等複合施設の整備を契機とし、多くの市民が複合施設に

集い活動・交流することで、自発的な学びの循環と地域課題の解決に結び付け

ることが期待されています。 

生涯スポーツ活動の推進については、障がいのある・なしに関わらず、子ど

もから高齢者まで幅広い世代が気軽に取り組めるボッチャの普及やスマート

フォンアプリを活用したウオーキングイベント、親子で楽しめる生涯スポーツ

大会等の開催により幅広い市民へ運動機会を提供しました。また、競技スポー

ツの推進については、スキーをはじめとするジュニア選手の育成や、各種大会

の開催と支援をしたほか、市民等の競技スポーツ選手への激励や活躍結果など

の情報発信を行う中で、全国や世界で活躍する選手を輩出し続けています。  

一方で、少子化と人口減少の状況において、総合型地域スポーツクラブや各

種教室の参加者の減少が著しいほか、スポーツ活動に参加する子どもが減少し

ていることから、誰もが取り組みやすい運動機会の提供と意識啓発を強化し、

運動習慣の定着化を図るとともに、子どものころからスポーツに親しめる環境

づくりを進める必要があります。 

スキーをはじめとした競技スポーツにおいても、ジュニア選手の減少に歯止

めがかからないことから、子どものスポーツ機会の充実を図るとともに、選手

の底辺拡大・育成・強化といった一貫した取組と育成団体を支援する必要があ
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ります。 

また、休日の学校部活動の休止に向けて、中学生の休日における地域でのス

ポーツや文化芸術活動の受け皿の整備・充実を図る必要があります。  

 

【郷土愛を育む文化のまちづくり（文化）】  

歴史文化の継承と活用では、妙高市歴史文化基本構想に基づき、文化財の指定

や登録を進めました。また、地域の宝として継承される歴史文化資源を守り、地

域づくりに活用するため、大字関川に続いて、関山地区と斐太地区において歴史

文化保存活用計画を策定し、地域活性化に向けた地元の推進体制を構築すること

ができました。一方、関川関所道の歴史館や斐太歴史民俗資料館等の収蔵公開施

設は整備時から変わらぬ状況で管理や運営が行われており、活用と来場促進に向

けた施設のリニューアルの必要性が高まっています。また、旧３市町村史が刊行

されてから長い年数が経過しており、新たな歴史的発見や資料が増加しているこ

とから、これらを踏まえて統合・整理した妙高市史の編さんが必要となっていま

す。 

魅力ある文化芸術事業の推進では、東京藝術大学とのつながりを活かして、妙

高芸術祭をはじめとする魅力的な文化芸術事業を実施し、来場者や出品数の増加

に取り組みました。一方、加速する人口減少、少子・高齢化により、文化芸術団

体の数や活力が低下していることから、今後は、妙高市文化芸術基本条例に基づ

き、総合的な文化芸術施策の検討を進めるとともに、築４０年が経過した当市の

文化振興拠点である文化ホール・新井総合コミュニティセンターの長寿命化に向

けて大規模改修を計画的に進める必要があります。  
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第３節 まちづくりに対する市民の意見  

（１）まちづくり市民意識調査（アンケート）  

・最優先で改善すべき項目（満足度が低く、重要度が高い）は、「地域医療

体制の確保」「安定して働きやすい雇用の創出」「結婚・出産・子育て支援

の充実」「持続可能な農業の振興」の４項目となっています。  

・持続可能な住まいづくりに欠かせない「コンパクトなまちづくり」「スマ

ートシティ妙高の推進」「移住・定住による地域の維持」「地域コミュニテ

ィの維持・再生」といった項目や、本市の主要産業である観光に関する「観

光地域づくりの実践」「国際観光都市としての基盤整備」に関する項目は

満足度・重要度とも低くなっています。  

 

資料：令和５年度  妙高市まちづくり市民意識調査  

 

コンパクトなまち

づくりの推進

スマートシティ妙高の推進

道路ネットワークの強化

雪に強いまちづくりの推進 安全で安定したガ

ス上下水道の維持

防災体制の確立

安全な市民生活の確保

自然環境の保全と活用

地球温暖化対策の推進

資源循環のまちづくりの推進

観光地域づくりの実践

国際観光都市と

しての基盤整備

安定して働きやすい雇用の創出

持続可能な農業の振興

健康づくりの推進

地域医療体制の確保

介護予防・高齢

者福祉の充実

障がい者福

祉の充実

生活困窮者等の

自立支援

地域コミュニティの維持・再生

移住・定住による地域の維持

人権意識の向上

結婚・出産・子育て支援の充実
幼児の教育・保育環境の充実

健やかな心と体の育成

確かな学力の定着に向けた支援

学習環境の整備

人生100年時代の生涯学習の推進

生涯を通じたスポーツ活動の推進

歴史文化資源の保存と活用

3.45

3.75

4.05

4.35

4.65

2.48 2.78 3.08 3.38 3.68

【満足度が低く、重要度が高い】
（最優先で改善すべき項目）

Ａ

【満足度も重要度も高い】
（現状の水準を引き続き重点的に維持すべき項目）

Ｂ

【満足度も重要度も低い】
（重要度は低いが、満足度の向上を

意識して改善すべき項目）

Ｃ

【満足度が高く、重要度が低い】
（重要度は低いが、現状の水準を維持すべき項目）

Ｄ

高
い

←

重
要
度

→

低
い

重要度平均

4.05

満足度平均

3.08

低い ← 満足度 → 高い
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（２）官民共創「総合計画策定ワークショップ」 

・人口減少社会に挑戦する市独自の実効性の高い政策を計画に位置付けて

いくため、様々な分野でご活躍されている関係者との議論の場として、市

民委員と市若手職員等が参加するワークショップを実施しました。  

・検討テーマごとに４つの部会に分かれて、計４回のワークショップを実

施し、目指すべき将来像や新たな政策立案に向けたアイデアについて意見

交換を行いました。 

・ワークショップの目指すべき将来像では、新たな視点として「住んでいる

人も来た人も「好き」があるまち」「子育て・教育・就労の面で多様な    

選択肢の中から選べるまち」などの意見がありました。また、新たな政策

立案に向けたアイデアとしては、「子どもの可能性を広げる多様な活動の

促進」「家庭以外の子どもの居場所づくり」に関する意見がありました。 

■ 官民共創「第４次総合計画策定ワークショップ」の主なご意見 

 目指すべき将来像  新たな政策立案に向けたアイデア  

【部会１】  

移住・定住  

交通・生活環境  

地域づくり  

克雪  

・心地よいまち  

・人と人とが助け合い、支

え合えるまち  

・市民が誇りに思うまち  

・行ってみたいまち、帰っ

てきたいまち、住み続け

たいまち  

・住んでいる人も来た人も

「好き」があるまち  

・選べるまち  

・外国人向け・親子向けのお試し居住支

援  

・多様な空き家活用  

・強みを活かした交流  

・人を呼び込む仕掛けづくり  

・交通手段の確保、生活利便性の向上  

・雪に強い集合住宅地  

・雪の活用、除雪体制強化  

・人材や地域が自由に使える財源確保  

・多様な情報開示・発信  

【部会２】  

産業振興  

デジタル活用  

・若者が集まり、住みたい

と思うまち  

・誰もが創造、起業しやす

いまち  

・選べる（選ばれる）まち  

・多様な働き方  

・人手不足をＩＴ活用によ

る解消  

・地域で経済循環する企業・産業の発

見・発掘、起業・創業支援、商店街再

生  

・農業の活性化  

・自然や歴史の産業化・雇用創出、グリ

ーンシーズンの観光コンテンツ充実  

・ワーケーションの推進  

・公益性のあるビジネス創出・支援  

・ＤＸ化、デジタル環境の底上げ  

【部会３】  

脱炭素・再エネ  

自然環境、資源

循環、防災  

・自然との共生  

・自然教育の聖地  

・自然を活用して稼ぐ  

・SDGs のモデル都市  

・脱炭素で共生できるスマートタウン、

ありとあらゆる SDGs 体験ができるま

ち「妙高モデル」  

・行政主体でスマートタウンのモデル
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・雪を活かす  

・自給自足できるまち  

・妙高で生まれ、妙高で育

ち、妙高でおわる  

づくり  

・妙高でしかできない自然体験・教育  

・妙高の強み（世界一の自然環境）の情

報取集・数値化・情報発信、他地域と

の差別化・ブランディング、森健全化  

・人材育成・マッチング  

・防災対策の充実  

【部会４】  

教育  

子育て  

健康・福祉の増

進  

・子ども達が希望を持てる  

・若者が来たい、残りたい

と思う街  

・地域の特色を活かした教

育  

・人と人が助けあえる  

・地域資源を最大限に活用  

・郷土愛  

・他ではできない子育て  

・子どもの可能性を広げる多様な活動、

交流の促進、妙高ならでは自然を活

かした教育体験プログラムの提供  

・子育て環境・サービスの充実  

・出会い・交流・マッチングの場づくり  

・高齢者の見守り、サポート体制の充実  

・子育て相談・支援体制の充実、家庭以

外の子どもの居場所づくり、人材確

保  

・各種支援情報の一元化・ワンストップ

化  
 

（３）高校生や若者、子育て世帯からの意見  

・当市では、特に 15 歳から 29 歳にかけての転出超過が顕著であることか

ら、高校生や若者の意見を政策に反映するため、高校生アンケートの実施

や市内事業所に勤務する 20 代～30 代の若者との意見交換等を実施しまし

た。 

・自然減と社会減が継続している中で、特に自然減による減少幅が拡大し

ていることから、子育てしやすいまちの実現に向けた独自の政策立案に 

つなげていくため、子育て世帯との意見交換を実施しました。  

・高校生や若者、子育て世帯からは、新たな政策立案につながるアイデアと

して、「若者が気軽に交流やつながりの持てるイベントがあるといい」「経

済的支援を充実してほしい。特に負担が大きい高校生・大学生への支援を

考えてほしい」「子どもたちが地域の人たちと交流し、様々な体験ができ

るようにしてほしい」などの意見がありました。  

 

■高校生や若者、子育て世帯からの意見  

 主な意見  

高校生や若者  

【地域の魅力や良いところ】  

・自然が豊かでゆったりと過ごせる  

・みんな優しい、地域の人達の仲がいい  

・静かで治安が良い  



- 23 - 

 

【不便さや困っていること】  

・学ぶ、働く、遊ぶ、買い物をする、移動するなどで選択肢が少ない  

・若者、親子の興味をひくようなことない  

・母親と子どもが集まれる場所がない  

【新たな政策立案につながるアイデア】  

・自然の中でおしゃれな喫茶店やカフェなどがあるといい  

・人が集まる大きなイベントや若者が気軽に集まれる場所でのイベ

ントの実施  

・学生向けに市内企業等のＰＲを実施  

・奨学金返済を全額免除する等インパクトのある施策があるといい  

子育て世帯  

【地域の魅力や良いところ】  

・自然の中で子育てができる（妙高自然の家や園庭が充実している

など、施設の水準も比較的良いと感じる）  

・治安を含めて総合的に子育てする環境は良い  

・田舎の良さがある（畑が身近にあって小さな頃から野菜の知識が

身に付いたり、三世代同居などによって季節の伝統行事、伝統食

を体験しながら育てたりすることができる）  

・医療費支援（中学校卒業まで無料）が充実している  

【不便さや困っていること】  

・遊具が充実した遊び場やプールがないため、市外や都会へ行く。

休日に屋内で遊ばせる場所がない。  

・キッズコーナーがあるなど、小さな子どもを連れて行けるカフェ

がない。  

・子ども服やおもちゃを買えるお店がない。ネット活用もするが、

実物を見て選びたい。  

【新たな政策立案につながるアイデア】  

・経済的支援を充実してほしい。特に負担が大きい高校生・大学生

への支援を考えてほしい。  

・子どもたちが地域の人たちと交流し、様々な体験ができるように

してほし。  

・子どもが病気になったときの対応（病児・病後児保育、救急診療）

を充実してほしい。  

・男性の育児参画を促進するため、父親同士が集まる機会を設けた

り、小児の救急救命講座などに父親も参加させたりしてほしい。  
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第４節 妙高市の人口の将来展望 

（１） 第３次総合計画における人口の将来展望の検証  

第３次総合計画では、「人口減少問題に関する戦略目標」を設定し、「自然減に

関する戦略」と「社会減に関する戦略」を推進することにより、出生数の増加に

よる自然動態の改善とあわせ、転入増加・転出抑制による社会動態の改善を図る

ことを目指しています。 

これらの戦略により、合計特殊出生率が段階的に改善するとともに、転出超過傾

向が見られる年齢階層を中心に転入促進（転出抑制）が図られると仮定して推計

し、令和６年の総人口の目標を 30,000 人と設定しました。また、年少人口割合

はほぼ横ばいで推移し、高齢者人口の増加率は緩やかになり、人口構成のバラン

スは改善方向に向かうという見通しでした。  

 

【総人口】 

令和２年の国勢調査による本市の人口は 30,383 人となっており、平成 27 年

の 33,199 人と比べると、8.5％減少しています。 

地域別の状況は、新井地域では△7.2％（△1,778 人）となっているのに対し、

妙高地域では△11.3％（△432 人）、妙高高原地域では△12.7％（△606 人）と

なっており、妙高地域・妙高高原地域の減少が特に顕著であることが伺えます。 

新潟県人口移動調査による令和５年 10 月１日現在の人口は 28,779 人と、第

３次総合計画の目標を下回っている状況です。  

 

出典：総務省  国勢調査   
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（人） 総人口（地域別）の推移
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【人口動態】 

平成 26 年から令和５年までの人口動態を見ると、自然減（死亡数が出生数

を上回っている状況）と社会減（転出者数が転入者数を上回っている状況）が

続いています。自然減の幅は拡大傾向にありますが、社会減の幅については近

年、縮小傾向が見られます。 

 

 
 

R2 R3 R4 R5 R6

実際の人口 （Ａ） 30,383 29,829 29,248 28,779

第３次総合計画将来推計 （Ｂ） 31,271 30,891 30,511 30,130 29,750

社人研推計 （Ｃ） 30,868 30,399 29,930 29,462 28,993

第３次総合計画将来推計比 （Ａ）－（Ｂ） -888 -1,062 -1,263 -1,351

社人研比 （Ａ）－（Ｃ） -485 -570 -682 -683

-560 -558

-480 -495
-539

-569 -551 -554
-581

-469

-261 -274

-257 -292

-402 -374 -393
-356

-411
-375

-299 -284

-223 -203
-137

-195
-158

-198 -170

-94

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（人）

人口動態 自然動態 社会動態

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

人口動態 -560 -558 -480 -495 -539 -569 -551 -554 -581 -469

自然動態 -261 -274 -257 -292 -402 -374 -393 -356 -411 -375

社会動態 -299 -284 -223 -203 -137 -195 -158 -198 -170 -94

第 3 次総合計画期間における人口推移  

人口動態の推移  
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○自然動態  

自然減が続いている上、年々その幅が大きくなってきており、令和４年にお

いて合併以降最大となっています。年間出生数は令和２年に初めて 150 人を割

り込み、令和４年では 119 人にまで落ち込んでいます。合併後平均では死亡数

が 486 人に対して、出生数は 208 人となっており、約 2 倍で推移しています。 

第３次総合計画では合計特殊出生率が 2040 年までに人口置換水準（2.10）

まで段階的に上昇すると仮定していましたが、令和４年実績は 1.16 と、大幅

に下回っています。また、人口減少問題に関する戦略目標において設定した出

生数と成婚数の目標についても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、

いずれも下回っています。 

 

 

 

 

 

 

218 233
209 192

164 151 149 144
119 123

479 
507 

466 484 

566 
525 542 

500 
530 

498 

0

100

200

300

400
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（人）

出生 死亡

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

出生 218 233 209 192 164 151 149 144 119 123

死亡 479 507 466 484 566 525 542 500 530 498

R2 R3 R4 R5

実績 -393 -356 -411 -375

第３次総合計画将来推計 -295 -316 -316 -316

自然動態の推移  

第 3 次総合計画期間における自然動態の推移  
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（仮定値・目標値）合計特殊出生率： R2,3…1.72、R4…1.73、R5…1.74 

         出生数：年 200 人 

         成婚数：年 100 組 

 

○社会動態 

社会減が続いていますが、近年はその幅は縮小し、改善傾向が見られます。

転入者数は合併後平均で 878 人、過去５年平均では 842 人と減少傾向にありま

す。転出者数は合併後平均で 1,090 人、過去 5 年平均では 1,005 人と、転入者

数と同様に減少傾向にあります。 

転出理由を見ると、20 歳から 40 歳までの若い世代が市外に職業や生活の拠

点を求めて転出している傾向が続いています。また、学業や就職を理由に、10

代後半～20 代前半の若者の転出が多い傾向となっています。  

第３次総合計画では、転入増加（転出抑制）によって社会減を年間 50 人抑

制すると仮定していました。これまでの移住定住支援の拡充などにより、社会

減は改善傾向にあり、令和５年度における社会減は 100 人を下回っており、人

口減少問題に関する戦略目標で設定した目標値に近づいています。  
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【年齢 3 区分別人口の推移】 

本市の人口を０～14 歳(年少人口)、15～64 歳(生産年齢人口)、65 歳以上(高

齢人口)の年齢３区分構成比を見ると、年少人口と生産年齢人口の構成比はい

ずれも減少傾向にあり、第３次総合計画の推計値をわずかに下回っています。 

一方、高齢者人口の構成比は増加傾向にあり、第３次総合計画の推計値を上

回っており、少子・高齢化が進んでいる状況です。  
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1,100
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（人）

転出 転入

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

転出 1,064 1,065 1,048 964 976 1,114 1,059 961 918 973

転入 765 781 825 761 839 919 901 763 748 879

R2 R3 R4 R5

実績 -158 -198 -170 -94

第３次総合計画将来推計 -90 -63 -63 -63

総合戦略目標 -80 -80 -80 -80

社会動態の推移  

第 3 次総合計画期間における社会動態の推移  
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出典：総務省  国勢調査   

※年齢不詳を除いて算出しているため (1)総人口とは若干数値が異なる   
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（２）人口の将来展望  

【将来推計人口】 

第３次総合計画における人口の将来展望の検証を踏まえ、本計画では、施策

の推進による効果を考慮しつつ、より実態に即した仮定値を設定し、市独自に

推計することとしました。 

本計画に基づいて分野横断的な人口減少対策を推進し、人口減少スピードを

緩やかにすることにより、令和 11 年における人口は、社人研推計準拠の人口

を 200 人ほど上回る約 26,000 人になる見通しです。 
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（人）

実績

社人研推計準拠

市独自推計

R11 年推計：26,136 人 

R11 年推計：25,808 人 

将来推計人口の推移  
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≪第４次総合計画における独自推計の仮定値≫  

○合計特殊出生率 

今後も 20 歳から 44 歳の女性人口が大きく減少していくことが予想されて

いますが、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実などによ

り、合計特殊出生率を新型コロナウイルス感染症拡大前の 1.26 に改善すると

仮定します。 

 

＜将来推計の推移＞ 

 

 

○純移動率 

引き続き、移住定住や居住・都市機能の適正立地の促進などの取組を進め

ることにより、今後も平成 28 年～令和２年の国勢調査に基づく移動者数（転

出者・転入者）の比率が継続すると仮定します。  

＜将来推計の推移＞ 
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≪将来推計人口における年齢 3 区分別人口≫ 

年齢３区分別人口の構成比では、今後も年少人口と生産年齢人口の構成比

の減少傾向、高齢人口の構成比の増加傾向が続きます。  

 

 
 

 

（３）人口活力の向上  

 

今後の人口の考え方  

人口減少が避けられない中、定住人口に目を向けるだけでは、まちの活力

を維持することは困難な時代を迎えています。一方、テレワークの導入など

による働き方の変化や、二地域居住といった暮らし方の変化が加速してお

り、世界中の人々が働く場所や住む場所にとらわれず、様々な地域とつなが

り、関わりあっています。 

本市も、こうした多様な人々の力をまちの活力に変えながら、持続的な発

展に向けて取組を進めていくことが求められています。  

 

「人口活力の向上」に向けた取組の方向性  

人口減少が避けられない状況であることから、短期的に本市を訪れ滞在す

る「交流人口」を増やすことで、地域経済の活性化を図るとともに、本市に

関心を寄せ、継続的なつながりを持つ「関係人口」の輪を広げることで、多

様な地域課題の解決などにつなげていきます。  

そして、「定住人口」「交流人口」「関係人口」によって生まれるまちの活

力、すなわち「人口活力」を高め、持続可能なまちづくりを進めます。 
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第１節 まちづくりの基本姿勢  

これからのまちづくりを進めていくうえで、各分野共通の基本姿勢を次のとおり

定めます。  

 

（１）次代を担う「人」を育てる 

次代の妙高市で輝き、自分らしく活躍する「人」を育て、「人」がまちを育てる好

循環を生み出します。 

 

（２）市民が多様な暮らしやいきがいを「選べるまち」をつくる  

多様な選択肢があり、自分が思い描く未来に向かって進むことができ、誰もが住

みたい、移り住みたいと思うまちをつくります。 

 

（３）「つながり」を大切にする 

市民や市内企業等をはじめ、妙高市にかかわりのある全ての人がつながりを深め、

力を結集してまちづくりを進めます。 

 

（４）「誰一人取り残さない、自然と共生した持続可能なまち」を追求する  

「ＳＤＧｓ未来都市」として、環境負荷の軽減やデジタル技術の導入など、持続可

能性を追求したまちづくりを進め、次代につなぎます。 
 

第２節 まちの将来像 

 

 

 

 

 

 

 

「まちの将来像」は、計画期間が終了する時点で目指すべき都市像です。  

コロナ禍を経て人々の価値観がより一層多様化し、自分の思い描く未来を実現し

たいという志向が高まってきており、居住、子育て・教育、就労などにおいて様々

な選択肢をつくることが求められています。  

また、人口減少、少子・高齢化が加速する中にあるからこそ、これまで以上に市

民、地域、事業者、行政が想いをひとつにし、力を合わせてまちづくりを進めてい

かなければなりません。  

そこで、まちの将来像「みんなでつくる“自分の好きを選べるまち”妙高」は、市

民、地域、事業者、行政など多様な主体が力を結集し、自分に合った選択ができ、

住みたい、子育てしたい、働きたいと思うまちをつくることで、若者等の定着・回

帰、移住定住を目指そうという願いを込めたものです。  

第３章 まちの将来像 

みんなでつくる“自分の好きを選べるまち”妙高 

～つくろう！ 住みたい、子育てしたい、働きたいを叶えられるまち～ 
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第３節 目指すまちの姿 

 

「目指すまちの姿」は、まちの将来像の実現に向け、政策分野ごとに目指す姿を

具体化するものです。 

 

１ みんなが安心して子育てができ、子どもたちがたくましく育つまち 

【結婚、子育て、教育】 

子どもや子育て家庭を地域全体で支え、育てていく機運を高め、子どもや若者が

未来を切り拓き、たくましく生きる力を育むまちを目指します。  

 

２ みんなが個性と能力を発揮し、つながりを深め、ともにつくるまち 

【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、人権、ジェ

ンダー平等、多文化共生】 

市民をはじめ、民間事業者や教育機関、関係人口など多様な主体との連携・協働

により、地域社会を支えながら、魅力ある地域をつくるまちを目指します。  

 

３ みんなが健康でいきいきと、支え合って住み続けられるまち 

【健康、福祉】 

心身ともに健康で、生きがいをもち、みんなで支え合いながら、住み慣れた地域

で安心して暮らし続けることができるまちを目指します。  

 

４ みんなで活力と魅力ある産業を育み、にぎわいと交流が生まれるまち 

【産業、交流】 

地域産業の競争力を強化するとともに、起業・創業の機運を高め、活力と魅力あ

る産業が育成することにより、魅力ある雇用を創出し、にぎわいと交流が生まれ

るまちを目指します。 

 

５ みんなで備え、助け合い、安全に安心して暮らせるまち 

【安全・安心】 

災害や犯罪等に対して自ら備える意識を高めるとともに、みんなで助け合いな

がら対応できる体制をつくり、安全・安心に暮らせるまちを目指します。  

 

６ みんなで豊かな自然環境を守り、快適な生活がおくれるまち 

【自然環境、都市基盤、生活機能】 

一人ひとりの環境意識を高め、自然環境の保全と環境負荷の軽減を図るととも

に、地域公共交通や、道路、ライフラインなどの維持・整備により、自然環境と

人々との暮らしが調和したまちをちを目指します。  
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（１）リーディングプロジェクトとは 

まちの将来像の実現に向け、計画期間において特に重点的かつ先駆的に取り組む

施策として位置付けるもので、それぞれの施策を横断的に関連付け、総合的な推進

によって相乗効果を高めていくことを目的にしています。 

 

（２）リーディングプロジェクトの概要 

 

リーディングプロジェクト 

次代を担う「子ども・若者」の多彩な居場所づくり 

 

本市においては、年少人口・生産年齢人口の減少により、労働力不足や消費の後

退による経済規模の縮小、地域コミュニティの担い手不足等が懸念されており、市

内経済や地域社会の持続的な発展を図るため、地域の未来を支える重要な担い手で

ある「子ども・若者」に対する重点的な施策の展開が求められています。 

また、子ども・若者が、心身の状況や置かれている環境等に関わらず、将来にわ

たって幸せな生活が送れるように、それぞれの状況に応じて必要な支援を社会全体

で切れ目なく実施し、健やかな成長を支えていくことが重要となっています。 

国においては、全ての子どもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちな

がら、幸せな状態で成長し、社会で活躍していけるようにすることを政策の基本理

念とし、こども家庭庁が中心となり、子ども・若者の視点に立った居場所づくりを

推進しています。 

本市においては、子ども・若者の声を聴きながら、様々な学びや体験活動等を通

じ、豊かな人間関係の中で健やかに成長する居場所づくりを進めるとともに、居場

所を通じて多世代がつながり、絆を深め、地域全体で成長を見守る環境づくりを進

めることで、子ども・若者の地域への安心感や信頼感、愛着を育んでいきます。 

また、居場所を通じた市内外の多様な人との出会いや交流により、子ども・若者

が、地元ならではの魅力を実感できる場づくりを進め、まちの未来に想いを巡らせ、

まちづくりに参画しながら、地域課題の解決や新たな価値の創造に挑戦する人材育

成に努めていきます。 

 

（３）子ども・若者の範囲 

  「こども基本法」においては、心と身体の発達の過程にある人を「こども」とし

ています。国の「こどもの居場所づくりに関する指針」（以下「国指針」という。）

によれば、18 歳や 20 歳といった特定の年齢で必要な支援が途切れないように、こ

どもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えてい

くことを示したものであり、こどもが若者となり、大人として円滑な社会生活を送

ることができるようになるまでの成長の過程にある人を指しています。 

  「若者」については、法令上の定義はありませんが、国指針においては、中学生

年代から概ね 30 歳未満とされています。 

本市においては、0 歳から中学生年代を「子ども」とし、高校生年代から概ね 30

歳代前半までを「若者」とします。 

 

（４）居場所の範囲 

  居場所とは、国指針においては、こども・若者が過ごす場所・時間・人との関係

第４章 リーディングプロジェクト 
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性の全てが、こども・若者にとっての居場所になり得るものであり、物理的な「場」

だけでなく、遊びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態をとり得るもの

とされています。 

  また、その場や対象を居場所と感じるかどうかは、こども・若者本人が決めるこ

とであり、そこに行くかどうか、どう過ごすか、その場をどのようにしていきたい

かなど、こども・若者の主体性を大切にすることが求められるとしています。 

本市においても、居場所としては、公共施設や屋外の遊び場などの物理的な場の

ほかに、インターネット上のオンライン空間も対象とし、子ども・若者の主体性を

大切にした居場所づくりに取り組みます。 

 

（５）居場所づくりの基本的な視点 

  子ども・若者の居場所づくりにあたっては、次の 4 つの視点を重視して進めてい

きます。 

 

子ども・若者の好奇心と自由な発想を大切にする。 

子ども・若者を地域全体で見守り、育てていく。 

多世代がつながり、絆を育み、地域文化を継承する。 

多様な関係性を築き、新たな価値の創造に挑戦する。 

 

○子ども・若者の好奇心と自由な発想を大切にする。 

居場所とは、子ども・若者本人が決めるものであり、それぞれの主体性を大切に

した環境づくりが必要となります。子どもたちが自由に考え、表現し、創造する機

会を充実し、多様な個性を尊重した居場所づくりに取り組みます。 

 

○子ども・若者を地域全体で見守り、育てていく。 

子ども・若者は、地域の将来を担い、持続可能なまちづくりの礎を築く大切な存

在です。子ども・若者を保護者だけでなく、地域全体で見守り、育てていくことで、

地域への安心感を育み、安らぎと信頼、愛着を感じられる地域づくりを進めていき

ます。 

 

○多世代がつながり、絆を育み、地域文化を継承する。 

居場所は、子ども・若者のためだけではなく、そこに関わるすべての人にとって

も大切な場となります。子どもと保護者、若者や大人、高齢者などが気軽に集い、

世代や立場を超えてつながり、地域文化を受け継ぎながら、誰もが活躍できる居場

所づくりを行います。 

 

○多様な関係性を築き、新たな価値の創造に挑戦する。 

生産年齢人口の減少により、地域の労働力や担い手不足が懸念されています。未

来を担う人材の育成・確保を進め、地域の持続的な発展を図るため、子ども・若者

が、市内外の多様な人材とつながり、様々な主体との連携・協働により、地域の課

題解決や地域資源を活かした新たな価値の創造にチャレンジできる場づくりを進め

ます。 
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まちの将来像を実現するため、６つの目指すまちの姿を設定し、さらに 16 の  

基本施策と 35 の主要施策を体系化しました。 

主要施策ごとに施策の基本方針と目標値を掲げ、施策の推進を図ります。 

 

 

目指すまちの姿１ 

みんなが安心して子育てができ、子どもたちがたくましく育つまち 

【結婚、子育て、教育】 

 

子どもや子育て家庭を地域全体で支え、育てていく機運を高め、子どもや若者

が未来を切り拓き、たくましく生きる力を育むまちを目指します。  

 

＜基本施策＞  

１ 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援  

＜主要施策＞  

１）結婚の希望を叶える支援 

２）こども家庭センターを中心とした切れ目のない支  

３）仕事と子育てを両立できる環境づくり  

＜基本施策＞  

２ 魅力ある学校教育の推進  

＜主要施策＞  

１）自己実現していく力の育成  

２）教育環境の整備・充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 基本施策・主要施策の推進 
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目指すまちの姿２ 

みんなが個性と能力を発揮し、つながりを深め、ともにつくるまち 

【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、人権、ジ

ェンダー平等、多文化共生】 

 

市民をはじめ、民間事業者や教育機関、関係人口など多様な主体との連携、協

働により、地域社会を支えながら、魅力ある地域をつくるまちを目指します。  

 

＜基本施策＞  

１ 市民が主役のまちづくり  

＜主要施策＞  

１）持続可能な地域コミュニティの構築  

２）市民のまちづくりへの参画促進  

 ＜基本施策＞  

２ 豊かな心身をつくる環境づくり  

＜主要施策＞  

１）誰もが気軽に学べる環境づくり  

２）誰もが楽しめるスポーツの推進  

＜基本施策＞ 

３ 地域の文化・芸術の継承 

＜主要施策＞ 

１）文化芸術の総合的な推進 

＜基本施策＞ 

４ 多様性を認め合う社会の形成 

＜主要施策＞ 

１）誰もが社会参加しやすい環境づくり 

＜基本施策＞ 

５ つながりの基盤づくり 

＜主要施策＞ 

１）妙高ファン獲得につながる魅力発信の充実 

２）多様な主体との連携・協働 

３）移住定住の促進 
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目指すまちの姿３ 

みんなが健康でいきいきと、支え合って住み続けられるまち 

【健康、福祉】 

 

心身ともに健康で、生きがいをもち、みんなで支え合いながら、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることができるまちを目指します。  

 

＜基本施策＞  

１ 市民主体の健康づくり  

＜主要施策＞  

１）健康づくりの推進 

２）地域医療体制の確保 

＜基本施策＞  

２ いつまでも住み続けられるまちの実現  

＜主要施策＞  

１）介護予防・高齢者福祉の充実  

２）障がい者福祉の充実 

３）生活困窮者等の自立支援 

 

 

 

 

目指すまちの姿４ 

みんなで活力と魅力ある産業を育み、にぎわいと交流が生まれるまち 

【産業、交流】 

 

地域産業の競争力を強化するとともに、起業・創業の機運を高め、活力と魅力

ある産業が育成することにより、魅力ある雇用を創出し、にぎわいと交流が生ま

れるまちを目指します。 

 

＜基本施策＞  

１ 世界を視野に入れた観光地域づくり  

＜主要施策＞  

１）地域が一体となった観光地域づくりの実践  

２）国際リゾートとしての受入環境の整備  

３）戦略的なプロモーションの推進  

＜基本施策＞  

２ 活力ある地域産業づくり  

＜主要施策＞  

１）市内事業者の維持発展と活気づくりへの支援  

２）チャレンジできる環境づくりと働く場の創出  

３）持続可能な農業の振興 
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目指すまちの姿５ 

みんなで備え、助け合い、安全に安心して暮らせるまち 

【安全・安心】 

 

災害や犯罪等に対して自ら備える意識を高めるとともに、みんなで助け合い 

ながら対応できる体制をつくり、安全・安心に暮らせるまちを目指します。 

 

＜基本施策＞ 

１ 災害に強いまちづくり 

＜主要施策＞ 

１）防災対策の強化 

＜基本施策＞ 

２ 安全・安心な地域社会づくり 

＜主要施策＞ 

１）安全な市民生活の確保 

 

 

目指すまちの姿６ 

みんなで豊かな自然環境を守り、快適な生活がおくれるまち 

【自然環境、都市基盤、生活機能】 

 

一人ひとりの環境意識を高め、自然環境の保全と環境負荷の軽減を図るととも

に、地域公共交通や、道路、ライフラインなどの維持・整備により、自然環境と

人々との暮らしが調和したまちをちを目指します。 

 

＜基本施策＞ 

１ 人と自然が共生するまちづくり 

＜主要施策＞ 

１）自然環境の保全と活用 

＜基本施策＞ 

２ 環境にやさしいまちづくり 

＜主要施策＞ 

１）循環型社会の形成 

２）脱炭素社会の構築 

＜基本施策＞ 

３ 安全で快適な都市基盤づくり 

＜主要施策＞ 

１）居住・都市機能の適正立地の促進 

２）地域公共交通の確保 

３）道路ネットワークの強靭化 

４）雪に強いまちづくりの推進 

５）安全で安定したライフラインの維持 
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目指すまちの姿・政策分野 基 本 施 策 

1 

みんなが安心して子育てができ、 

子どもたちがたくましく育つまち 

【結婚、子育て、教育】 

1 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

2 魅力ある学校教育の推進 

2 

みんなが個性と能力を発揮し、 

つながりを深め、ともにつくるまち 

【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、ス

ポーツ、文化・芸術、人権、ジェンダー平等、

多文化共生】 

1 市民が主役のまちづくり 

2 豊かな心身をつくる環境づくり 

3 地域の文化・芸術の継承 

4 多様性を認め合う社会の形成 

5 つながりの基盤づくり 

3 

みんなが健康でいきいきと、支え合って住み

続けられるまち 

【健康、福祉】 

1 市民主体の健康づくり 

2 いつまでも住み続けられるまちの実現 

4 

みんなで活力と魅力ある産業を育み、 

にぎわいと交流が生まれるまち 

【産業、交流】 

1 世界を視野に入れた観光地域づくり 

2 活力ある地域産業づくり 

5 
みんなで備え、助け合い、 

安全に安心して暮らせるまち【安全・安心】 

1 災害に強いまちづくり 

2 安全・安心な地域社会づくり 

6 

みんなで豊かな自然環境を守り、 

快適な生活がおくれるまち 

【自然環境、都市基盤、生活機能】 

1 人と自然が共生するまちづくり 

2 環境にやさしいまちづくり 

3 安全で快適な都市基盤づくり 
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 主 要 施 策 
リーディング 

プロジェクト 

総合戦略区分 ＳＤＧｓの 

ゴール（目標）番号 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  

 

1 結婚の希望を叶える支援    ●  １，３，４，５，10  

2 こども家庭センターを中心とした切れ目のない支援    ●  １，2，3，4，16  

3 仕事と子育てを両立できる環境づくり    ●  4，5，8，10  

 
1 自己実現していく力の育成    ●  2，3，4  

2 教育環境の整備・充実    ●  1，4  

 
1 持続可能な地域コミュニティの構築     ● 11，17  

2 市民のまちづくりへの参画促進     ● 5，10，17  

 
1 誰もが気軽に学べる環境づくり      4，10  

2 誰もが楽しめるスポーツの推進      3，11，17  

 1 文化芸術の総合的な推進      4，11  

 1 誰もが社会参加しやすい環境づくり      1，5，10，11，16  

 

1 妙高ファン獲得につながる魅力発信の充実   ●   8，9，11，17  

2 多様な主体との連携・協働   ●   17  

3 移住定住の促進   ●   8，11，17  

 
1 健康づくりの推進      3  

2 地域医療体制の確保      3  

 

1 介護予防・高齢者福祉の充実      3，10  

2 障がい者福祉の充実      3，8，10  

3 生活困窮者等の自立支援      1，3，10  

 

1 地域が一体となった観光地域づくりの実践  ● ●   8，9，11，17  

2 国際リゾートとしての受入環境の整備   ●   8，9，11，17  

3 戦略的なプロモーションの推進   ●   8，9，11，17  

 

1 市内事業者の維持発展と活気づくりへの支援  ●    8，9  

2 チャレンジできる環境づくりと働く場の創出  ●    5，8，9，10，11，17  

3 持続可能な農業の振興  ●    2，8，9，17  

 1 防災対策の強化      11，13  

 1 安全な市民生活の確保      3，11，16  

 1 自然環境の保全と活用     ● 3，11，12，13，14，15  

 
1 循環型社会の形成     ● 11，12，13  

2 脱炭素社会の構築     ● 7，11，12，13  

 

1 居住・都市機能の適正立地の促進      9，10，11  

2 地域公共交通の確保      9，10，11  

3 道路ネットワークの強靭化      9，11  

4 雪に強いまちづくりの推進      9，11  

5 安全で安定したライフラインの維持      9，11  

 
総合戦略区分凡例：Ⅰ：仕事をつくる Ⅱ：人の流れをつくる Ⅲ：結婚・出産・子育ての希望を叶える  

Ⅳ：魅力的な地域をつくる 
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43 

基本施策 １ 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援  

 
結婚の希望を叶える支援  

 

結婚の希望をかなえるため、結婚活動に励む独身男女の希望に沿った出会いの場を提供す

るとともに、結婚を機に市内で新居が構えられるよう経済的支援を行います。 

 

 

（１）出会い・結婚への支援 
  

 

  
   

 

 ●出会いや、結婚活動に関する支援を行っていますが、少子化対策に歯止めがかからな

いことから、引き続き市内での定住の基礎となる結婚に向けた取組を進める必要があ

ります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
成婚数 本事業を介しての成婚数 29組 41組 

施策の

内容 
イベント参加者数 

センター主催のイベント

参加者 
98人 120人 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 １【結婚、子育て、教育】 

若者が安心して子育てができる環境をみんなでつくり、子どもたちがたくましく育つまち 

   

      

 

 
  

 

  

    

 ●結婚を希望される方に各種団体と連携しながら出会いの機会を提供し、成婚に向けサポー

トするとともに、結婚を機に定住に向けた経済的支援を行います。 

・県や各種団体との連携した結婚に関する相談やイベントの開催 

・新婚世帯の定住にむけた経済的支援 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 

具体的な取組 
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基本施策 １ 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援  

 

こども家庭センターを中心とした 

切れ目のない支援 
 

 

こども家庭センターの機能を生かし、妊娠・出産・子育て期まで切れ目のない支援と安心

して子育てできる環境づくりに努めます。 

 

 

（１）妊娠期から子育て期までの相談支援等の充実 
  

 

  
   

 

 ●妊娠期から子育て期まで、様々な専門職が連携し、切れ目のない支援を行うことで、

こどもの健やかな成長や子育てを通して親も育つ環境づくり、子育ての不安を解消で

きる環境づくりなどを進める必要があります。 

   

 

（２）子ども・子育て世帯の交流機会の充実 
  

 

  
   

 

 ●人間関係の希薄化と少子化等により、子育て家庭や子ども達が交流する機会が減少し

ていることなどから、身近な地域においてライフスタイルに応じた交流の場づくりが

必要となってきています。 

   

 

（３）妊娠準備期から高校卒業までの経済的支援の充実 
  

 

  
   

 

 ●妊娠期から高校卒業まで、国の基礎的支援に加え、経済的な支援の充実を行い、安心・

安全な子育て環境の整備を図る必要があります。 

   

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 １【結婚、子育て、教育】 

若者が安心して子育てができる環境をみんなでつくり、子どもたちがたくましく育つまち 

   

 
    

 

○第３次妙高市子ども・子育て支援事業計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●こども家庭センターを組織する母子保健と児童福祉の２つ部門が連携し、妊娠期から子育

て期まで面談や訪問など切れ目のない伴走型の支援を行います。また、子育て支援団体等

と連携し、子育てしやすい地域づくりを目指します。 

・妊娠期から気軽に相談できる体制づくりと伴走支援 

・SNS等を活用した子育てなどに関する情報発信の強化 

・子育て支援団体等の活動支援と育成 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●子どもたちの交流の場の確保や、NPO 法人等によるこども食堂の充実に向けた連携など、

地域人材を活用しながら地域で子育てを支え合う体制づくりを進めます。 

・子ども・子育て世帯の実態に応じた交流の場づくり 

・NPO法人等との連携による「子育て広場」「こども食堂」などの充実 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●不妊治療や、妊産婦から子育て期に加え、経済的負担が大きい義務教育以降にも経済的支

援を届け、安心・安全な子育て環境の整備を図ります。 

・不妊治療に対する経済的支援   ・出産に伴う宿泊費等の助成 

・妊産婦医療、出生から高校卒業までの医療費の無償化 

・園、小中学校の給食費の無償化  ・高校生の通学定期券購入に対する助成 

 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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（４）支援を必要とする子ども・家庭を支える環境づくり 
  

 

  
   

 

 ●配慮や支援が必要な子ども・若者・その家族は、精神的・経済的な不安や負担が大き

いことから、一人ひとりの状況に応じた支援が必要です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

出産・子育て支援の満足度 
子ども・子育て支援に関す

るアンケート回答割合 
83.1％ 85.0％以上 

この地域で子育てをして

いきたいと思っている人

の割合 

「この地域で今後も子育

てをしていきたいですか」

の保護者の回答 

96.6％ 100％ 

施策の

内容 

伴走型相談支援面談実施

率 

妊娠届出時、出生後の面談

の実施者数 
100％ 100％ 

地域の子育てサークルや

子育て支援機関を知って

いる人の割合 

「地域の子育てサークル

や子育て支援機関を知っ

ていますか」の3歳児保護

者の回答 

93.7％ 100％ 

こども食堂の参加者数 
ＮＰＯ法人主催のこども

食堂事業の延べ参加者数 
187人 200人 

出産・子育て支援の満足度

【再掲】 

子ども・子育て支援に関す

るアンケート回答割合 
83.1％ 85.0％以上 

この地域で子育てをして

いきたいと思っている人

の割合【再掲】 

「この地域で今後も子育

てをしていきたいですか」

の保護者の回答 

96.6％ 100％ 

ひばり園利用登録者数 ひばり園の実登録人数 92人 100人 

ひとり親就労支援事業利

用者数 

自立支援教育訓練給付金

と高等職業訓練促進給付

金の対象者数の合計 

0人 3人 

  

現状と課題 

施策の目標値 
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 ●子どもの発達、家庭環境、不登校等や引きこもりなどの問題などに対して、相談対応や経

済的支援を行います。 

・発達に特性のある子どもや保護者に対する相談支援と療育体制の支援の充実 

・子どもの権利擁護に関する市民等への学習機会の提供や理解の促進 

・関係機関との連携強化による、児童虐待やヤングケアラーの未然防止や早期発見 

・ひとり親家庭等に対する経済的支援 

・民間団体との連携や国・県の支援制度の活用 

 

   

 

  

 

  

具体的な取組 
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基本施策 １ 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援  

 
仕事と子育てを両立できる環境づくり  

 

保護者の就労形態の多様化などに対応し、働く保護者が安心して子育てできる環境づくり

に努めます。 

 

 

（１）保育・幼児教育の質の向上 
  

 

  
   

 

 ①園では、慢性的な保育士不足に加え、0～2歳児の入園増加等に対応するため、引き続

き人材の確保に努める必要があります。また、保育・幼児教育の維持・向上や受入体

制の強化に向け、保育士の資質向上や、ＩＣＴの活用などを図る必要があります。 

②生活習慣の多様化により、園児の肥満や痩せが増加していることから、保護者や園児

に対して生活や食習慣に対する教育が必要です。 

   

 

（２）保育・幼児教育施設の整備 
  

 

  
   

 

 ●こども園・保育園の老朽化やゼロカーボン等に対応するため、計画的な改修や、社会

環境の変化に対応した施設整備が必要です。 

   

 

（３）多様な子育て支援サービスの提供 
  

 

  
   

 

 ●共働き世帯や、核家族の増加により、子育てが多様化してきていることから、これら

のニーズに応じたきめ細やかなサービスの充実が求められています。 

   

  

主要施策 ３ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 １【結婚、子育て、教育】 

若者が安心して子育てができる環境をみんなでつくり、子どもたちがたくましく育つまち 

   

     

○第３次妙高市子ども・子育て支援事業計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①子どもの健やかな成長に資するため、人材の確保と、質の高い保育を提供します。 

・保育・幼児教育支援に係る人材の確保と資質向上に向けた研修の充実や保育士等の

資格取得に対する支援 

・ＩＣＴ活用による保育サービスの充実や事務の効率化 

・各園の特色を活かした「ほんもの教育」の推進 

②子どもの心と体の健康を維持するため、保護者や園児に対する生活習慣や食に関する教育

を推進します。 

・子どもの生活習慣や食に関する教育の推進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●園児が安心して活動できるよう、環境負荷軽減に配慮した計画的な施設改修を行うととも

に、園児数の変化に対応した適切な施設の利活用を進めます。 

・ゼロカーボン等に配慮した施設・設備の計画的な改修 

・園児数の推移に対応した施設の改修と利活用 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●急な病気や放課後等に家庭で保護者等が不在の子どもが、安全・安心に過ごせる場所の確

保を行う。 

・一時保育、病児・病後児保育などの充実 

・放課後児童クラブの充実 

 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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（４）地域ぐるみでの子育て支援 
  

 

  
   

 

 ●子育て家庭が、身近な地域で安心して子育てができるよう、切れ目ない子育て支援サ

ービスの提供に努めていますが、保護者の実態に合わせた質と量の確保が重要です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

家庭での子育てを活かし

支える保育・幼児教育の推

進 

園運営（園の役割遂行）に

対する満足度 
97％ 100％ 

施策の

内容 

保育・幼児教育の質向上の

ための受入体制の充実 

保育人材の確保 

（※正職員、フルタイム、

ひばり園正職員の計） 

78人 101人 

特色ある園活動 ほんもの教育の実施園数 ８園 ８園 

標準的な体格の園児の増

加 

園体格調査結果(3～5歳

児) 
94.31％ 95.0％以上 

安全・安心な保育・教育環

境の整備 

経年劣化やゼロカーボン

に対応した園舎等の整備 
５園 ７園 

病児・病後児保育室利用者

数 
年間延べ利用者数 435人 450人 

放課後児童クラブ利用者

数 

各クラブの年間利用児童

数の合計 
349人 350人 

ファミリー・サポート・セ

ンター会員数 

提供会員、依頼会員、両方

会員の合計 
914人 950人 

ファミリー・サポート・セ

ンター利用件数 
利用件数の合計 237件 300件 

  

現状と課題 

施策の目標値 
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 ●保護者の就労形態の多様化などに対応して、子育て世帯の相互支援などによる、きめ細や

かな子育て支援サービスの充実を図ります。 

・ファミリー・サポート・センターによる子育ての助け合い活動の推進 

・NPO等との連携による、「地域全体での子育て支援」に向けた意識啓発 

・地域での多様な世代間交流の場づくり 

 

   

 

  

 

  

具体的な取組 
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基本施策 ２ 魅力ある学校教育の推進  

 
「自己実現していく力」の育成  

 

子どもたちが自らの人生を切り拓き、たくましく生きていくための資質・能力の基礎的な

知識・技能や、それらを活用した思考力・判断力・表現力の向上と定着を図ります。 

 

 

（１）確かな学力の向上 
  

 

  
   

 

 ①学びの基礎となる読解力の育成や情報活用能力の向上、個別最適な学びや協働的な学

びの推進など、児童生徒の教育の質を高める必要があります。 

②プログラミング教育の推進などにより、超スマート社会を生き抜く土台となる学力の

定着を図る必要があります。 

   

 

（２）時代を生き抜く力の育成 
  

 

  
   

 

 ①英語力やコミュニケーション能力の習得のため、幼児期から小中学校まで連続性のあ

る外国語教育を推進するとともに、その成果と課題を明らかにして、小中学校の授業

改善等につなげる必要があります。 

②外国文化の相互理解を深めるため、姉妹都市との継続的な交流が求められています。 

③一人一人の児童生徒が、様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続

可能な社会の創り手となることができるようにする必要があります。 

   

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 １【結婚、子育て、教育】 

若者が安心して子育てができる環境をみんなでつくり、子どもたちがたくましく育つまち 

   

    

○第Ⅴ期妙高市総合教育基本計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①児童生徒が主体的に学ぶ授業づくりを推進するとともに、ＩＣＴの活用により、個別最適

な学びや協働的な学びを推進することで、授業や家庭学習の質を高め基礎学力の定着を図

ります。 

・指導主事による校内授業研究支援訪問の実施 

・クラウド型授業支援アプリやデジタルドリルの活用 

②民間企業や専門家と連携した指導により、プログラミング教育を推進します。 

・民間企業と連携したプログラミング教育の実践 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①ＡＬＴの配置や指導状況の検証により、実生活に役立つ英語力を育成するための授業の充

実を図り、英語力やコミュニケーション能力の向上を図ります。 

・園、小中学校まで一貫したＡＬＴの配置によるコミュニケーション能力の向上 

・指導主事（英語教育）の配置による授業改善や、英語検定の実施による基礎的な英

語力の向上 

②外国人観光客や国際姉妹都市との交流など、子どもたちが外国人と触れ合う場を多く提供

して、異文化を肌で感じる機会を拡大し、異文化理解の促進を図ります。 

・民間企業と連携し、放課後や夏期休業を利用した外国語活動や異文化理解への取組

の実施 

・姉妹都市ツェルマット等との交流によるグローバルマインドの醸成 

③子ども一人一人を主語にした授業づくり、学校づくりを促進し、豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手となるために必要な資質・能力を育成します。 

・妙高型イエナプラン教育の充実と発展 

・ＥＳＤの視点に立った「ほんもの教育」の推進 

・将来の働き方や生き方の学びを得る場の充実と起業家マインドの醸成 

 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 
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（３）地域と連携・協働による地域人材の育成 
  

 

  
   

 

 ①自分の地域の特色を知るために、地域や民間企業、来訪者等と連携しながら地域の自

然や文化、スポーツを学び、郷土愛を育む必要があります。 

②たくましく生きる力を育むため、学校と地域が力をあわせて特色ある教育を推進する

必要があります。 

   

 

（４）豊かな心と健やかな体の育成 
  

 

  
   

 

 ①社会の価値観が多様化する中、人間関係においても互いの違いや個性を認め合い、協

力し合い支え合おうとする心情や態度を育成する必要があります。 

②学校給食を通じた食文化の学習、地産地消・食育の推進を進める必要があります。ま

た、肥満傾向にある児童生徒について、早期の対策、予防が重要であるため、個々に

応じた適切な対応が必要になります。 

③いじめ発生防止と早期解消に向けて、教育委員会や学校、家庭や地域、関係機関との

一層の連携強化、協力体制づくりが必要になります。また、インターネットや SNS な

どのメディアの普及が著しい中、判断力が十分醸成されていない児童生徒がネットト

ラブルに遭遇する件数が増加していることから、情報モラル教育の更なる充実に努め

ていく必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

全国学力テストの正答

率 

教科、学校別で正答率

が全国平均を上回った

割合 

小学校:29％ 

中学校:67％ 

小学校:100％ 

中学校:100％ 

施策の

内容 

デジタルドリルの活用

率 

WAU率（週に1回以上デ

ジタルドリルを活用し

た児童生徒の割合） 

30％ 80％ 

  

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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 ①地域や民間企業と連携し、自然・文化・スポーツなどの体験学習を通じた郷土愛の醸成と、

来訪者との交流活動による多様性教育への理解の促進を図ります。 

・各学校の地域の特色や個性を活かした「ほんもの教育」の推進 

・民間企業・人材等の発掘と、教育活動への利活用の推進 

②自校のよさや特色とイエナプラン教育を融合した独自の教育システム・スタイルの構築を

推進するとともに、学校と地域住民が一体となった特色ある学校運営を進めます。 

・妙高型イエナプラン教育の充実と発展 

・コミュニティスクール制度を利用した教育活動の充実 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①人権意識を高め、自他の生命を尊重し共に生きようとする心と態度を育む授業や教育活動

の充実を促進します。 

・人権への意識を高め、差別や偏見を許さない態度を育てる部落問題学習の実践や、

自分とは異なる意見を守るもつ他者との対話を通じて、自己のより良い生き方を考

える「考え、議論する道徳」授業の実践 

・インクルーシブ教育システム構築の推進 

②子どもたちの健康な体を育むため、学校と家庭の連携により、基本的な生活習慣や望まし

い食習慣の定着を図ります。また、学校給食を通じて地域の食文化の学習や地産地消・食

育の推進を進めます。 

・肥満の状態が著しい児童生徒とその保護者に対して個別指導の強化 

③いじめの解消に向けて、初期段階での速やかな早期発見、早期対応を進めるため、定期的

ないじめ・不登校実態調査により、現状把握に努めるほか、いじめ防止講演会などを開催

し、予防啓発・早期発見に努めます。また、情報モラルやメディアの危険性の対応として、

児童生徒の自発的な行動を促すとともに、保護者に対してメディアの利便性に潜む危険性

や情報モラル、マナーについて指導・啓発を図ります。 

・不登校等の児童・生徒の早期復帰に向けた教育支援センターの設置や、スクールソ

ーシャルワーカーの配置、本人・保護者に寄り添った相談対応 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

妙高型イエナプラン教育

導入校数 

イエナプラン教育のエキ

スを取り入れ、新たな教育

システムを構築した学校

数 

１校 10校 

民間企業・地域人材等を活

用した教育活動数【再掲】 

年間で各小中学校が地域

の企業や人材を活用した

教育 

－ 50回 

部落問題学習の実施回数 

部落差別に関する授業を

年３回以上実施した学校

数 

？校 10校 

  

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 魅力ある学校教育の推進  

 
教育環境の整備・充実  

 

通学時の見守り、通学手段の確保、高等教育に機会提供のための就学支援を通じて、安心

して学習できる就学環境を整備するとともに、今後の児童生徒数を見据えた学校の適正配置、

施設の長寿命化への対応など、安心で快適な学習環境の確保を図ります。 

 

 

（１）学校施設の計画的な改修・整備と安全安心な教育環境の確立 
  

 

  
   

 

 ①施設の老朽化や環境、安全対策に配慮した計画的な改修に取り組む必要があります。 

②地域全体での児童生徒に対する見守り体制の強化や、安全安心なスクールバスの運行

が必要です。 

   

 

（２）子どもたちの学びの保障 
  

 

  
   

 

 ●進学の機会の提供や卒業後の U ターンを促進するため、奨学金制度の効果を検証し、

人口減少対策に寄与する制度とする必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

児童生徒が安全・安心に学

習できると感じている保

護者の割合 

保護者アンケートにおけ

る回答割合 
－ 80％以上 

施策の

内容 

長寿命化改修・大規模改造

工事の実施校数 

学校施設長寿命化計画に

基づく改修工事実施校数 
11校 11校 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 １【結婚、子育て、教育】 

若者が安心して子育てができる環境をみんなでつくり、子どもたちがたくましく育つまち 

   

 

  

○第３次妙高市子ども・子育て支援事業計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

○妙高市学校施設長寿命化計画 

（令和８年度～令和 12年度） 

○第Ⅴ期妙高市総合教育基本計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

○妙高市公共施設等総合管理計画 

（平成 27年度～令和７年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①長寿命化計画に基づき、学校施設の定期的な点検・診断を行い、その結果に基づき、計画

的な改修・改築等を実施し、長寿命化を図ります。 

・施設の経年劣化状況の把握と費用対効果等を見据えた計画的な改修工事や設備更

新 

②ニーズをふまえたスクールバスの運行と地域全体で児童生徒を見守る活動を進めます。 

・家庭や学校、地域、事業所などとの連携による通学時の見守り体制の維持・強化 

・効率的で安全安心なスクールバスの運行体制の確立 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●奨学金の貸与や私立高等学校費の助成を継続し、高等教育への就学機会の確保に努めま

す。また、若者のＵターンや地元定着の促進、人口減少の抑制につながる奨学金減免制度

の見直しを進めます。 

・Ｕターンや地元定着の促進につながる奨学金制度の検討 

・就学援助制度による経済的支援 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

児童生徒が安全・安心に学

習できると感じている保

護者の割合 

子ども・子育て支援に関す

るアンケートの回答割合 
79％ 80％ 

教育にかかる経済的負担

が軽減したと感じている

保護者の割合 

子ども・子育て支援に関す

るアンケートの回答割合 
80.4％ 85％ 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 １ 市民が主役のまちづくり  

 
持続可能な地域コミュニティの構築  

 

「自分たちの地域は、自分たちで守る」ということを地域づくりの基本に置き、地域と行

政がそれぞれの立場で役割を担い、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる持続可能な

地域コミュニティを構築します。 

 

 

（１）地域の自主性・主体性を尊重した地域運営組織の構築 
  

 

  
   

 

 ①住民一人ひとりが地域の将来を考え、地域の一員として自らの手で地域を守り、つく

るという自覚を持つよう意識改革を進めることが必要です。 

②単体の自治会だけでは解決できない課題に対応するため、自治会同士の連携のほかに、

従来の枠組みを超えた広い範囲の新たな仕組みとして「地域運営組織」の構築が必要

です。 

   

 

（２）地域を支える人材の発掘や育成支援 
  

 

  
   

 

 ●地域づくり活動の継続性と担い手を確保するため、活動の中心となる人材の確保と育

成が必要です。 

   

 

（３）自主財源確保に向けた支援 
  

 

  
   

 

 ●地域コミュニティの持続可能な地域運営を進めるため、収入（財源）の確保が必要で

す。 

   

 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

 
  

○妙高市地域コミュニティ振興指針 

（令和４年度～令和８年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①従来の地域運営は、家長など年配者が参画し決定することが多かったため、地域の若者や

女性などが参画し、自由に意見が言える話し合いの場づくりを支援します。 

・地域のことを知るために、地域づくりや地域運営についての勉強会の開催を支援 

・高校生などの若者の話し合いの場づくりと取組への支援 

②単体の組織では活動が困難になった部分を補完し合う地域コミュニティの推進を図りま

す。 

・地域が共同で自ら地域の将来ビジョンを考え、共有する場（座談会）を開催し、課

題解決する取組を支援 

・地域や市民活動団体等が取り組む自主的・主体的活動に対する財政的支援 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●地域課題の解決には、様々な世代の意見と協働が必要なことから、地域活動やイベントを

通じて、地域に住む若者や女性など多様な人材の掘り起こしや、育成を支援します。 

・地域を支える人材を育成するための研修会の開催 

・地域づくりに関する実践活動や先進的な取り組みに関する情報共有・交換の機会の

提供 

・地域支援員、地区担当職員による人的支援 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●地域コミュニティの新たな収入（財源）の確保に向け支援します。 

・コミュニティビジネス（小水力発電など）に関する調査や情報提供、起業などを支

援 
 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

地域運営組織の設立・運営

数 

地域住民が主体となり地

域の課題解決に向けた取

り組みを開始している組

織数 

４組織 ９組織 

施策の

内容 

全住民アンケート等、地域

の課題把握を行った地区

数 

地域課題を把握するため

に活動した地区数 
７地区 12地区 

地域づくりに関する研修

会等の開催数 

地域課題の把握、解決にむ

けた勉強会、座談会や先進

的な取組活動を実践して

いる地域、団体等の取組発

表会などの開催数 

13回 15回 

小水力発電に取り組む自

治組織数 

小水力発電事業に主体と

なって取り組む自治組織

数 

０組織 ２組織 

 

  

施策の目標値 
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基本施策 １ 市民が主役のまちづくり  

 
市民のまちづくりへの参画促進  

 

市民一人ひとりが地域や市政に関心を持ち、まちの課題を「自分事」としてとらえ、その

解決に向けた行動につながるよう、広報・広聴の充実したまちづくりを進めます。 

 

 

（１）市政への理解と参画を促進する広報の充実 
  

 

  
   

 

 ●市政情報については、市報やホームページ、SNSの活用などにより、市内外への情報発

信を行っています。市民の市政への参画を促進していくためには、多様な媒体を活用

して、戦略的に情報発信していく必要があります。そして、市民目線で分かりやすい

情報提供により、市民の行動変容につなげていく必要があります。 

   

 

（２）市民との信頼構築につながる広聴の充実 
  

 

  
   

 

 ●市長への手紙や市長とふれあいトークによる市民の意見・要望の把握、市の各種計画

等におけるパブリックコメントの実施、各種アンケート調査などにより、市民の声の

把握に努めています。市民のまちづくりへの関心、市への信頼度を高めていくには、

行政から一方的な情報発信だけでなく、さまざまな手法や機会を通じて市民や団体と

情報を共有し、市政運営に反映する双方向の仕組みづくりが求められています。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
広報に対する満足度 

アンケート調査での広

報に対する満足度（市

報、HP、SNSの平均値） 

39％ 80％ 

施策の

内容 

ホームページアクセス

数 

市ホームページの閲覧

数（全ページのプレビュ

ー数） 

2,385,953件 300万件 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

    

 

 

 
  

 

  

    

 ●市政への理解向上と参画促進のため、職員一人ひとりが市民の立場になった正確で親しみ

やすく、分かりやすい行政情報の発信に努めます。 

・戦略的な広報基本方針の策定 

・さまざまな広報媒体を活用した誰ひとり取り残さない情報発信の充実 

・市民による SNS等での妙高の魅力発信の実施 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●市政に対する市民の意見や提言を行財政運営に反映させるため、開かれた市政の実現に向

けて広聴活動を充実し、市民や団体と情報を共有し、市政運営に反映する双方向の仕組み

づくりを整備します。 

・パブリックコメント、市長への手紙、市長と市民の懇談会等の実施 

・ＬＩＮＥ等を活用したアンケートの実施 

・市民と行政がつながる双方向コミュニケーションの仕組みづくり 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

インスタグラムによる妙

高の情報発信数 

インスタグラムによる市

の情報発信数（#を活用し

た情報発信） 

1,500件 30,000件 

ふれあいトーク参加者数 
ふれあいトーク参加者数

（R4からR5の増加件数） 
201人 450人 

アンケートの回答率 
ＬＩＮＥ等で実施したア

ンケートの回答率 
11％ 30％ 

  

SDGｓ 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 豊かな心身をつくる環境づくり  

 
誰もが気軽に学べる環境づくり  

 

選択できる多様な学びを提供し、市民の主体的な生涯学習を推進することにより、ウェル

ビーイングの実現と、学びを通じた達成感や充実感を得ることが出来る社会を目指します。 

 

 

（１）共に学び、支え合う生涯学習の推進 
  

 

  
   

 

 ①より多くのかたから関心を持ってもらえるよう、魅力ある多様な生涯学習プログラム

の提供に努めることが必要です。 

②大人の学び直しを推進するなど、一人ひとりが生涯にわたり輝き活躍できる社会に向

けた仕組みづくりが必要です。 
   

 

（２）多様な学びを支える拠点施設の運営 
  

 

  
   

 

 ●生涯学習や市民活動の参加者が固定化、高齢化しているため、学びの拠点施設として

「新図書館等複合施設」を活用した、若者や子育て世代などの新たな参加者拡大を図

る必要があります。 

また、建設から年数が経過した社会教育施設（青少年学習施設、勤労者研修センター、

コミュニティセンターなど）について、時代に見合った設備や学習教材にリニューア

ルするほか、長寿命化に向けた予防保全などの計画的な改修を行います。 
   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
社会教育関係団体登録数 

社会教育関係団体の登録

団体数 
149団体 177団体 

施策の

内容 
生涯学習講座参加者数 

生涯学習講座「まなびの

杜」の受講者数 
287人 340人 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

   

○第Ⅳ期妙高市総合教育基本計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①選択できる多様かつ魅力的な学びを提供します。 

・選択できる多様な学びの提供 

②生涯活躍社会に向け、共に学び、支え合う生涯学習を推進します。 

・学びの成果を社会や地域に活かす地域活動人材制度の活用促進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●「知の拠点」・「生涯学習の拠点」・「交流の拠点」として「新図書館等複合施設」を活

用し、女性活躍や若者の定住・定着につながる郷土愛の醸成など、多様な切り口による学

びを提供し、女性、若者、子育て世代などの生涯学習への参加の拡大を図ります。 

・青少年学習施設（わくわくランドあらい）の学習・体験コーナーのリニューアル 

・勤労者研修センターなどの市民ニーズを捉えた改修計画の立案 

・新たな生涯学習拠点施設（新図書館等複合施設）の適切な運営 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

地域活動人材制度活用件

数 

地域活動人材制度の学校

や地域などにおける活用

件数 

1,140件 1,360件 

社会教育施設利用者数 
社会教育施設の年間延べ

利用者数 
157,182人 221,000人 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 豊かな心身をつくる環境づくり  

 
誰もが親しめるスポーツの推進  

 
スポーツ活動や健康づくりの実践を通じて運動習慣の定着化を図るとともに、幅広い市民

が競技スポーツから生涯スポーツまで、それぞれの目的やライフプランにあった活動を展開

できる環境づくりを進めます。 

 

 

（１）生涯スポーツの推進による運動習慣の定着 
  

 

  
   

 

 ●体育施設や各種スポーツ教室の利用者数が減少しており、誰でも取組みやすい運動機

会の提供と意識啓発により、運動習慣を定着することが必要です。 

   

 

（２）競技スポーツにおける選手育成と競技力向上 
  

 

  
   

 

 ●スポーツに取り組むジュニア選手が減少していることから、競技スポーツ人口の底辺

拡大に向けてスポーツに触れ合う機会の創出を図るとともに、スキー競技における選

手の育成、指導者の確保に対する支援が必要です。 

   

 

（３）多様で快適なスポーツ環境の整備 
  

 

  
   

 

 ①施設の老朽化が進んでいるため、施設・設備について利用状況や安全性を考慮した計

画的な改修・修繕が必要です。 

②中学校の休日の部活動が段階的に休止となることから、中学生の活動機会の場となる

地域クラブ活動の充実が必要です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
スポーツ実施率 

成人における週1回以上の

スポーツ・運動の実施率 
51.2％ 65％ 

施策の

内容 

スポーツ大会、教室の参加

者数 

市が主催するスポーツ大

会、教室の参加者数（会員

数） 

4,911人 5,200人 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

 
   

○第Ⅳ期妙高市総合教育基本計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●誰もが生涯の各ライフステージにわたって、それぞれの体力や年齢、目的に応じてスポー

ツや運動に親しむことができる機会を創出し、市民の運動習慣の定着を図ります 

・民間企業等と連携・協働したウォーキング等の推進による運動習慣の定着 

・新たなスポーツ機会の創出や、市内専門学校等と連携したアーバンスポーツの普及 

・スポーツ推進委員が主体となって行うユニバーサルスポーツの推進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●ジュニア層の競技人口を拡大し、競技スポーツに取り組む選手の育成と競技力向上を目指

します。 

・競技スポーツの選手育成と指導者確保 

・ジュニアスキー育成団体への支援と選手強化育成事業の実施 

・競技人口の底辺拡大に向けたトップアスリートによる体験会の開催 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①利用者が安全・安心で快適にスポーツを楽しめる施設の計画的な整備と適切な維持管理を

行います。 

・スポーツ施設の長寿命化と適切な管理運営 

②中学生の休日における地域クラブ活動の場の拡充に向けて、受入団体への支援を行いま

す。 

・指導者研修や指導者資格取得支援と中学生の受入体制の整備・充実 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

全国大会等の出場者数 

市民及び市出身者の全国

規模の各種スポーツ大会

出場者数 

94人 100人 

体育施設利用者数 
体育施設の年間延べ利用

者数 
254,783人 311,000人 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ３ 地域の文化・芸術の継承  

 
文化芸術施策の総合的な推進  

 
妙高市が育んできた文化芸術や歴史を活かした施策を市民総がかりで展開し、地域のさら

なる活性化や教育文化の向上を図ります。 

 

 

（１）多様な文化芸術活動の推進 
  

 

  
   

 

 ①文化芸術に対する社会の興味関心が低下し、活動人口が減少に向かっているため、市

民総がかりでの文化芸術の再興が必要となっています。 

②中学校の休日の部活動が段階的に休止となることから、中学生の活動機会の場となる

地域クラブ活動の充実が必要です。 

   

 

（２）歴史文化資料の保存と活用 
  

 

  
   

 

 ●市内に点在する歴史文化資料の収蔵公開施設が老朽化・陳腐化していることから、時

代のニーズにあった効果的な活用に向けて、施設の新規整備やリニューアルを進める

必要があります。 

   

 

（３）新たな視点による妙高市史の編さん 
  

 

  
   

 

 ●旧３市町村史が刊行されて以降、新たな歴史的発見や資料の増加が相次いでおり、そ

れぞれのあゆみを妙高市史として統合、整理し、妙高市の特徴や妙高市らしさを捉え

直すことが必要となっています。 
   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
文化施設等の来場者数 

道の歴史館・斐太歴史の

里・妙高芸術祭等の来場者

数 

41,029人 41,000人 

施策の

内容 
妙高芸術祭の出品点数 

四季彩芸術展・妙高市美術

展覧会の出品点数 
344点 350点 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

   

○妙高市歴史文化基本構想（平成 30年度～） 

○天然記念物天神社の大スギ保存活用計画 

（令和６年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①妙高芸術祭等の恒例行事の維持に加え、妙高の文化芸術の魅力や特色を活用するための体

制づくりと、子どもたちが気軽に参加できる文化芸術体験の場をつくります。また、文化

芸術活動の拠点施設の長寿命化に向けた大規模改修に取り組みます。 

・文化芸術の推進に向けた市民会議の設置と基本計画の策定 

・文化芸術団体との連携による体験型プログラムの提供 

・文化ホール・新井総合コミュニティセンターの大規模改修 

②中学生の休日における地域クラブ活動の場の拡充に向けて、受入団体への支援を行いま

す。 

・指導者研修や中学生の受入体制の整備・充実 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●地域とともに歴史文化資料の保存と活用に取り組むとともに、収蔵公開施設の新規整備や

既存施設のリニューアルを進め、見学者の興味や学校の学びに合わせたデジタルコンテン

ツの導入と体験要素の充実を図ります。 

・歴史文化資料収蔵公開施設の新規整備に向けた基本計画の策定 

・関川関所道の歴史館のリニューアル 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●妙高市の歴史文化の特徴や魅力を未来に伝えるために、従来の自治体史とは異なるテーマ

性を重視した市史編さんに取り組みます。 

・地域に埋もれた史資料を発掘するための集落調査の実施 

・妙高市史の編さんと市史（第１巻）の刊行 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

歴史文化資料の収蔵公開

施設の来館者数 

関川関所道の歴史館と斐

太歴史民俗資料館の来館

者数 

3,597人 4,000人 

妙高市史の刊行巻数 
妙高市史の刊行巻数（全４

巻） 
０巻 １巻 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ４ 多様性を認め合う社会の形成  

 
誰もが社会参加しやすい環境づくり  

 
市民一人ひとりの人権と多様性が尊重され、互いに認め合い、誰もがあらゆる差別を受け

ない、いきいきと暮らせる地域社会の実現を目指します。 
 

 

（１）人権教育、啓発活動の推進 
  

 

  
   

 

 ●（いじめや児童虐待等の）こどもの人権問題やインターネット上の人権侵害、障害の

ある人や外国人、性的マイノリティ等に対する不当な差別や偏見といった多様な人権

問題が依然として存在していることから、市民が互いを認め合い、尊重しあいながら

自分らしく生きることができる環境づくりが求められています。 

   

 

（２）ジェンダー平等の実現 
  

 

  
   

 

 ●男女共同参画に対する意識の浸透が図られている一方、職場や社会通念などの場面に

おいて、男性優遇と感じている人が一定割合います。 

   

 

（３）多文化共生の推進 
  

 

  
   

 

 ●インバウンド需要の高まりや労働力不足などにより、外国人移住者も多くなっており、

地域に居住する外国人の文化や生活習慣の違いなどから、地域住民との間のトラブル

等も発生しています。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

市民一人ひとりの人権

が尊重されていると感

じる市民の割合 

人権に関する市民意識

調査における回答の割

合 

69.6％ 75.0％以上 

施策の

内容 

人権講演会等への参加

者数 

市が実施した各種人権

講演会への参加者数 
433人 1,000人以上 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

 
    

 

○第４次妙高市人権教育・啓発推進基本計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

○第３次妙高市男女共同参画計画 

（令和２年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●「第４次人権教育・啓発推進基本計画」に基づき、各種人権課題や、新たな人権問題、偏

見解消に向け人権教育・啓発のための施策の実施に努めます。 

・幼少期からの一貫した人権教育・啓発等の充実 

・性的マイノリティ等の多様な人権問題に対する学びの機会確保や啓発による個人

の意識変革・行動変容の促進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●男女がともに活躍する社会の実現を推進するため、様々な方針決定過程への女性参画の拡

大を図ります。 

・企業や自治会などの役員への女性登用を推進するための訪問を実施 

・共育て・共働きなどに関する講演会の開催 

・女性活躍推進パネル展の開催 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●互いの文化や風習等の違いを理解し、地域で暮らすすべての人が多様な価値観を認め、互

いに支えあい、ともに地域づくりを進める「多文化共生社会」の実現を目指し、外国人な

らびに住民が安心して暮らせる環境づくりを推進します。 

・外国人支援協力員と地域と関係機関が連携した外国籍市民と住民との相互理解に

向けた支援 

・外国語による地域・生活情報の提供 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

市の審議会などにおける

女性登用率 

市が設置する審議会など

への女性の登用率 
30％ 35.4％ 

外国人支援協力員活動件

数 

市内外国人等に対し協力

員が支援した件数 
12件 100件 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ５ つながりの基盤づくり  

 
妙高ファン獲得につながる魅力発信の充実  

 

当市の地域資源が有する価値を一層高め、市の魅力をより国内外に広めることで、交流人

口の増加や関係人口・定住人口の創出・拡大を図ります。 

 

 

（１）情報・魅力発信の推進 
  

 

  
   

 

 ●自然や歴史文化等の魅力ある資源が数多く存在する中、単発的なプロモーションで完

結し、その効果も十分とは言えないことから、プロモーションにあたり、明確な考え

のもと、総合的かつ効果的な施策の組立を図りながら、市内外に対し、戦略的な発信

に努める必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

妙高ファン倶楽部の会員

数 

妙高ファン倶楽部の会

員数 
  

施策の

内容 

ホームページアクセス数 ホームページの閲覧数 2,385,953件 300万件 

インスタグラムによる妙

高の情報発信数 

インスタグラムによる

市の情報発信数（#を活

用した情報発信） 

1,500件 30,000件 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

     

 

 
  

 

  

    

 ●交流人口や関係人口の拡大に向け、豊かな自然環境や子育てや住まいなど妙高の 暮らし

の魅力発信など各課等の取組を横断的に結び付けた戦略的なプロモーションを展開しま

す。 

・各種データ等に基づいた実効性のあるプロモーションの推進 

・各種 SNS等を活用した、効果的な情報発信の強化 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 

具体的な取組 
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基本施策 ５ つながりの基盤づくり  

 
多様な主体との連携・協働  

 
不確実性が高まる社会に適応できる地域経営に向けて、広域的な自治体や民間企業・教育

機関等との連携を図りながら職員が能力を発揮し、効率的・効果的な行政サービスの提供が

できる取組を推進します。また、外部人材との関係性を構築することで、担い手が不足する

中でも活力のある地域経済を維持できるよう、市民や市内企業、都市部企業等誰もが挑戦で

きる環境を構築します。 

 

 

（１）国・自治体、民間企業、高等教育機関との連携の推進 
  

 

  
   

 

 ●限られた資源の中で、従来型の手法や職員増でのまちづくりは限界を迎えています。

職員それぞれが多様な主体と協働して課題解決ができる能力を身につけ、柔軟でスピ

ード感のある施策展開が課題となっています。 

   

 

（２）まちづくりを支える関係人口の創出 
  

 

  
   

 

 ●地域課題が多様化・深刻化していることから、首都圏企業等と市内企業等との交流促

進を図り、関係人口の創出・拡大と関係性の深化が必要です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

官民共創によって創出さ

れたプロジェクト数（通

算） 

外部人材等と連携して創

出されたプロジェクト数 
０件 ５件 

施策の

内容 

新たに自治体や民間企業・

教育機関等と連携した件

数 

新たに自治体や民間企業・

教育機関等と連携した件

数 

集計中 集計中 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

 

 

 

 
  

 

  

    

 ●国、県、近隣市町村との連携を強化しながら、それぞれのエリアの特性と役割に  応じ

た施策の展開を図るとともに、民間企業や教育機関等の新たな発想を行政施策に取り入れ

ることにより、更なる効率的・効果的な行政サービスの提供を行います。 

・国と連動した施策の推進 

・県や先進自治体、近隣自治体との連携 

・民間企業、高等学校や専門学校、大学との連携 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●テレワーク研修交流施設等を拠点とし、ワーケーションなどによる首都圏等からの新たな

人の流れを生み出し、市民や市内企業と多様な形で継続的に関わる「関係人口」の創出と、

ふるさと納税等を活用し妙高を応援してくれる「関係人口」の拡大を図ります。 

・地域内外での情報発信、交流イベント等の開催 

・地域課題解決などをテーマとした官民共創の推進 

・関係性を深化するための受け皿（体制）の整備と仕組みづくり 

・ふるさと納税、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

関係人口の数    

関係人口を活用した取組

数 
   

ふるさと納税（妙高山麓ゆ

め基金）寄附額 

妙高市を応援してくれる

寄附額 
約 2.8億円 ５億円 

  

SDGｓ 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ５ つながりの基盤づくり  

 
移住定住の促進  

 
妙高の魅力や移住定住支援制度などの情報発信と、更なる支援の充実により定住人口の増

加を目指します。また、市内の事業者を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、若い世代

の安定的な雇用環境等を確保しながら、市内事業者の人材不足を解消し、若い世代を中心と

した移住定住と市内の若者の流出抑制につなげます。 

 

 

（１）相談体制の充実・強化 
  

 

  
   

 

 ●移住支援員による総合的な相談支援により、住宅支援や空き家バンク、家賃補助など

住まいに関する支援などの制度を利用した転入者は増加傾向にある。今後は当市に実

際に訪れる機会の充実を図り、引続き移住定住の流れを促進していく必要があります。 

   

 

（２）空き家等の活用による多様な住まいの確保支援 
  

 

  
   

 

 ●地方移住は「環境の変化」や「移住へのイメージができない」などハードルが高いた

め、移住検討段階で、妙高での暮らしを肌で感じられる機会の提供とお試し住宅等の

施設の整備が必要です。 
   

 

（３）移住・定住を促進するための雇用の創出 
  

 

  
   

 

 ●若い世代の移住・定住を促進するためには、働く場が必要不可欠であることから、人

手不足が深刻化している市内事業者が連携し、雇用の場の創出を図る必要があります。 
   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

移住支援窓口を通じた移

住者数 

移住支援窓口を通じて市

外から移住した人数（平成

26年度からの累計） 

1,061人 1,700人 

施策の

内容 

移住・定住に関する相談件

数 

空き家バンクや定住等に

関する全般的な新規相談

件数 

380件 450件 

  

主要施策 ３ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ２【市民参画、地域コミュニティ、生涯学習、スポーツ、文化・芸術、 

人権、ジェンダー平等、多文化共生、行政経営】 

みんなが個性と能力を発揮し、地域社会を支えながら、つくるまち 

   

 
   

 

 

 
  

 

  

    

 ●移住検討者に寄り添った移住相談や各種支援制度の情報発信のほか、増加する外国人から

の相談に対応できる支援員を配置します。 

・住宅の確保に関する支援（住宅取得等支援、空き家バンク、家賃補助） 

・妙高に訪れる支援（空き家見学ツアー、ワーキングホリデー） 

・外国語が話せる移住支援員の配置 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●妙高での暮らしをよりイメージしやすくするため、お試し住宅や民間による若者向けシェ

アハウスの整備など移住検討者に向けた支援の充実を図ります。 

・お試し住宅等滞在施設の整備や、民間のシェアハウス等整備に対する支援 
 

   

 

 
  

 

  

    

 ●複数の仕事を組合せ、年間を通じて安定した雇用環境を創出しつつ、事業者のニーズにあ

った人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合の運営等を支援します。 

・特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営支援 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

移住促進受入れ施設整備 
移住促進受入れ施設の整

備件数 
０件 ３件 

特定地域づくり事業協同

組合員への職員のマッチ

ング割合 

特定地域づくり事業協同

組合の職員を同組合員へ

派遣している割合 

100％ 100％ 

組合員数 

特定地域づくり事業協同

組合に加入し、職員派遣を

受ける事業者数 

11事業者 15事業者 

  

SDGｓ 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 １ 市民主体の健康づくり  

 
健康づくりの推進  

 
「自分の健康は自分で守り、つくる」という意識を高め、市民が主体的に健康づくりに取

り組むことで、生活習慣病の発症及び重症化を予防し、健康寿命の延伸を目指します。また、

関係機関と連携した「生きる支援」により、誰もが自殺に追い込まれることのない社会を目

指します。 

 

 

（１）市民の主体的な健康づくりの推進 
  

 

  
   

 

 ①生活様式の多様化による食生活の変化や運動不足により、肥満、高血圧、糖尿病など

の生活習慣病を有する人が高い割合で推移していることから、主体的な健康づくり活

動の推進に取り組む必要があります。 

②自殺死亡率は国や県を上回っているため、市民が身近な人の変化に気づき、支え合う

意識の醸成に取り組む必要があります。 

   

 

（２）生活習慣病の発症・重症化予防とがんとの共生 
  

 

  
   

 

 ●生活習慣病を有する人が高い割合で推移している中、脳血管疾患や胃がん、大腸がん

などによる死亡比が全国平均に比べて高い状況となっていることから、健康診断・が

ん検診の受診を促す必要があるとともに、がん治療時の社会参加に向けた支援が求め

られています。また、多様な感染症の発生が懸念される中、罹患時の重症化を予防す

るためにも、生活習慣病及び肥満の予防・改善に取り組む必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

脳血管疾患

の標準化死

亡比の低下 

標準化死亡比が国平均

（100）を下回る（人口動

態統計） 

男性:105.5（R4） 

女性:122.0（R4） 

男性:100以下 

女性:100以下 

施策の

内容 

運動習慣者

の増加 

１日30分以上の軽く汗

をかく運動を週 2日以

上、かつ１年以上実施し

ている人の割合 

20-64 歳男性：35.1% 

20-64 歳女性：24.4% 

65 歳以上男性：44.4% 

65 歳以上女性：41.2% 

20-64 歳男性：38.0% 

20-64 歳女性：28.3% 

65 歳以上男性：47.0% 

65 歳以上女性：45.1% 

自殺死亡率

の減少 

人口10万人当たりの自

殺死亡者数 
22.0（R4） 20.0以下 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ３【健康、福祉】 

健康でいきいきと暮らすことができる、みんなで支え合って住み続けられるまち 

   

 
 

○妙高市すこやかライフプラン２１ 

（令和６年度～令和 17年度） 

○妙高市国民健康保険第３期保健事業実施計画

（データヘルス計画）・第４期特定健康診査等

実施計画 

（令和６年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①食生活改善推進委員の育成をはじめ、地域での健康づくり活動の支援を行うとともに、事

業所及び関係機関等と連携し、健康づくりに関する情報を発信します。また、民間企業の

支援を受け、運動習慣の定着に向けた取組を推進します。 

・地域での健康づくり活動の支援とバランスのよい食生活及び減塩の普及 

・民間企業等と連携した定期的なウォーキングなど運動機会の提供 

②こころの健康づくりとして、社会的・経済的な視点も含めた自殺対策の推進とネットワー

クの強化を図り、生きることの包括的な支援を推進します。 

・こころと命のネットワーク会議の開催と自殺予防のための啓発活動の実施 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●生活習慣病の重症化予防やがんの早期発見・早期治療のため、健康診断・がん検診の受診

率を向上させるとともに、かかりつけ医と連携した保健指導を強化します。また、フレイ

ルを予防するため、生活習慣病、低栄養及び口腔疾患の予防に取り組みます。がん治療と

社会参加の両立に向けては、医療用補正具等の購入費用を助成するとともに、治療に不安

を抱えるかたが孤立しないための支援を行います。 

・健(検)診の受診勧奨とハイリスク者への保健指導 

・フレイルを予防するため、生活習慣病、低栄養及び口腔疾患の予防の取組強化 

・医療用補正具購入費用の助成及び正しい知識の普及と理解促進等支援体制の構築 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

特定健康診

査受診率の

増加 

国保加入者のうち特定

健康診査を受診した人

の割合 

56.3％（R4） 60.0％以上 

特定保健指

導実施率の

増加 

国保加入者で特定保健

指導該当者のうち実際

に実施した人の割合 

50.8％（R4） 60.0％以上 

肥満者の割

合の減少 

健 診 受 診 者 の う ち

BMI25以上の人の割合 

20-60 歳代男性:29.8% 

40-60 歳代女性:22.4% 

20-60 歳代男性:29%未満 

40-60 歳代女性:20%未満 
  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 １ 市民主体の健康づくり  

 
地域医療体制の確保  

 

市民が安心して受けられる医療提供体制を維持するため公的病院等への支援を行うととも

に、上越医療圏域全体における持続可能な地域医療を支える体制づくりを進めます。また、

夜間休日の救急医療について、二次医療圏域での救急医療体制を維持します。 

 

 

（１）持続可能な医療提供体制の確保 
  

 

  
   

 

 ①医師確保が困難な中、市民が安心して医療や救急医療を受けることができる体制を維

持していくため、常勤医師の確保や病院運営を支援する必要があります。 

②上越医療圏域の病院間で連携や機能分担を行い、これまでの病院完結型から地域完結

型への医療提供体制の転換が求められています。また、これに伴い、市民に身近なか

かりつけ医である診療所機能の確保が重要であることから、医師確保に取り組んでい

く必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

上越地域の医療機関利

用率 

市民意識調査における

回答割合 
96.5％ 96.5％ 

施策の

内容 

市内病院数 市内病院数 ２病院 ２病院を維持 

市内病院の常勤医師数 市内病院の常勤医師数 12人 12人を維持 

市内病院の診療科目数 市内病院の診療科目数 16科目 16科目を維持 

市内診療所の数 市内診療所の数 ８か所 ８か所を維持 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ３【健康、福祉】 

健康でいきいきと暮らすことができる、みんなで支え合って住み続けられるまち 

   

 
 

 

 
  

 

  

    

 ①市内病院の医療提供体制を維持していくため、大学等関係機関と連携しながら医師確保に

取り組みます。また、救急医療体制については上越市や関係機関と連携しながら体制の確

保に努めます。 

・市内病院における医療提供体制に対する支援 

・医師確保に向けた要望活動等の取組の実施 

・夜間休日等の医療提供体制の確保 

②上越医療圏域における医療提供体制については、県や三市、医療機関による協議を進め、

持続可能な医療提供体制の構築を目指します。 

・上越地域における医療構想を踏まえた取組の推進 

・診療所の医師確保に向けた取組の実施 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 

具体的な取組 
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基本施策 ２ いつまでも住み続けられるまちの実現  

 
介護予防・高齢者福祉の充実  

 

高齢者のかたが、住み慣れた地域でその人らしい生き方を尊重され、安心して自立した生

活が送れるよう、関係者が連携・協働し、高齢者を支えるための体制づくりを進めます。 

 

 

（１）介護予防・元気づくりの推進 
  

 

  
   

 

 ①高齢者一人ひとりが、年齢を重ねても介護を必要とせず、自立した生活を送ることが

求められているため、虚弱高齢者の早期発見や生活習慣病予防と連動した介護予防・

認知症対策の取組を進める必要があります。 

②高齢者がこれまで培ってきた知識や技能を活かした活動が社会的な役割や生きがいづ

くりにつながることから、高齢者の居場所づくりなどに取り組くむ必要があります。 

   

 

（２）誰でも安心して暮らせる地域づくり 
  

 

  
   

 

 ●高齢者の生活を介護保険などの公的なサービスだけで支えることが難しくなってきて

おり、高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けるためには、住民同士が支

え合い、助け合いながら課題を解決していく仕組みづくりが必要です。 

   

 

（３）持続可能な介護サービスの提供 
  

 

  
   

 

 ①要介護者の状態やニーズに応じた介護サービスの提供や災害時等でも継続したサービ

スが必要となることから、人材確保や業務の効率化を進める必要があります。 

②高齢化が進むことに伴い介護保険制度の持続可能な運営と適切かつ公平な要介護認定

や介護給付の適正化を図る必要があります。 
   

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 ３【健康、福祉】 

健康でいきいきと暮らすことができる、みんなで支え合って住み続けられるまち 

   

   

○第９期妙高市高齢者福祉計画・介護保険事業

計画（令和６～８年度） 

○第４次妙高市地域福祉計画 

（令和３～７年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①虚弱高齢者を早期に把握し、訪問を行いながら適切なサービスにつなげるとともに、介護

予防のための地域の茶の間や出前講座の開催により、参加者の健康づくりや介護予防に対

する意識づけを行います。また、増加傾向にある高齢者の一人暮らしや高齢者のみ世帯の

見守り体制を強化します。 

・70歳、75歳、80歳、85歳への基本チェックリスト郵送調査の実施 

・地域の茶の間や出前講座への積極的な参加の呼びかけ 

・フレイルを予防するため、筋力向上など介護予防の取組の強化 

・介護予防サポーターや認知症キャラバン・メイトの育成 

②シルバー人材センターと連携しながら、高齢者の経験等を活かした活躍できる居場所づく

りを進めます。 

・空き公共施設や空き店舗などを活用し、元気で活躍できる場を充実 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●いつまでも住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、地域住民が中心となり、福祉

事業所や企業、各種団体など、地域の様々な社会資源とつながりながら、地域課題を住民

同士で解決していく仕組みを構築します。 

・地域住民が主体的に地域課題を解決していく生活支援体制（助け合い）の整備 

・社会福祉協議会等の関係機関と連携し、一人暮らし高齢者等に対する見守り支援を

再構築 

・高齢者等に対する権利擁護の理解を促進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①介護サービスを安定して提供するためには人材確保は喫緊の課題となっていることから、

介護事業所の人材確保に向けた支援を行います。 

・介護人材の採用促進を図るための支援 

②介護保険制度が持続可能な制度となるよう介護給付の適正化を図ります。 

・給付適正化を図るためのケアプラン点検等の実施 

 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
要介護認定率 

65歳以上人口における要

介護認定者数の割合（予測

される増加を抑制） 

19.2％ 
20.0％以下 

（予測値は

20.6％） 

施策の

内容 

介護予防等の出前講座の

参加者数（延べ人数） 

介護予防に資する出前講

座への参加者数（延べ人

数） 

639人 740人 

認知症高齢者の割合 
65歳以上に占める認知症

の割合（軽度者含む） 
16.8％ 16.0％ 

生きがいを持って活動し

ている高齢者数 

シルバー人材センターで

活動する会員数 
353人 420人 

地域の福祉的課題の解決

を検討している圏域数 

生活支援コーディネータ

ー及び生活支援協議体が

設置され、福祉的課題を検

討している圏域数 

１圏域 ４圏域 

介護人材確保等補助金を

活用し採用した職員数 

介護人材確保等補助金制

度を利用した採用人数（単

年度） 

０人 ８人 

ケアプラン等点検件数 

ケアプラン点検及び住宅

改修・福祉用具購入におけ

る現地調査件数 

６件 12件 

 

  

施策の目標値 
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基本施策 ２ いつまでも住み続けられるまちの実現  

 
障がい者福祉の充実  

 
障がい者（児）が、自分らしく、住み慣れた地域で安心して、暮らし続けられるよう様々

なニーズに応じた障がい福祉サービスの充実を図るとともに、障がいの理解を促進し、相互

に人格と個性を尊重し合い、地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

（１）障がいに対する理解と差別の解消 
  

 

  
   

 

 ①障がいに対する理解不足により、障がい者が不当な差別を受けることがあるため、障

がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、地域や関係団体と連携し、一層の広報、

啓発活動等が必要です。 

②聴覚障がい者が日常的に手話を使用しやすい環境づくりや、より多くの市民が様々な

機会で手話に触れ合える環境づくりを推進していくことが必要です。 
   

 

（２）一人ひとりに寄り添った障がい福祉サービスの充実 
  

 

  
   

 

 ●就労支援サービスの利用者数は増加傾向にありますが、自立に向けたサービスの提供

体制について、事業所と連携しながら支援内容を充実していく必要があります。また、

医療的ケアが必要な場合でも、市内できめ細やかな支援が受けられるよう体制の強化

が必要となっています。 

   

 

（３）雇用機会の充実 
  

 

  
   

 

 ●障がい者の工賃収入と障害年金では、生活していくための十分な収入が得られないこ

とから、関係機関と連携し、雇用機会の場の拡充と、障がい者に対する偏見等を払拭

できるよう企業等へ理解の促進を図る必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

障がい者のサービス利

用割合 

手帳保持者のうちサービス等利

用計画を作成した人数の割合 
25％ 27％ 

施策の

内容 

障がいを理由に差別や嫌

な思いをしたかたの割合 

障がい福祉計画の策定のた

めのアンケート調査結果 
25％ 15％ 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 



 

 
88 

 
目指すまちの姿 ３【健康、福祉】 

健康でいきいきと暮らすことができる、みんなで支え合って住み続けられるまち 

   

    

○第５期妙高市障がい者福祉計画 

（令和６～11年度） 

○第４次妙高市地域福祉計画 

（令和３～７年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①障がい者（児）への偏見や差別を解消し、正しい理解と認識を深めることができるよう、

関係機関と連携します。 

・障害者差別解消法の趣旨や重要性などについて広報・啓発活動の実施 

②手話言語条例で定める目的や理念に基づき、手話は言語としての普及啓発や意思疎通支援

の施策を推進するとともに、手話奉仕員の確保、育成を進めます。 

・各種講演会やイベント等を通じた手話言語の普及、啓発 

・手話奉仕員の確保と養成支援 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●障がい者（児）が、自らの選択により自分らしく生きることができるよう、個々の状況に

応じた日常活動と自立に向けた就労支援のサービスが提供できる体制の確保と充実を図

ります。また、医療的ケアが必要な場合についても多様なニーズを踏まえながら、必要な

サービスの提供体制を整備します。 

・障がい福祉サービスや地域生活支援事業の円滑な実施 

・支援が必要な障がい者（児）に対する日中活動の場の整備 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●ハローワークや就労支援施設、特別支援学校等の関係機関が連携し、障がい者の就労に向

けた支援体制をより一層強化します。また、市内事業所に対し、職場環境における障がい

者への合理的配慮の提供義務等について、周知・啓発に取り組みます。 

・就労支援関係機関と連携し、雇用機会確保と促進 

・雇用分野における障がいを理由とする差別的取扱いの禁止事項など、企業等への理

解促進を図る取組の実施 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

手話奉仕員者数 妙高市手話奉仕員認定者数 ４人 ６人 

障がい福祉事業所数 市内障がい福祉サービス事業所数 18事業所 20事業所 

市内就労支援施設利

用者の工賃月額 

市内の就労継続支援Ｂ型作業所の

工賃月額平均 
15,923円 19,000円以上 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 



 

 
89 

基本施策 ２ いつまでも住み続けられるまちの実現  

 
生活困窮者等の自立支援  

 

生活困窮者や生活保護受給者、ひきこもりのかたなどが経済的、社会的に自立できるよう、

相談支援や就労支援の充実を図ります。 
 

 

（１）生活困窮者等の就労支援と健康保持 
  

 

  
   

 

 ①生活困窮者及び就労可能な生活保護受給者の就労意欲は低いことから就労につながり

にくく、就職できても短期間で離職してしまうケースが多いため、自立支援に加え、

定着支援の強化が必要です。 

②生活保護受給者の健診（検診）受診率は低く、また、扶助費の約半分が医療扶助費で

あることから、健康管理の徹底が必要です。 

   

 

（２）ひきこもり等の社会参加と就労支援 
  

 

  
   

 

 ●ひきこもりのかたやその家族が不安を抱えていることか ら、民間の支援団体と連携

しながら、気軽に相談できる体制や環境づくりなど、ひきこもり状態や孤立から脱却

させる支援が必要です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
生活保護受給者の割合 

推計人口に対する生活保

護受給者の割合 
7.82％ 7.50％ 

施策の

内容 

就労支援による被保護者

の就労者数の割合 

支援対象者に対する就労

者数の割合（年度末） 
31.58％ 50％ 

  

主要施策 ３ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ３【健康、福祉】 

健康でいきいきと暮らすことができる、みんなで支え合って住み続けられるまち 

   

 
   

○第４次妙高市地域福祉計画 

（令和３～７年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①生活困窮者は生活保護の受給に至らないよう、また、生活保護受給者は早期に生活を再建

し、生活保護から脱却できるよう、経済的、社会的な自立に向け、就労を目指した支援を

行います。 

・就労相談と求職活動及び就労後の定着を目指した支援の実施 

②生活保護受給者の健診（検診）の受診勧奨を徹底し、生活習慣病の発症予防や重症化予防

に努め、医療扶助費の削減を図ります。 

・健康を保持するための受診勧奨の徹底 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●自立や社会参加を目指し、本人や家族の不安を解消できる相談体制の構築と充実を図りま

す。 

・ひきこもり支援にかかる民間団体との連携強化により、本人や家族に対する相談支

援体制の充実 

・ひきこもりのかたの居場所や気軽に相談できる場づくり 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

就労準備カウンセリング

の参加者数 

就労準備カウンセリング

の延べ参加者数 
60人 80人 

ひきこもり相談件数 
民間のひきこもり支援団

体への相談実人数 
８人 20人 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 １ 世界を視野に入れた観光地域づくり  

 
地域が一体となった観光地域づくりの実践  

 
妙高ならではの魅力を磨き上げ国内外に発信するとともに、地域の多様な事業者と一体と

なって、時代や市場ニーズに即したプロモーションやマーケティングを展開し、観光入込客

数と観光消費額の増加を図ります。 

 

 

（１）観光地域づくり団体との協働 
  

 

  
   

 

 ●市内観光を発展させる必要があるため、観光地域づくり法人である妙高ツーリズムマ

ネジメントが、地域の多様な事業者を巻き込み、地域で稼ぐ仕組みを作る必要があり

ます。 

   

 

（２）多様な地域資源を活かしたコンテンツの創出 
  

 

  
   

 

 ①妙高の魅力を活かした誘客を進める必要があることから、地域資源の磨き上げと、地

域資源を組み合わせた着地型・滞在型観光の充実を図る必要があります。 

②観光客の行動範囲の拡大とニーズの多様化に対応するため、地域の魅力ある観光資源

のネットワーク化を図り、長期滞在・周遊型観光を促進する必要があります。 

   

 

（３）観光施設の適切な管理及び維持 
  

 

  
   

 

 ●来訪者の満足度を高めるため、市が管理する遊歩道や公衆トイレなどの観光施設等の

機能強化や整備により適切な維持管理に努める必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

年間観光売上額 観光消費額 173憶円 206億円 

観光入込客数 観光入込客数 511万人 686万人 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ４【産業、交流】 

活力と魅力のある産業が育ち、にぎわいと交流が生まれるまち 

   

     

○第４次妙高市観光振興計画 

（令和７～11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●観光地経営の舵取り役となる妙高ツーリズムマネジメントと連携し、観光客のニーズを捉

えたサービスの企画開発や、域内の決済情報、統計データ等のビックデータを活用して、

地域で「稼ぐ」仕組みを作ります。 

・観光地域づくり法人と多様な事業者が一体となった観光地経営の推進 

・観光客のニーズを捉えたサービスの企画・販売 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①妙高ならではの地域資源の磨き上げを行うとともに、着地型・滞在型観光の充実を図り、

四季を通じて幅広い世代の誘客に取り組みます。 

・地域資源を活かした着地型・滞在型プログラムの磨き上げと開発 

②広域連携を強化し、各地域の観光資源をつなぐ魅力ある旅行商品の造成や各種ツーリズム

の構築による誘客の促進を図ります。 

・広域観光周遊ルートの造成 

・多様な周遊型観光商品の造成 

・サイクルツーリズムの推進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●観光客が安全・安心に施設を利用できるよう、必要な施設の改修を計画的に進め、満足度

の高い維持管理に努めます。 

・道の駅あらいのリニューアル 

・計画的な観光施設等の整備と維持管理 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

域内循環額 域内循環額 29億円 35億円 

旅行商品造成数 旅行商品造成数 ３個 10個以上 

観光施設等整備数 
計画期間内に整備した施

設数 
－ ５か所以上 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 １ 世界を視野に入れた観光地域づくり  

 
国際リゾートとしての受入環境の整備  

 

多様化するニーズに対応し、誰もが安心かつ快適に滞在できるような受入環境整備を強化

するとともに、環境負荷軽減により、地球に優しく持続可能で選ばれる国際観光都市の実現

を図ります。 

 

 

（１）わかりやすく利便性の高い滞在環境の整備 
  

 

  
   

 

 ●観光客のニーズが多様化していることから、キャッシュレス決済や Wi-Fi 環境、安定

的な二次交通の整備等、利便性向上を図る必要があります。 

   

 

（２）観光客・来訪客への安全確保 
  

 

  
   

 

 ●災害発生時における観光客や外国人に対する避難指示や情報提供の体制が整っていな

いことから、各宿泊所や観光施設において災害・感染症対策の体制・基盤整備が必要

です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
外国人観光宿泊者数 

外国人観光客の年間延べ

宿泊者数 
12万人 18万人 

施策の

内容 

ＤＸ対応の宿泊・交通事業

者数 

キャッシュレス決済等の

ＤＸ対応の宿泊・交通事業

者数 

集計中 集計中 

二次交通の路線数 二次交通の路線数 ２路線 ４路線 

緊急時対応に関する研修

の実施数 

市の観光施設における研

修の実施数 
１施設 ３施設 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ４【産業、交流】 

活力と魅力のある産業が育ち、にぎわいと交流が生まれるまち 

   

 
    

○第４次妙高市観光振興計画 

（令和７～11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●インバウンド誘客を推進するため、外国人観光客の視点に立った受入環境を整備します。 

・誰にでも分かりやすい情報発信と快適な滞在環境の充実 

・外国人対応の人材育成 

・交通事業者と連携した安定的な二次交通の確保 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●災害時や感染症の拡大防止に関する対応方法を整備や日頃からの実践をおこない、有事の

際に備えます。 

・災害・感染症に強い観光受入基盤の整備 

・緊急時対応に関する研修の実施 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 １ 世界を視野に入れた観光地域づくり  

 
戦略的なプロモーションの推進  

 

観光のスタイルや来訪者のニーズの多様化に対応するため、これまで蓄積した統計データ

等によりターゲットを的確に選定し、ニーズ等に対応した最も効果的・効率的な手法で戦略

的なプロモーションや情報発信に取り組みます。 

 

 

（１）ターゲットに伝わる情報発信の充実 
  

 

  
   

 

 ●訪れる方や目的も異なることから、過去のデータをもとにターゲットを絞り効率的な

情報発信を行うとともに、観光関係団体をはじめとした多様な団体や近隣自治体等の

広域連携を行い、誘客につなげる必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
観光入込客数 観光入込客数 511万人 686万人 

施策の

内容 

妙高ツーリズムマネジメ

ントホームページアクセ

ス数（年間） 

妙高ツーリズムマネジメ

ントホームページアクセ

ス数（年間） 

73万件 98万件 

  

主要施策 ３ 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ４【産業、交流】 

活力と魅力のある産業が育ち、にぎわいと交流が生まれるまち 

   

 
    

○第４次妙高市観光振興計画 

（令和７～11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●統計データなどのビックデータを利活用し、国や地域などのターゲットに応じた効果的な

情報発信やプロモーションを実施します。 

・観光関係団体と連携した海外現地でのプロモーションの実施 

・外国人観光客向けの二次元コードを活用したパンフレット等の作成 

・各種 SNS等を活用した、効果的な情報発信の強化 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 活力ある地域産業づくり  

 
市内事業者の維持発展と活気づくりへの支援  

 

市内事業所や関係団体等への支援を通じて、街なかの賑わい創出と地域経済の活性化を図

ります。 
 

 

（１）労働力確保に向けた支援 
  

 

  
   

 

 ●後継者不足等による廃業の増加が懸念されるため、事業承継や事業継続につながる支

援が必要です。 

   

 

（２）魅力ある賑わい活動の推進 
  

 

  
   

 

 ●街なかの活気が失われつつあるため、賑わい創出につながる取組への支援や、六十朝

市出店者の高齢化や出店数の減少を踏まえた今後の朝市の運営や在り方について検討

が必要です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
市内事業所数 

市税概要における法人市

民税の納税義務者数 
950事業所 

800事業所 

（予測値は

790事業所） 

施策の

内容 

人材確保に関する相談

件数 

市内事業所の事業主を含

む人材確保に関する相談

件数 

未実施 10事業所 

人材確保に関する対応

件数 

上記の相談件数に対する

対応件数 
未実施 ６事業所 

賑わいづくりイベント

の開催回数 

商工会議所・商工会、市民

団体等による賑わい創出

イベント 

５回 10回 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ４【産業、交流】 

活力と魅力のある産業が育ち、にぎわいと交流が生まれるまち 

   

 
  

 

 

 
  

 

  

    

 ●関係団体と連携し、事業承継や事業継続に対する相談や支援の充実を図ります。 

・事業承継や事業継続に対する各種支援制度の充実と活用促進 

・労働力確保に向けた市内事業所へのサポートの実施 

・外国人材受入事業所に対する支援 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●商店街等が行うイベントや、朝市などの露店管理等を通じて、街なかの賑わいを創出し、

地域経済の活性化を図ります。 

・関係団体との連携やイベントに対する支援 

・若者が発信するイベントへの支援 

・各種公共施設を活用したイベント開催への支援 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 活力ある地域産業づくり  

 
チャレンジできる環境づくりと働く場の創出  

 

起業を志す若者の挑戦を後押しするための各種支援制度を拡充するとともに、企業誘致等

を促進し、市内の雇用創出を図ります。 
 

 

（１）起業・就労に向けた支援と積極的な企業誘致の実施 
  

 

  
   

 

 ①地域経済の活性化や人口減少対策として雇用の場の創出は重要であることから、起業

に対する後押しと、企業進出につながる支援策を体系的に講じていく必要があります。 

②市の特産品や加工品等をブランド化し魅力発信していくため、モノづくりに対する支

援が必要です。 

③短時間勤務やテレワーク等、働き方が多様化していることから安心して働くことがで

きる魅力ある雇用環境づくりが必要です。 

④人材の確保が困難となってきていることから外国人を含めた労働力確保に対する支援

を行う必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
起業件数（累計） 

各種支援制度を活用した

起業者数 
５件 20件 

施策の

内容 

資格取得支援助成制度利

用件数 

助成金制度を活用し資格

を取得した件数 
25件 30件 

就労支援システム登録事

業者数 

就労支援システム登録事

業者数 
０事業者 50事業者 

外国人材受入件数 
支援制度を活用した受入

人数 
０人 30人 

創業者数 
起業創業セミナーに参加

した方の創業件数 
一人 10人 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ４【産業、交流】 

活力と魅力のある産業が育ち、にぎわいと交流が生まれるまち 

   

 
    

  

○妙高市創業支援等事業計画 

（令和７～16年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①起業に関する学習機会の提供や、起業・企業立地に対する支援の充実を図ります。 

・専門家や関係機関と連携した起業・創業支援 

・雇用の場の創出に向けた企業誘致の促進 

・スキルアップのため資格取得に対する支援 

②イメージアップとブランド化に繋がる商品開発を推進します。 

・関係団体との連携による市の魅力を活かしたブランディングの実施 

・商品開発の取組に対する支援 

③市内事業所における雇用環境の充実・改善への支援を行います。 

・就労支援システム（求人・求職ポータルサイト）の運用 

・労働力確保に向けた市内事業所へのサポートの実施 

④外国人労働者の雇用促進を支援することで、人材不足解消を図ります。 

・外国人材受入事業所に対する支援 

・市内事業所への助言、サポート等実施 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 活力ある地域産業づくり  

 
持続可能な農業の振興  

 
農業経営の安定化のため、需要に応じた農業生産と園芸拡大による複合経営を進めるとと

もに、ほ場整備や農業基盤整備、スマート農業推進等により農業生産活動の効率化を図りま

す。また持続可能な農業経営のため、多様な担い手の確保と育成、地域計画の推進による農

地の集積・集約化を進めるとともに、六次産業化や農産物の高付加価値化、環境に配慮した

農業の推進を図り、持続可能な農業振興を進めます。 

 

 

（１）持続可能な農業経営の推進 
  

 

  
   

 

 ①農業経営の安定化を図るため、引き続き需要に応じた農業生産と園芸拡大による複合

経営を進める必要があります。 

②担い手不足や耕作放棄地の発生が課題となっているため、地域計画を踏まえた農地の

集積・集約、外国人材活用を含む多様な担い手の確保に取り組む必要があります。 

③大規模ほ場整備等により農業生産基盤の強化を進めてきましたが、今後さらに ICT を

活用したスマート農業の推進により、農業生産活動の効率化・省力化を進める必要が

あります。 

   

 

（２）環境に配慮した持続可能な農業生産と農産物の高付加価値化の推進 
  

 

  
   

 

 ①地球温暖化対策や貴重な生態系の保全、資源循環の地域社会づくりをすすめるため、

化学農薬・化学肥料の使用量の低減を図るなど環境と調和した持続可能な農業を推進

する必要があります。  

②市内産農産物等の差別化を図るうえで消費者ニーズを捉えた農産物の生産や商品化に

取り組むとともに、消費者の地産地消への理解が必要となっています。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
農業産出額 

生産農業所得統計において推計し

た都道府県別農業産出額を農林業

センサス及び作物統計を用いて市

町村別に按分したもの 

2,410百万円 

(R4数値) 

2,410百万円 

(R4数値) 

施策の

内容 

主食用米の作

付面積 

水田収益力強化ビジョンにお

ける主食用米の作付面積 
1,515.96ha 1,515.96ha以下 

園芸作物の栽

培拡大面積 
園芸作物の栽培拡大支援面積 17.63a 111.5a 

  

主要施策 ３ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ４【産業、交流】 

活力と魅力のある産業が育ち、にぎわいと交流が生まれるまち 

   

 
    

○第５次妙高市農業・農村基本計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

○妙高市農業再生協議会水田収益力強化ビジョ

ン（毎年度） 

○地域計画（法定化された人・農地プラン） 

 

 
  

 

  

    

 ①需用に応じた妙高産米の生産と収益性の高い園芸作物の導入の拡大を推進します。 

・需用に応じた水稲・園芸作物の生産の推進と支援 

②地域計画を踏まえた農地の集積・集約と多様な担い手の確保・育成を進めるとともに、優

良農地の確保と耕作放棄地の発生抑制に取り組みます。 

・地域計画の推進による農地の集積・集約化 

・外国人材、半農半 X等の多様な人材の確保 

・農地・農業用施設の適切な保全管理への支援 

③ほ場整備等による農業生産基盤の強化と、スマート農業の推進による農業生産活動の効率

化・省力化に取り組みます。 

・ほ場整備の推進と農地・農業用施設の適切な維持管理 

・スマート農業導入による農業生産活動の効率化と経営規模拡大への支援 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①化学農薬・化学肥料の使用の低減や有機農業等、環境保全型農業を推進し、生産段階にお

ける環境負荷低減に取り組みます。 

・みどりの食料システム戦略に沿った低農薬、減農薬、有機栽培等の取組の推進 

②農産物の高付加価値化や六次産業化により収益の向上につながる取組を戦略的に実施し、

持続可能な農業経営を目指します。 

・農産物の高付加価値化や地産地消化の推進 

・地域資源を活用した新たな特産品づくりと地域活性化施設の活用 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

新規就農者の人数 
認定新規就農者、法人就農

者の人数（毎年度） 
５人 ５人 

環境保全型農業の取組面

積 

環境保全型農業直接支払

制度による取組面積 
68.01ha 115ha 

市内農産物直売所の年間

売上額 

市内直売所の売上額（ひだ

なん・とまと・みょうこう） 
集計中 集計中 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 



 

 
103 

基本施策 １ 災害に強いまちづくり  

 
防災対策の強化  

 
激甚化・頻発化する災害等から市民の生命と財産を守るため、市民や自主防災組織、行政、

関係機関が「自助」「共助」「公助」の役割を果たし、連携を深めることにより、災害に強い

まちづくりを目指します。 

 

 

（１）自主防災組織や関係機関との連携を強化（防災行動計画の導入） 
  

 

  
   

 

 ●近年、各地で自然災害が続き、市民の安全や安心に対する関心が高まっています。災

害に対応するためには、「自助」「共助」「公助」による取組の推進が重要であり、市

民や自主防災組織の防災意識の向上や発災時に迅速に行動するため、より実践的な訓

練を実施し、地域防災力の充実と強化を図っていく必要があります。 

   

 

（２）地域消防力の確保 
（消防団員の加入促進、活動内容及び消防団体制の見直し、 

消防施設や資機材の適正規模かつ計画的な更新） 
  

 

  
   

 

 ●地域における若年層の減少や訓練等に対する負担感の増加に伴い、消防団員の高年齢

化や団員数の減少が進行してきています。火災、災害等での活動（出動）や団員の安

全な活動が困難となることが懸念されることから、地域消防力の充実・強化を図って

いくことが必要です。 
   

 

（３）危機管理体制の向上 
  

 

  
   

 

 ●気候変動に伴う風水害の激甚化・頻発化や大規模地震等が懸念されているほか、国民

保護法に基づく国民保護措置や、新たな感染症など、重大な影響を及ぼす災害から市

民を守り、被害を最小限にとどめるための防災・減災対策が重要となっています。こ

のため、様々な災害等に対応できる危機管理体制を計画的に整備していく必要性が高

まっています。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

自主防災組織の実践的な

防災訓練の実施率 

自主防災組織による訓練

の実施状況 
70％ 100％ 

施策の

内容 

個人・家庭（自助）の防災

力の向上 

防災訓練や研修会の参加

状況 
1,200人 1,800人 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ５【安全・安心】 

自ら備え、みんなで助け合い、安全に安心して暮らせるまち 

   

   

○妙高市地域防災計画 

（平成 17年度～随時見直し） 

○妙高市国民保護計画 

（平成 19年度～随時見直し） 

 

 
  

 

  

    

 ●自主防災組織や関係機関と連携した訓練を強化するほか、市民一人ひとりの防災意識の高

揚を図ります。 

・災害時の情報伝達手段の多重化と、外国人支援体制の充実 

・ハザードマップを活用した防災啓発と災害時マイタイムライン策定の推進 

・自主防災組織や防災士会の体制整備と活動促進と円滑な指定避難所開設・運営に向

けた研修会・訓練の実施 

・避難行動要支援者の福祉・介護避難所での支援体制の強化 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●消防団員の確保に努めるとともに、処遇改善や地域の実態に即した組織再編の検討、消防

資機材や装備品の整備、実践的・効率的な訓練等の実施に取り組みます。 

・消防団活動に対する市民理解の促進と消防団員や機能別消防団員の確保と拡大 

・地域の実情に即した組織の再編    ・消防施設や資機材の適正規模かつ計画的な更新 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●災害発生時に地域住民や観光客等の迅速な避難ができる新たな防災拠点整備を進めると

ともに、ライフラインやインフラが被害を受けた場合にも、日常機能を維持できる機能及

び備蓄品を確保し、危機管理体制の向上を図ります。 

・道の駅あらいのリニューアルにあわせた防災機能の充実 

・ライフライン被害を想定した備蓄品等の整備 

・国、県、防災関係機関との連携体制強化や災害時の物資調達などの協力体制の強化

など災害時の応援及び受援体制の強化 

・ドローンを活用した物資輸送体制の確保    ・国民保護措置や様々な危機に対する備え 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

消防団員の充足率 
定員に占める在団員の充

足状況 
86.7％ 100％ 

防災協定数 
民間事業者との防災協定

の締結先数 
53件 60件 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 安全・安心な地域社会づくり  

 
安全な市民生活の確保  

 

犯罪や交通事故、公害、空き家問題等から市民を守るため、市民の意識啓発や地域と関係

機関の連携・協力のもと、被害等を未然に防ぐ施策の充実を図りながら、地域ぐるみで安全・

安心なまちづくりを目指します。 

 

 

（１）防犯力・防犯意識の向上 
  

 

  
   

 

 ●詐欺予兆電話や押し買いなどの被害を未然に防ぐために、適切な情報提供や、市民一

人ひとりへの意識啓発、地域全体で地域住民を守っていく取組の継続が必要です。 

   

 

（２）交通安全意識の高揚と安全対策の推進 
  

 

  
   

 

 ●事故全体に占める高齢者事故の割合が高いことから、高齢の歩行者・運転者の両方へ

意識啓発していく必要があります。 

   

 

（３）快適な生活環境の維持（公害の発生予防、環境保全の維持） 
  

 

  
   

 

 ●良好な環境保全や生活環境を保つため、関係機関と連携した監視、指導を継続してい

く必要があります。 

   

 

（４）空き家等の適正管理 
  

 

  
   

 

 ●空き家を適切に管理しないことにより倒壊等の危険や衛生面での環境悪化が生じる恐

れがあるため、今後も所有者等には、管理の徹底を促していく必要があります。 

   
  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 ５【安全・安心】 

自ら備え、みんなで助け合い、安全に安心して暮らせるまち 

   

 
   

○第５次妙高市犯罪のない安全・安心なまちづ

くり推進計画（令和７年度～令和 10年度） 

○第 11次妙高市交通安全計画 

（令和３年度～令和７年度） 

○妙高市空き家等対策計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●犯罪のない安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けた防犯対策を推進

します。 

・消費生活相談員や弁護士による相談体制の推進 

・関係機関と連携した防犯講座や広報活動の充実 

・高齢者世帯への通話録音装置の貸し出し 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●歩行者優先の交通安全意識の普及を図り、子どもや高齢者が安全で安心して暮らせるよう

交通安全対策を推進します。 

・交通安全指導所の開設や街頭立哨等の実施 

・園や学校、地域における交通安全教室の開催 

・高齢者の運転免許証の自主返納の促進 

・PTAや学校、関係機関による通学路合同点検を通じた交通安全対策施設等の整備 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●事業活動による公害の状況を監視し、立入調査等を通じて改善や予防に努めます。また、

快適な生活環境の意識向上や関係機関と連携し、苦情や通報の解消・解決に努めます。 

・河川水質等の監視測定の実施 

・起業との連携による指導及び監視測定の実施 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●空き家及び特定空き家の適正な管理に対する支援や、空き家の活用の促進に取り組みま

す。適切な管理をしない所有者には、必要に応じて、適切な管理を求め、指導していきま

す。 

・空き家の件数等の調査把握、特定空き家の認定調査 

・空き家の適正管理に係る活動支援や特定空き家の解体支援 

・空き家の利活用の促進 

 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

安全な市民生活の確

保に向けた施策の満

足度 

市民意識調査におけ

る回答の割合 
集計中 集計中 

施策の

内容 

刑法犯罪発生件数 
妙高警察署が把握し

ている市内発生件数 

117件 

R2～R4年度ま

での実績平均 

110件 

R6年度目標値

125件と実績値

を考慮 

交通事故発生件数 
妙高警察署が把握し

ている市内発生件数 23件（暦年） 15件（暦年） 

河川における BOD75％

基準値の達成度 

県・市が行う市内12 

箇所の水質測定の環

境基準達成 
100％ 100％ 

  

施策の目標値 
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基本施策 １ 人と自然が共生するまちづくり  

 
自然環境の保全と活用  

 
国立公園エリアをはじめ、里地・里山・里川の自然環境を官民一体で保全し、後世に引き

継ぐとともに、来訪者が増えれば増えるほど自然や地域が豊かになり、誰からも愛される地

域を目指します。 

水源涵養、CO2の削減など、森林の多面的機能が発揮できるよう適切に森林の管理・保全を

行うとともに、環境にやさしい資源として利活用を図り、自然と共生できるまちづくりを目

指します。 

電気柵の設置や緩衝帯整備など地域主体の鳥獣被害防止対策や地域と有害鳥獣捕獲従事者

との連携による捕獲活動を継続し、有害鳥獣被害の軽減を目指します。 

 

 

（１）官民共創による自然環境保全活動の推進 
  

 

  
   

 

 ①後世に引き継ぐ自然を守るため、自然環境を脅かす各種課題の解決に向けた保全活動

を継続していく必要があります。 

②絶滅が懸念されている国立公園妙高の象徴である火打山ライチョウが安定的に生息で

きる環境づくりを推進する必要があります。 

   

 

（２）持続可能な保護・利用の仕組みづくり 
  

 

  
   

 

 ●妙高の貴重な自然資源の「利用」を自然環境の「保護」と直結させる仕組みを確立す

る必要があります。 

   

 

（３）適切な森林整備と資源の利活用 
  

 

  
   

 

 ①管理が行き届かない民有林の適正な管理と木材価格の低迷等により余っている木材が

増加しているため、代替エネルギーや環境に配慮した素材などへの活用を検討してい

く必要があります。 

②市内沿道の雑木林は管理が行き届かず倒木の危険性や景観が阻害されていることから

適切な森林整備に取組む必要があります。 
   
  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

 

    

  

○妙高ビジョン 

（平成 27年８月～おおむね 10年間） 

○妙高山・火打山地域自然資産地域計画 

（令和２年３月１日～令和７年５月 31日） 

○国立公園保護・利用モデル（各々） 

○新潟県地域森林計画 

（令和３年４月１日～令和 13年３月 31日） 

○妙高市森林整備計画 

（令和３年４月１日～令和 13年３月 31日） 

○妙高市鳥獣被害防止計画 

（令和６年度～令和８年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①妙高の自然環境を官民一体で保全するため、生命地域妙高環境会議の取組強化のほか、環

境サポーターズの拡充と活用、妙高高原ビジターセンターでの情報発信の拡充を図り、国

立公園をはじめとした市域全体の自然資源の磨き上げを図ります。 

・利用者参加型のボランティア活動の充実 

・妙高高原ビジターセンターの活用による情報発信 

②有識者との連携により高山帯における植生保全の手法を検討し、ライチョウが棲み続けら

れる環境保全活動の推進を図ります。 

・ライチョウ保護対策（生息地回復事業）の実施 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●登山道の整備や貴重な動植物の保護などにより自然資源の利用を促すとともに、十分な保

護を実現するため、利用者が利用料を寄附する仕組みを構築し、利用者自身が自然環境を

守る意識の改革を進めます。 

・利用（登山者）を増やす取組の強化 

・入域料（登山者の協力金）などの利用者負担を求める取組 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①国・県・市の森林にかかる支援事業を活用し、森林所有者や林業経営体や地域等と連携し

た適切な森林整備並びに管理と代替エネルギーや環境にやさしい素材として木材の利活

用に向けた調査研究を進めます。 

・木材の利活用に向けた調査研究 

②森林環境譲与税を活用し、市内沿道の雑木林を伐採、間伐して通行の安全性の確保及び、

眺望景観の確保と森林機能の保全強化を図ります。 

・関係者と連携した森林整備の促進と森林資源活用の検討 

 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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（４）地域のニーズに合った鳥獣被害対策の推進 
  

 

  
   

 

 ●地域主体の鳥獣被害防止対策と、専門員・実施隊との連携による捕獲活動の継続する

必要があります。また、持続可能な鳥獣対策のため、担い手の育成に向けて銃やわな

の新規所持免許取得者を確保していく必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

国立公園利用者数 
国立公園内の利用施設

を利用した者の数 
1,551千人 1,800千人 

森林整備面積 
森林整備面積 

※市以外の分収造林も

含む 

55.36ha 219.6ha 

施策の

内容 

登山道整備員の人数 登山道整備員の人数 ７人 10人 

クラウドファンディン

グの寄付額の達成率 

目標金額に対する寄付

額の割合 

目標金額140

万円 

176％ 

100％以上 

環境サポーターズの登

録者数 

環境サポーターズの登

録者数 

380人 

17社 

400人 

25社 

入域料の金額 
自然環境保全協力金の

額 4,860,000円 50,000,000円 

火打山の登山者数 火打山の登山者数 12,610人 15,000人 

森林整備面積 
森林整備面積 

※市以外の分収造林も

含む 

55.36ha 219.6ha 

イノシシの捕獲数 イノシシの捕獲数 70頭 200頭 

人身被害件数 人身被害の件数 ０件 ０件 

  

現状と課題 

施策の目標値 
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 ●自ら地域の被害を防ぐという主体的な意識のもとで対策を実施し、被害防止に努めるとと

もに、有害鳥獣捕獲の新たな担い手の確保に取り組みます。 

・有害鳥獣被害防止対策（電気柵の設置、緩衝帯の整備等）の推進 

・地域と専門員・実施隊との連携による捕獲活動 

・狩猟免許取得等の支援による有害鳥獣捕獲に携わる従事者の確保 

 

   

 

  

 

  

具体的な取組 
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基本施策 ２ 環境にやさしいまちづくり  

 
循環型社会の形成  

 
ごみの減量・分別の徹底と３Ｒの推進により、資源循環型社会の構築を図るとともに、廃

棄物処理施設の適正な維持管理により施設の延命化に努めます。 

 

 

（１）ごみの減量化・資源の再利用（３Ｒの推進） 
  

 

  
   

 

 ●一人当たりの焼却処理量が削減目標に達していないことから、更なるごみの減量化・

資源化を図る必要があります。 

   

 

（２）環境保全に関する意識の向上 
  

 

  
   

 

 ●不法投棄を増やさせないために、地域の不法投棄監視員と協力連携を図りながら巡回

パトロールを強化する必要があります。 
   

 

（３）環境美化活動の推進 
  

 

  
   

 

 ●地域の自然環境保持、環境美化活動の推進を図るため、クリーンパートナー登録団体

数を増やしていく必要があります。 
   

 

（４）廃棄物処理施設の適正な維持管理 
  

 

  
   

 

 ●最終処分場の埋立量を見据える中で、今後の方向性やあり方を検討する必要がありま

す。また、あらい再資源センターの受入体制や受入量を見据え、更なるリサイクルを

展開するうえで、今後のあり方や方向性を検討する必要があります。 
   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

家庭系可燃ごみ一人１

日あたり排出量 

家庭から発生した燃えるごみ

の一人１日当たりの排出量 
480ｇ 432ｇ 

施策の

内容 

資源化率 
一般廃棄物総量のうち資源化

された量の割合 
32.7％ 33.0％ 

不法放棄新規発見個所

数 

不法投棄が新規に発見された

個所数 25か所 23か所 
  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

 
   

○一般廃棄物処理基本計画 

（平成 28年度～令和７年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●資源循環型社会の構築を図るため、様々な機会を通じて市民や事業所の意識啓発と、ごみ

減量・分別と３Ｒを推進し、ごみの減量化・資源化を図ります。 

・市報や㏋、SNS、ごみ減量説明会等を通じたごみ発生の抑制 

・生ごみの減量化を図るためキエーロ、コンポストの普及啓発と推進 

・ガイドブックの充実によるプラ製品やプラ製容器包装の分別の徹底 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●監視体制の強化やパトロール活動の強化により不法投棄防止対策の徹底と活動の見える

化による不法投棄の抑制に努めます。 

・地域での監視体制の強化    ・不法投棄監視員によるパトロール活動の強化 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●活動紹介などにより、広く周知することで登録団体を増やし、官民協働による継続的な環

境美化活動の推進を図ります。 

・登録団体によるクリーンパートナーの推進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●最終処分場と再資源センターのあり方について検討を行います。 

・長期的な施設利用、事業展開を行い最適な処分方法の検討 

・安全で適正な維持管理と将来に向けた方向性の検討 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

クリーンパートナー活動

団体数 

クリーンパートナー活動

団体数 
27団体 30団体 

妙高高原最終処分場年間

埋立量 

第3次基本計画の数値が確定していま

せん。確定後修正します。7月予定 
1,078㎥ 1,050㎥ 

あらい再資源センター受

入量 

第3次基本計画の数値が確定していま

せん。確定後修正します。7月予定 
541ｔ 555ｔ 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ２ 環境にやさしいまちづくり  

 
脱炭素社会の構築  

 

二酸化炭素排出量実質ゼロに向け、公共施設における省エネ活動、再エネ設備の導入など

を率先して進めるとともに、市民や事業者等の主体的な取組を促進するための環境学習や支

援制度を通じて、官民連携の取組構築・展開による脱炭素化を推進します。 

 

 

（１）公共施設の脱炭素化 
  

 

  
   

 

 ①公共施設における地球温暖化対策を実践するため、高効率設備への転換や再生可能エ

ネルギーの導入など、公共施設の抜本的な改修を進めていく必要があります。 

②公共施設への太陽光発電設備について豪雪地帯でも設置可能な設備について検討して

いく必要があります。 

③車両をＥＶ車にシフトする動きが高まっていますが、豪雪地域に適合する４ＷＤの車

種が少なく、また、高額のため導入が進んでいませんが、ＳＤＧｓを推進する妙高市

において、自治体から率先して導入していく必要があります。 
   

 

（２）環境学習の推進 
  

 

  
   

 

 ●市民の環境に対する意識醸成のため、環境教育や小学生に対する体験活動を通じた環

境学習などの機会を提供し、地球温暖化対策や環境保全の重要性についての理解を深

める必要があります。 
   

 

（３）住宅・事業所への省エネ化・再エネ導入の推進 
  

 

  
   

 

 ●市民や事業所に対して省エネの取組の普及啓発と実践を促していくとともに、地域特

性を生かした再エネ導入を推進する必要があります。 

   

 

（４）再エネ事業者への支援と地域活性化策の推進 
  

 

  
   

 

 ●地熱発電や小水力発電など民間による発電事業等の実現に向け、地域との調整などの

側面的支援を行うとともに、地元への供給（電力の地産地消）につなげるよう検討す

る必要があります。 
   
  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 
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目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

 
    

○妙高市環境基本計画 

（令和４年度～令和 12年度） 

○妙高市ゼロカーボン実行計画 

（令和４年度～令和 12年度） 

○妙高市役所地球温暖化対策実行計画 

（令和４年度～令和７年度） 

 

 
  

 

  

    

 ①公共施設照明のＬＥＤ化を実施します。 

・リース方式による公共施設の照明設備のＬＥＤ化 

②公共施設への太陽光発電設備の設置を検討します。 

・豪雪地帯における太陽光発電設備の設置検討 

③庁用車のＥⅤ化率を高めます。 

・ＥⅤ車両への切り替えと適正台数への見直し 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●関係機関などと連携し、地球温暖化や自然環境の保全などの環境教育の機会を提供し、ゼ

ロカーボンや自然環境保全の重要性についての理解を深めます。 

・市民への環境教育、環境学習の実施 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●市民、事業者、市が連携しながら、ゼロカーボンの推進と持続可能な脱炭素型地域の実現

に向けて地域特性を生かした再エネの導入や市民や事業者が主体的に行動できる省エネ

の取組の推進を図ります。 

・ゼロカーボン推進に寄与する住宅への支援 

・住宅、ゼロカーボンチャレンジ事業所への再エネ設備の導入支援 

・広報紙や HP、SNSを活用した省エネの取組の普及啓発と推進 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●高いポテンシャルを有している地熱資源の有効活用のほか、豊富な水資源の活用や太陽光

エネルギーの導入に向け、民間事業者との連携を図ります。 

・民間事業者によるエネルギー事業の実現に向けた支援 

 

   

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

妙高市の CO2 排出量の

削減率 

2013年度比CO2排出量

削減率 

21％ 

（R3実績；

299千トン） 

47％ 

（200千トン） 

公共施設からの温室効

果ガスの削減 

2013 年 比 50 ％ 削 減

（2030年:R12） 
集計中 4,578.8ｔ 

R12 

施策の

内容 

公共施設の照明のＬＥ

Ｄ化実施率 

77公共施設の照明のＬ

ＥＤ化実施率 
０％ 100％ 

公共施設への太陽光発

電設備の導入数 

太陽光発電設備を設置

した公共施設の数 ７施設 10施設 

庁用車のＥＶ化率 
庁用車におけるＥＶ車

両の割合（1台/163台） 0.6％ 2.5％ 

環境学習の実施校数 
市内小学校での環境学

習の実施校数 ５校 ７校 

住宅における雪国型太

陽光発電設備導入件数 

市内住宅における導入

件数 ０件 130件 

事業所における雪国型

太陽光発電設備導入件

数 

市内事業所における導

入件数 ０件 37件 

公共施設における再生

可能エネルギー設備導

入件数 

公共施設における導入

件数 ７件 26件 

  

施策の目標値 
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基本施策 ３ 安全で快適な都市基盤づくり  

 
居住・都市機能の適正立地の促進  

 

少子高齢化社会にあっても、市民が安心して快適に暮らせるよう、市街地に魅力ある商業

空間の形成や多世代による交流の創出などにより、利便性の高いコンパクトなまちづくりを

進めます。 

 

 

（１）市街地への都市機能と居住人口の誘導 
  

 

  
   

 

 ●中心市街地の人口密度の低下や賑わいが減少しているため、市街地の中心拠点に日常

生活に必要な都市機能を維持・確保する必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

都市機能・居住誘導区域内

の人口密度 

都市機能や居住の誘導を

図る区域の人口密度 
22.1人/ha 22.1人/ha 

施策の

内容 

都市機能施設の誘導件数 

都市機能施設（統合園、図

書館、子育て支援施設、商

業施設等）の誘導件数 

１件 ４件以上 

中心市街地の歩行者・二輪

車交通量 

上町、中町、下町、栄町、

朝日町の歩行者と二輪車

の交通量 

交通量調査

実施なし 
（新図書館等

複合施設の完

成後に交通量

調査を実施予

定） 

1,100人/日 

以上 

  

主要施策 １ 

施策の方向性 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

 
   

○妙高市都市計画マスタープラン 

（平成 23年度～令和 12年度） 

○妙高市立地適正化計画 

（令和元年度～令和 12年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●市街地での生活における、安心で快適な生活環境の維持と、賑わいの創出や空洞化の解消

に向けた、都市機能と居住人口の誘導を図ります。 

・中心市街地活性化による多世代交流の創出 

・居住誘導区域への居住人口の誘導 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 
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基本施策 ３ 安全で快適な都市基盤づくり  

 
地域公共交通の確保  

 

地域住民の生活とともに、観光などのインフラストラクチャーとして重要な役割を果たし

ている公共交通の確保に努めます。 

 

 

（１）誰もが使いやすく利便性の高い地域公共交通網の整備 

（バス・乗合タクシー） 
  

 

  
   

 

 ●持続可能な公共交通網の構築に向けて、効率性と利便性を損なわないバス・乗合タク

シーの運行形態に見直しや転換する必要が必要です。 

   

 

（２）地域間や市外への移動手段としての公共交通の確保（鉄道） 
  

 

  
   

 

 ●利用者の減少など、厳しい経営環境にあるえちごトキめき鉄道の安定経営に向け、利

用促進と利便性向上に向けた支援を継続する必要があります。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

公共交通利用圏域の

維持 

300m以内にバス・乗合

タクシーの停留所が

ある自治会のカバー

率 

96％ 
(182／189 自治会) 

96％ 

施策の

内容 

市営バスの１日あた

りの平均乗車人員 

現在運行中の７路線

での算出 

60,000人 

 

53,400人以上 

 

コミュニティバスの

１日あたりの平均乗

車人員 

生活交通手段として

人口減少率以内に利

用率を保つ 

9,600人 

 

8,544人以上 

 

市民一人あたりの年

間鉄道利用回数 

市民一人あたりの年

間鉄道利用回数 
15.4回 

※Ｒ４年度末実績 
16回 

  

主要施策 ２ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

    

○妙高市地域公共交通計画 

（令和７年度～令和 11年度） 

 

 

  

 

  

    

 ●妙高市地域公共交通（計画期間：R7～R11 年度）に沿って、利用者の利便性の向上と運行

形態の効率化に重点をおいて、公共交通の確保維持を進めていきます。 

・鉄道との乗継ぎなど公共交通機関相互の調整・見直し 

・ライドシェアなど新たな運行形態の検討 

・地域の実情に応じた効率的な運行への転換 

・ＡＩデマンド乗合タクシー「チョイソコみょうこう」の運行維持 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●沿線市等との連携による利用促進と駅利用者の安全確保・利便性向上を推進するほか、老

朽化が進む設備や施設の更新について支援のあり方を検討・要望していきます。 

・安定経営に向けた支援 

・沿線市等との連携による利用促進 

・駅利用者の安全確保と利便性向上に向けた支援 

・大規模設備や施設の更新に対する支援の検討 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ３ 安全で快適な都市基盤づくり  

 
道路ネットワークの強靱化  

 

市民生活の安全・安心を支える幹線道路ネットワークの機能強化を図るとともに、地域特

性や道路利用者ニーズなどを考慮した計画的な道路の整備と、修繕や適正な維持管理により、

災害に強く安全で強靱な生活道路網の確保を目指します。 

 

 

（１）幹線道路の整備促進 
  

 

  
   

 

 ●幹線道路は、災害時における地域の孤立を防ぎ、救助・救援活動や生活復興の基盤と

なる「命の道」として、非常に重要な役割をもつため、国土強靱化に向けた広域的な

道路ネットワークの整備が必要です。 
   

 

（２）生活道路網の計画的な整備と道路施設の適正な維持管理 
  

 

  
   

 

 ①利便性が悪い生活道路は、緊急車両の通行や機械除雪の作業に支障をきたしているた

め、計画的な整備が必要です。 

②安心・安全な道路網を確保するため、老朽化している道路や橋梁は、予防保全など適

正な維持管理による長寿命化が必要です。 

   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
市道整備率 

総延長に対し整備した割

合 
57.5％ 57.8％ 

施策の

内容 

国道 292号整備率 
改良計画延長に対し整備

した割合 
57.7％ 66.2％ 

都市計画道路石塚町学校

町線整備率 

整備計画延長に対し整備

した割合 
63.3％ 87.7％ 

橋梁修繕率 
修繕必要橋梁数に対し修

繕した割合 
５％ 70％ 

  

主要施策 ３ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 



 

 
124 

 
目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

 
  

○妙高市橋梁長寿命化修繕計画 

（令和６年度～令和 10年度） 

○妙高市都市計画マスタープラン 

（平成 23年度～令和 12年度） 

 

 
  

 

  

    

 ●関係機関との連携により利用者の利便性が高く、災害に強い道路ネットワークの整備と幹

線道路の整備を促進します。 

・関係機関と連携した幹線道路の早期整備 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①地域特性や道路利用者ニーズなどを考慮しつつ、幅員が狭い箇所、見通しの悪い箇所、除

雪が困難な箇所などの改善を図り、高齢化に対応したきめ細やかで計画的な生活道路網を

整備します。 

・通行に支障のある道路の解消 

②将来にわたって市民が安全に安心して通行できるよう、適正な維持管理及び計画的な改修

や長寿命化を図るとともに、社会情勢の変化に応じて市道の廃止なども検討します。 

・道路及び橋梁の計画的な予防保全修繕による長寿命化 

・長森橋架け替えによる主要幹線道路のネットワークの健全化 

・地域の実情や利用状況に応じた市道の廃止や橋梁の集約・撤去の検討 

 

   

 

  

 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 



 

 
125 

基本施策 ３ 安全で快適な都市基盤づくり  

 
雪に強いまちづくりの推進  

 
冬期間の安全な道路交通を確保するため、持続可能な除雪体制を構築するとともに、雪処

理に困らない快適な居住環境の確保を図り、豪雪地域でも安全・安心に暮らし続けられるま

ちを目指します。 

 

 

（１）ＩＣＴを活用した除雪作業の省力化と持続可能な除雪体制の構築 
  

 

  
   

 

 ●除雪における自助、共助、公助の基本的な役割分担が年々難しくなってきていること

から、地域・除雪業者、関係  機関と連携し、それぞれの役割を検証しながら持続

可能な除雪体制の構築を進める必要があります。 

   

 

（２）克雪施設管理の新技術導入・拡大と克雪施設の長寿命化、適正な維持管理 
  

 

  
   

 

 ●高齢化が進む中で雪処理にかかる負担の軽減と安全確保を図る必要があります。 

   

 

（３）雪国での良好な居住環境づくり 
  

 

  
   

 

 ●多雪・寒冷といった地域特性の中にあっては、断熱性や気密性、採光などに配慮した

住宅の普及を進めていく必要があります。また、例年高齢者等の雪下ろし中の落下事

故があとを絶たない状況にあるとともに、高齢者の雪下ろしの負担が増しています。 
   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 

克雪対策に関する施策の

満足度 

市民意識調査における回

答の割合 
48.2％ 50.0％以上 

施策の

内容 

道路除雪満足度 

除雪支部長アンケート調

査における回答の割合（過

去10か年平均） 

80.3％ 80.3％ 

流雪溝クラウド監視制御

システム設置箇所数 

計画期間内に設置したシ

ステム箇所数 
１箇所 31箇所以上 

  

主要施策 ４ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

   

○消雪パイプ長寿命化計画（令和８年度～） 

○流雪溝長寿命化計画（令和 11年度～） 

 

 
  

 

  

    

 ●除雪オペレーターが減少する中でも安全な道路交通を確保するため、除雪車ガイダンス装

置や除雪管理システムなどを活用し、持続可能な除雪体制を維持します。 

・ＩＣＴを活用した除雪の推進 

・大型特殊免許の取得助成など、関係者と連携した除雪オペレーターの確保・育成 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●雪処理の省力化に寄与する新たなＩＣＴの導入・拡大による地域住民の負担軽減と、老朽

化や機能低下が進んでいる克雪施設の計画的な更新や適切な維持修繕等により、施設の長

寿命化を図ります。 

・克雪施設管理におけるＩＣＴの導入、拡大による地域住民の負担軽減 

・流雪溝長寿命化の整備など、克雪施設の機能確保と適正な維持管理の推進 

・女性や高齢者等に配慮した、軽量型流雪溝用グレーチング蓋の更新 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ●住宅の克雪化や断熱性、気密性、採光などの冬期の生活面に配慮した住宅の普及を図りま

す。 

・住宅の克雪化や断熱化等に対する補助制度の充実 
 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

消雪パイプ更新施設数 
計画期間内に更新した消

雪パイプ施設数 
１施設 10施設以上 

軽量型流雪溝用グレーチ

ング蓋の更新 

更新した流雪溝用グレー

チング蓋数 
25基 175基 

住宅の克雪化数 
計画期間内に克雪化した

住宅数 
１戸 25戸以上 

  

SDGｓ 関連する個別計画 

具体的な取組 

具体的な取組 

具体的な取組 
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基本施策 ３ 安全で快適な都市基盤づくり  

 
安全で安定したライフラインの維持  

 

上下水道の施設や管路の計画的な更新と耐震化を進めるとともに、施設の効率的な運用や

持続可能な事業運営により、災害に強く、安全、安定した水道、下水道サービスを提供しま

す。 

 

 

（１）施設等の計画的な更新と効率的な運用 
  

 

  
   

 

 ●上下水道施設や管路は、年々老朽化が進むとともに、大地震等の災害の際にも注意が

必要なことから、計画的な更新や耐震化等が必要です。また、人口減少により適正な

規模になっていない施設があることから、統合などにより効率的な運用が必要です。 

   

 

（２）持続可能な事業運営 
  

 

  
   

 

 ①水道料金、下水道使用料収入の減少や、老朽施設の更新費用や維持管理経費の増大に

対応し、安定した経営を維持するため、適切な水道料金、下水道使用料を設定する必

要があります。 

②民間の人材や知見を活かした持続的で、効率的、効果的な事業運営を進める必要があ

ります。 
   

 

 
 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

主要 

施策 
経常収支比率 各事業の経常収支比率 

水道:104.0% 

下水道:114.9% 

簡水:102.7% 
※Ｒ４年度実績 

100%以上 

施策の

内容 

水道基幹施設更新・耐

震化箇所数 

浄水場、配水池の更新・耐

震化箇所数 
１か所 ５か所 

水道管路耐震適合率

（簡易水道を除く） 

耐震適合性がある管路の

割合 
44％ 49％ 

  

主要施策 ５ 

施策の方向性 

現状と課題 

現状と課題 

施策の目標値 
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目指すまちの姿 ６【自然環境、都市基盤、生活機能】 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまち 

   

 
  

 

 

 
  

 

  

    

 ●水道における資産管理手法（アセットマネジメント）を導入し、老朽化した水道基幹施設

や経年管の更新と耐震化を推進します。また、下水道処理施設の統合や、老朽化した下水

道施設の更新と耐震化を推進するとともに、下水道事業区域外での合併処理浄化槽の設置

を促進する補助制度等の周知を行います。 

・基幹施設や経年管の更新と耐震化の実施 

・渇水対策としての地下水源の確保 

・下水道処理施設の統合と、処理施設等の更新と耐震化の実施 

 

   

 

 
  

 

  

    

 ①安定した経営を維持するため、適切な水道料金、下水道使用料を設定します。 

・定期的な水道料金、下水道使用料の改定 

②包括的民間委託による民間の人材や知見を活かし、技術力の維持や増大する経費の抑制に

取り組みます。 

・包括的民間委託による施設維持管理技術の維持、改善 

 

   

 

  

 

関連性 項目 指標の説明 
現況値 

（R5見込） 

目標値 

（R11） 

施策の

内容 

下水道施設統合箇所数 
統合により廃止した処理

場数 
１か所 ３か所 

下水道処理場更新・耐震化

箇所数 

更新・耐震化が完了した処

理場数 
０か所 ３か所 

施設維持管理の改善件数 
施設維持管理における改

善提案、実施の件数 
２件／年 ５件／年 

 

SDGｓ 

具体的な取組 

具体的な取組 
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第１節 持続可能な行財政運営  

まちの将来像を実現するためには、社会経済情勢や市民ニーズなどの変化に的確

に対応し、本計画に基づく施策を効果的かつ効率的に推進していくことが必要不可

欠です。 

そこで、持続可能な行財政運営を図るため、次の３つの取組を進めます。  

 

（１）変化に対応できる人材育成と組織づくり 

行政経営を担う職員を戦略的に確保し、組織的な人材育成を推進するとともに、

職員個々が求められる役割を認識し、能力を発揮できる人材マネジメントによる

行政経営を図ります。 

・多様なニーズに対応した職員の確保と育成  

・機能的な行政経営の推進 

 

（２）自治体ＤＸの推進 

行政サービスをはじめ、地域社会全体のデジタル化を推進していくことにより、

スマートシティへの転換を実現し、市民生活のサービス向上と行政事務・手続き

の効率化を図ります。 

・ＩＣＴを活用した市民生活の利便性向上  

・デジタル基盤、体制の構築 

 

（３）安定的な財政運営の推進 

将来的に歳入減、歳出増が見込まれる中、創意工夫による歳入確保に一層努め

るとともに、「安定した質の高い行政サービスの提供」と「持続可能な財政基盤の

確立」の両立を目指し、健全な財政運営を維持します。  

・計画的な財政運営  

・安定した財源の確保 

 

第２節 計画の評価  

本計画に基づく施策を効果的かつ効率的に推進していくため、年度ごとに施策

ごとに設定した目標値の達成状況をもとに施策の進捗状況と効果を検証するとと

もに、総合計画審議会での評価を実施し、継続的な改善を図ります。  

 

 

 

 

第６章 計画の推進 
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